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3 

１ 九度山町における重要水防箇所（河川） 

 

（１）国直轄河川重要水防箇所 

重要水防箇所評定基準（案） 

種別 
重要度 

Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 要注意区間 

越水（溢水） 

■計画高水流量規模の洪水

の水位（高潮区間の堤防に

あっては計画高潮位）が現

況の堤防高を超える箇所。 

■計画高水流量規模の

洪水の水位（高潮区間の

堤防にあっては計画高

潮位）と現況の堤防高と

の差が堤防の計画余裕

高に満たない箇所。 

 

水衝・洗掘 

■水衝部にある堤防の前面

の河床が深掘れしている

が、その対策が未施工の箇

所。 

■橋台取り付け部やその他

の工作物の突出箇所で、堤

防護岸の根固め等が洗われ

一部破損しているが、その

対策が未施工の箇所。 

■波浪による河岸の決壊等

の危険に瀕した実績がある

が、その対策が未施工の箇

所。 

■水衝部にある堤防の

前面の河床が深掘れに

ならない程度に洗掘さ

れているが、その対策が

未施工の箇所。 

 

新堤防 
  ■堤防を新しく作って

から３年以内の箇所。 

破堤跡 

  ■過去に破堤（堤防が

決壊すること）したこ 

とがある箇所。 

旧川跡 

  ■以前は川であったと

ころが現在では堤防と 

なっている箇所。 

 

箇所別調書（和歌山河川国道事務所） 

河川名 種 別 重要度 地 先 名 距離杭 延 長 

紀の川左岸 

越水（溢水） Ａ 九度山町慈尊院 41.2～42.2 1046 

新堤防・破堤跡・旧川跡 要注意 九度山町慈尊院 41.6～42.8 1,214 

新堤防・破堤跡・旧川跡 要注意 九度山町慈尊院 41.8、42.0 - 

越水（溢水） Ａ 九度山町慈尊院 42.6～43.0 585 

新堤防・破堤跡・旧川跡 要注意 九度山町慈尊院 42.6 - 

越水（溢水） Ｂ 九度山町慈尊院 43.2～43.4 400 

越水（溢水） Ｂ 九度山町九度山 44.4 272 

新堤防・破堤跡・旧川跡 要注意 
九度山町九度山

～橋本市学文路 
44.4～46.2 1,975 

越水（溢水） Ａ 
九度山町九度山 

～橋本市学文路 
44.6～46.0 1,402 

水衝・洗掘 Ｂ 九度山町九度山 44.6 219 

新堤防・破堤跡・旧川跡 要注意 九度山町九度山 44.8 - 

出典：「令和７年度和歌山県水防計画書」より抜粋 
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（２）県知事管理河川重要水防箇所 

重要水防箇所評定基準 

種別 
重要水防箇所 

Ａ 水防上最も重要な箇所 Ｂ 次に重要な箇所 要注意箇所 

堤防高 

（流下能力） 

計画高水流量規模の洪水の

水位（高潮区間の堤防にあっ

ては計画高潮位）が現堤防高

を越える箇所。 

計画高水流量規模の洪水の

水位（高潮区間の堤防にあっ

ては計画高潮位）と現況の堤

防高との差が、堤防の計画余

裕高に満たない箇所。 

 

法崩れ・ 

すべり 

法崩れ又はすべりの実績が

あるが、その対策が未施工箇

所。 

法崩れ又はすべりの実績が

あるが、その対策が暫定施工

の箇所。 

法崩れ又はすべりの実績は

ないが、提体あるいは基礎地

盤の土質、法勾配等からみて

法崩れ又はすべりが発生する

おそれのある箇所で、所要の

対策が未施工の箇所。 

 

水衝・洗掘 

水衝部にある堤防の前面の

河床が深掘れしているが、そ

の対策が未施工の箇所。 

橋台取り付け部やその他工

作物の突出箇所で、堤防護岸

の根固め等が洗われ一部破損

しているが、その対策が未施

工の箇所。 

波浪による河岸の決壊等の

危険に瀕した実績があるが、

その対策が未施工の箇所。 

橋梁その他の河川横断工作

物の桁下高等と計画高水流量

規模の洪水の水位（高潮区間

の堤防にあっては計画高潮

位）との差が堤防の計画余裕

高に満たない箇所。 

 

 

知事管理河川重要水防箇所 

河川名 

重 要 水 防 箇 所 

重要度 危険理由 
場 所 延長 

（m

） 
下流    ～    上流 

不動谷川 

椎出大橋      ～  あかり橋 250 Ｂ 堤防高 

高野下駅舎     ～  あかり橋 440 Ａ 堤防高 

あかり橋下流100m  ～  あかり橋 100 Ａ 洗掘・水衝 

えいたい橋     ～  堰提 750 Ａ 堤防高 

えいたい橋上流100m ～  堰提 650 Ａ 堤防高 

初花橋上流50m    ～  初花橋上流200m 150 Ａ 堤防高 

初花橋上流50m    ～  初花橋上流200m 150 Ａ 堤防高 

弁天橋上流120m   ～  弁天橋上流170m 50 Ａ 法崩れ・すべり 

新宮前橋下流60m   ～  新宮前橋下流30m 30 Ｂ 法崩れ・すべり 

丹生川 

永代橋下流50m    ～  永代橋上流100m 150 Ｂ 法崩れ・すべり 

永代橋下流50m    ～  永代橋上流100m 150 Ｂ 法崩れ・すべり 

赤瀬橋       ～  赤瀬橋上流100m 100 Ａ 堤防高 

赤瀬橋下流450m   ～  赤瀬橋 450 Ａ 堤防高 

千石橋       ～  千石橋上流150m 150 Ａ 堤防高 

さえもん下流250m  ～  さえもん上流300m 550 Ａ 堤防高 

大柳橋下流150m   ～  大柳橋 150 Ａ 堤防高 

大柳橋       ～  迎の辻橋下流200m 510 Ａ 堤防高 

北又児童公園下流550m～  北又児童公園下流50m 500 Ａ 堤防高 
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出典：「令和７年度和歌山県水防計画書」より抜粋 
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２ 町内土砂災害警戒区域等一覧 

 

① 町内土砂災害（特別）警戒区域 

（１）土石流 

 自然現象 大字 箇所番号 箇所名 

警戒区域 特別警戒区域 

告示 

年月日 

告示 

番号 

告示 

年月日 

告示 

番号 

1 土石流 東郷 1-343-1-902 三尾川右支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

2 土石流 東郷 1-343-2-901 三尾川右支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

3 土石流 東郷 1-343-2-902 三尾川右支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

4 土石流 椎出 1-343-2-903 長坂谷川左支渓 R06/12/10 1109   

5 土石流 九度山 3-343-1-001 東山谷川右支渓 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

6 土石流 九度山 3-343-1-002 東山谷川 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

7 土石流 九度山 3-343-1-003 丹生川右支渓 H24/06/08 686   

8 土石流 河根 3-343-1-004 丹生川右支渓 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

9 土石流 河根 3-343-1-005 宮垣内谷 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

10 土石流 河根 3-343-1-006 丹生川右支渓 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

11 土石流 丹生川 3-343-1-007 丹生川左支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

12 土石流 椎出 3-343-1-009 不動谷川右支渓 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

13 土石流 椎出 3-343-1-010 トチヲ谷 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

14 土石流 椎出 3-343-1-011 林の谷 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

15 土石流 中古沢 3-343-1-013 恵利谷川 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

16 土石流 中古沢 3-343-1-014 恵利谷川右支渓 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

17 土石流 中古沢 3-343-1-015 恵利谷川右支渓 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

18 土石流 中古沢 3-343-1-016 馬場垣内谷 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

19 土石流 中古沢 3-343-1-017 不動谷川左支渓 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

20 土石流 中古沢 3-343-1-018 不動谷川左支渓 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

21 土石流 下古沢 3-343-1-019 不動谷川左支渓 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

22 土石流 下古沢 3-343-1-020 不動谷川左支渓 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

23 土石流 椎出 3-343-1-021 不動谷川左支渓 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

24 土石流 九度山 3-343-1-023 杉尾谷 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

25 土石流 慈尊院 3-343-1-027 紀ノ川左支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

26 土石流 九度山 3-343-1-901 永瀧 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

27 土石流 九度山 3-343-2-003 東山谷川右支渓 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

28 土石流 九度山 3-343-2-004 丹生川右支渓 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

29 土石流 九度山 3-343-2-005 丹生川右支渓 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

30 土石流 河根 3-343-2-006 丹生川右支渓 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

31 土石流 丹生川 3-343-2-007 丹生川右支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

32 土石流 丹生川 3-343-2-008 丹生川右支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

33 土石流 丹生川 3-343-2-009 丹生川右支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

34 土石流 丹生川 3-343-2-010 丹生川右支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

35 土石流 北又 3-343-2-011 北又川右支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

36 土石流 北又 3-343-2-012 北又川左支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

37 土石流 東郷 3-343-2-013 三尾川右支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

38 土石流 東郷 3-343-2-014 三尾川右支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

39 土石流 東郷 3-343-2-015 三尾川右支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

40 土石流 東郷 3-343-2-017 三尾川右支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 
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 自然現象 大字 箇所番号 箇所名 

警戒区域 特別警戒区域 

告示 

年月日 

告示 

番号 

告示 

年月日 

告示 

番号 

41 土石流 東郷 3-343-2-018 三尾川右支渓 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

42 土石流 椎出 3-343-2-020 不動谷川右支渓 R02/04/07 536   

43 土石流 椎出 3-343-2-021 トチヲ谷右支渓 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

44 土石流 下古沢 3-343-2-022 不動谷川右支渓 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

45 土石流 笠木 3-343-2-024 不動谷川左支渓 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

46 土石流 下古沢 3-343-2-025 不動谷川左支渓 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

47 土石流 下古沢 3-343-2-026 不動谷川左支渓 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

48 土石流 椎出 3-343-2-027 不動谷川左支渓 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

49 土石流 九度山 3-343-2-028 丹生川左支渓 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

 

（２）地すべり 

 自然現象 大字 箇所番号 箇所名 

警戒区域 特別警戒区域 

告示 

年月日 

告示 

番号 

告示 

年月日 

告示 

番号 

1 地すべり 下古沢 136 古沢 R02/03/17 383   

2 地すべり 九度山 137 九度山 H25/09/13 1160   

3 地すべり 丹生川 236 日浦垣内 R02/04/21 610   

4 地すべり 丹生川 237 丹生川 R02/04/21 610   

5 地すべり 笠木 238 笠木 R02/03/17 383   

6 地すべり 椎出 239 椎出1 R02/04/07 536   

7 地すべり 椎出 240 椎出2 R02/04/07 536   

8 地すべり 椎出 241 椎出3 R02/04/07 536   

9 地すべり 椎出 242 椎出4 R02/04/07 536   

10 地すべり 上古沢 488 上古沢1 R02/03/17 383   

11 地すべり 上古沢 618 上古沢2 R02/03/17 383   

 

（３）急傾斜地の崩壊 

 自然現象 大字 箇所番号 箇所名 

警戒区域 特別警戒区域 

告示 

年月日 

告示 

番号 

告示 

年月日 

告示 

番号 

1 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅰ-10003 河根繁野15 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

2 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅰ-10017 椎出（101） R02/04/07 536 R02/04/07 536 

3 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅰ-10018 椎出（102） R02/04/07 536   

4 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅰ-10025 下古沢（104） R02/04/07 536 R02/04/07 536 

5 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅰ-10029 下古沢（103） R02/04/07 536 R02/04/07 536 

6 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅰ-10045 東郷（101） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

7 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅰ-2126 宮垣内1 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

8 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅰ-2210 椎出猪鼻・椎出宮垣内 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

9 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅰ-2211 椎出10 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

10 急傾斜地の崩壊 上古沢 Ⅰ-2212 上古沢9 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

11 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅰ-2213 河根19 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

12 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅰ-3114 九度山1 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

13 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅰ-3115 九度山旭1 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

14 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅰ-3116 九度山広良1 H24/06/08 686 H24/06/08 686 
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 自然現象 大字 箇所番号 箇所名 

警戒区域 特別警戒区域 

告示 

年月日 

告示 

番号 

告示 

年月日 

告示 

番号 

15 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅰ-3117 九度山東山1 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

16 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅰ-3118 九度山東山2 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

17 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅰ-3119 九度山2 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

18 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅰ-3120 九度山東山3 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

19 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅰ-3121 河根繁野1 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

20 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅰ-3122 下古沢26 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

21 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅰ-3123 下古沢27 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

22 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅰ-3124 河根1 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

23 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅰ-3125 河根2 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

24 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅰ-3126 河根3 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

25 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅰ-3127 河根4 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

26 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅰ-3128 河根5 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

27 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅰ-3129 河根6 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

28 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅰ-3130 丹生川1 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

29 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅰ-3131 丹生川35 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

30 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅰ-3132 丹生川2 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

31 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅰ-3133 丹生川3 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

32 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅰ-3134 椎出長坂1 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

33 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅰ-3135 椎出長坂2 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

34 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅰ-3136 下古沢1 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

35 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅰ-3137 下古沢2 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

36 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅰ-3138 下古沢3 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

37 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅰ-3139 下古沢4 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

38 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅰ-3140 下古沢5 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

39 急傾斜地の崩壊 中古沢 Ⅰ-3141 下古沢6 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

40 急傾斜地の崩壊 中古沢 Ⅰ-3142 中古沢1 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

41 急傾斜地の崩壊 中古沢 Ⅰ-3143 中古沢2 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

42 急傾斜地の崩壊 中古沢 Ⅰ-3144 中古沢3 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

43 急傾斜地の崩壊 上古沢 Ⅰ-3145 上古沢1 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

44 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅰ-3146 丹生川4 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

45 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅰ-3147 丹生川5 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

46 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅰ-3148 丹生川田摩1 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

47 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅰ-3149 丹生川6 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

48 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅰ-3150 丹生川7 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

49 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅰ-3151 東郷1 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

50 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅰ-3152 東郷2 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

51 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅰ-3154 丹生川9 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

52 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅰ-3155 丹生川10 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

53 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅰ-3156 丹生川11 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

54 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅰ-3157 北又久保１ R02/03/17 383 R02/03/17 383 

55 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅰ-3158 九度山3 H24/06/08 686   

56 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅰ-3159 九度山旭2 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

57 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅰ-3160 九度山旭3 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

58 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅰ-3161 九度山東山6 H24/06/08 686   

59 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅰ-55 鶴の澤 H24/06/08 686 H24/06/08 686 
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 自然現象 大字 箇所番号 箇所名 

警戒区域 特別警戒区域 

告示 

年月日 

告示 

番号 

告示 

年月日 

告示 

番号 

60 急傾斜地の崩壊 入郷 Ⅰ-57 入郷8 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

61 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅰ-58 椎出7 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

62 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅰ-59 椎出 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

63 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅰ-60 椎出8 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

64 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅰ-61 西出垣内 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

65 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅰ-62 滝垣内 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

66 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅰ-63 下古沢24 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

67 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅰ-64 下古沢25 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

68 急傾斜地の崩壊 中古沢 Ⅰ-65 中古沢17 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

69 急傾斜地の崩壊 上古沢 Ⅰ-66 上古沢13 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

70 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅰ-68 河根12 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

71 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅰ-69 河根13 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

72 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-1000 東郷野平2 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

73 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-10008 河根繁野16 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

74 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-10009 河根繁野17 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

75 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-1001 東郷野平3 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

76 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-10010 河根繁野18 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

77 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-10011 河根繁野19 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

78 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-10015 河根繁野20 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

79 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-10016 九度山23 H24/06/08 686   

80 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-10017 九度山24 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

81 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-10018 九度山25 H24/06/08 686   

82 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-10019 九度山26 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

83 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-1002 東郷野平4 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

84 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-10020 九度山27 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

85 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-10021 九度山28 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

86 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-10022 九度山29 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

87 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-1003 北又久保2 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

88 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-1004 東郷野平5 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

89 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-1005 北又久保3 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

90 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-1006 北又久保4 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

91 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-1007 北又久保5 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

92 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-1008 東郷17 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

93 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-1009 東郷18 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

94 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-1010 丹生川26 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

95 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-1011 丹生川27 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

96 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-1012 丹生川28 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

97 急傾斜地の崩壊 市平 Ⅱ-1013 丹生川29 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

98 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-1014 丹生川30 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

99 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-10144 椎出（103） R02/04/07 536 R02/04/07 536 

100 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-10145 椎出（104） R02/04/07 536 R02/04/07 536 

101 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-10146 椎出（105） R02/04/07 536 R02/04/07 536 

102 急傾斜地の崩壊 市平 Ⅱ-1015 市平1 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

103 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-1016 北又柿平1 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

104 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-1017 北又柿平3 R02/03/17 383 R02/03/17 383 
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 自然現象 大字 箇所番号 箇所名 

警戒区域 特別警戒区域 

告示 

年月日 

告示 

番号 

告示 

年月日 

告示 

番号 

105 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-1018 北又柿平4 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

106 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-1019 北又柿平2 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

107 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-1020 北又1 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

108 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅱ-10208 下古沢（102） R02/04/07 536 R02/04/07 536 

109 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-1021 北又2 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

110 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅱ-10210 下古沢（105） R02/04/07 536 R02/04/07 536 

111 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅱ-10211 下古沢（106） R02/04/07 536 R02/04/07 536 

112 急傾斜地の崩壊 入郷 Ⅱ-1022 入郷6 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

113 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-1023 九度山13 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

114 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-1024 九度山14 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

115 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-1025 九度山広良4 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

116 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-1026 九度山旭11 H24/10/30 1287   

117 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-1027 九度山東5 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

118 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-1029 北又久保6 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

119 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-1030 北又久保7 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

120 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-1031 北又久保8 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

121 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-10315 東郷（102） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

122 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-10316 東郷（103） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

123 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-10317 北又（101） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

124 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-10318 北又（102） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

125 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅱ-10319 北又（103） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

126 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-10350 丹生川（101） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

127 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-10351 丹生川（102） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

128 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-10352 丹生川（103） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

129 急傾斜地の崩壊 入郷 Ⅱ-10370 入郷（101） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

130 急傾斜地の崩壊 入郷 Ⅱ-10371 入郷（102） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

131 急傾斜地の崩壊 慈尊院 Ⅱ-10372 慈尊院（101） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

132 急傾斜地の崩壊 慈尊院 Ⅱ-10373 慈尊院（102） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

133 急傾斜地の崩壊 慈尊院 Ⅱ-10374 慈尊院（103） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

134 急傾斜地の崩壊 慈尊院 Ⅱ-10375 慈尊院（104） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

135 急傾斜地の崩壊 慈尊院 Ⅱ-10376 慈尊院（105） R02/03/17 383 R02/03/17 383 

136 急傾斜地の崩壊 慈尊院 Ⅱ-870 慈尊院1 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

137 急傾斜地の崩壊 慈尊院 Ⅱ-871 慈尊院2 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

138 急傾斜地の崩壊 慈尊院 Ⅱ-872 慈尊院3 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

139 急傾斜地の崩壊 慈尊院 Ⅱ-873 慈尊院4 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

140 急傾斜地の崩壊 慈尊院 Ⅱ-874 慈尊院5 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

141 急傾斜地の崩壊 慈尊院 Ⅱ-875 慈尊院6 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

142 急傾斜地の崩壊 慈尊院 Ⅱ-876 慈尊院7 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

143 急傾斜地の崩壊 慈尊院 Ⅱ-877 慈尊院8 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

144 急傾斜地の崩壊 入郷 Ⅱ-878 入郷1 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

145 急傾斜地の崩壊 入郷 Ⅱ-879 入郷10 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

146 急傾斜地の崩壊 入郷 Ⅱ-880 入郷2 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

147 急傾斜地の崩壊 入郷 Ⅱ-881 入郷3 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

148 急傾斜地の崩壊 入郷 Ⅱ-882 入郷4 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

149 急傾斜地の崩壊 入郷 Ⅱ-883 入郷5 R02/03/17 383 R02/03/17 383 



基 本 

11 

 自然現象 大字 箇所番号 箇所名 

警戒区域 特別警戒区域 

告示 

年月日 

告示 

番号 

告示 

年月日 

告示 

番号 

150 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-884 九度山4 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

151 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-885 九度山5 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

152 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-886 九度山旭4 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

153 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-887 九度山旭5 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

154 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-888 九度山20 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

155 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-889 九度山旭7 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

156 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-890 九度山旭8 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

157 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-891 九度山旭9 H24/06/08 686   

158 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-892 九度山旭10 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

159 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-893 九度山東1 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

160 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-894 九度山広良2 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

161 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-895 九度山広良3 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

162 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-896 九度山6 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

163 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-897 九度山7 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

164 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-898 九度山8 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

165 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-899 九度山東2 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

166 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-900 九度山21 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

167 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-901 九度山東3 H24/06/08 686   

168 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-902 九度山東4 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

169 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-903 九度山9 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

170 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-904 九度山10 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

171 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-906 河根繁野3 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

172 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-907 河根繁野4 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

173 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-908 河根繁野5 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

174 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-909 河根繁野6 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

175 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-910 河根繁野7 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

176 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-911 河根繁野8 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

177 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-912 河根繁野9 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

178 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-913 河根繁野10 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

179 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-914 河根繁野11 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

180 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-915 河根繁野12 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

181 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-916 河根繁野13 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

182 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-917 河根繁野14 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

183 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-918 河根9 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

184 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-919 河根10 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

185 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-920 河根11 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

186 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-921 丹生川36 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

187 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-922 丹生川田摩2 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

188 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-923 丹生川12 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

189 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-924 丹生川13 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

190 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-925 丹生川14 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

191 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-926 九度山11 H24/10/30 1287 H24/10/30 1287 

192 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-927 椎出1 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

193 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅱ-928 九度山12 H24/10/30 1287 H24/10/30 1287 

194 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-929 椎出2 R02/04/07 536 R02/04/07 536 
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195 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-930 椎出3 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

196 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-931 椎出4 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

197 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-932 椎出5 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

198 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-933 椎出6 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

199 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-934 椎出11 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

200 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-935 椎出12 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

201 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-936 椎出13 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

202 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-937 椎出長坂6 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

203 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅱ-938 下古沢7 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

204 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅱ-939 下古沢8 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

205 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅱ-940 下古沢9 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

206 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅱ-942 下古沢11 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

207 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅱ-944 下古沢13 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

208 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅱ-945 下古沢14 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

209 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅱ-946 下古沢15 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

210 急傾斜地の崩壊 下古沢 Ⅱ-948 下古沢28 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

211 急傾斜地の崩壊 中古沢 Ⅱ-949 下古沢17 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

212 急傾斜地の崩壊 中古沢 Ⅱ-950 下古沢18 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

213 急傾斜地の崩壊 中古沢 Ⅱ-951 中古沢4 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

214 急傾斜地の崩壊 中古沢 Ⅱ-952 中古沢5 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

215 急傾斜地の崩壊 中古沢 Ⅱ-953 中古沢6 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

216 急傾斜地の崩壊 中古沢 Ⅱ-954 中古沢7 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

217 急傾斜地の崩壊 上古沢 Ⅱ-955 上古沢2 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

218 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-957 椎出長坂7 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

219 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-958 椎出長坂8 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

220 急傾斜地の崩壊 上古沢 Ⅱ-959 上古沢10 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

221 急傾斜地の崩壊 上古沢 Ⅱ-960 上古沢11 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

222 急傾斜地の崩壊 上古沢 Ⅱ-961 上古沢12 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

223 急傾斜地の崩壊 上古沢 Ⅱ-962 上古沢4 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

224 急傾斜地の崩壊 上古沢 Ⅱ-963 上古沢5 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

225 急傾斜地の崩壊 上古沢 Ⅱ-964 上古沢6 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

226 急傾斜地の崩壊 椎出 Ⅱ-965 椎出長坂9 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

227 急傾斜地の崩壊 中古沢 Ⅱ-966 中古沢14 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

228 急傾斜地の崩壊 中古沢 Ⅱ-967 中古沢15 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

229 急傾斜地の崩壊 上古沢 Ⅱ-968 上古沢7 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

230 急傾斜地の崩壊 笠木 Ⅱ-969 笠木1 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

231 急傾斜地の崩壊 笠木 Ⅱ-970 笠木2 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

232 急傾斜地の崩壊 笠木 Ⅱ-971 笠木3 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

233 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅱ-972 丹生川田摩3 H24/02/24 150 H24/02/24 150 

234 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-973 丹生川37 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

235 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-974 丹生川田摩4 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

236 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-975 丹生川田摩5 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

237 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-976 丹生川17 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

238 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-977 丹生川18 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

239 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-978 丹生川19 R02/03/17 383 R02/03/17 383 
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240 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-981 東郷4 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

241 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-983 東郷6 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

242 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-984 東郷7 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

243 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-986 東郷9 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

244 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-987 東郷10 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

245 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-990 東郷13 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

246 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-991 東郷14 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

247 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-994 丹生川21 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

248 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-995 丹生川22 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

249 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-996 丹生川23 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

250 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅱ-997 丹生川24 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

251 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅱ-999 東郷野平1 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

252 急傾斜地の崩壊 慈尊院 Ⅲ-250 慈尊院10 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

253 急傾斜地の崩壊 慈尊院 Ⅲ-251 慈尊院11 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

254 急傾斜地の崩壊 入郷 Ⅲ-252 入郷7 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

255 急傾斜地の崩壊 入郷 Ⅲ-253 九度山19 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

256 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅲ-256 九度山東山7 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

257 急傾斜地の崩壊 河根 Ⅲ-257 九度山16 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

258 急傾斜地の崩壊 九度山 Ⅲ-258 九度山17 H24/06/08 686 H24/06/08 686 

259 急傾斜地の崩壊 中古沢 Ⅲ-262 下古沢23 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

260 急傾斜地の崩壊 上古沢 Ⅲ-263 上古沢8 R02/04/07 536 R02/04/07 536 

261 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅲ-264 丹生川田摩6 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

262 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅲ-265 丹生川田摩7 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

263 急傾斜地の崩壊 東郷 Ⅲ-269 東郷20 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

264 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅲ-274 丹生川31 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

265 急傾斜地の崩壊 丹生川 Ⅲ-276 丹生川33 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

266 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅲ-277 北又久保９ R02/03/17 383 R02/03/17 383 

267 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅲ-278 北又久保10 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

268 急傾斜地の崩壊 北又 Ⅲ-279 北又3 R02/03/17 383 R02/03/17 383 

出典：「わかやま土砂災害マップ」ホームページ（和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課） 

 

② 九度山町山地災害危険地区 

（１）山腹崩壊危険地区 

該当なし 

危険地区

番号 
市町村 大字 

危険地区の 

危険度 

山腹崩壊 

危険度 

5 九度山町 河根 B a1 

28 九度山町 上古沢オクノ垣内 A a1 

29 九度山町 上古沢狸穴 A b1 

34 九度山町 東郷古谷 A a1 

35 九度山町 丹生川トコ A a1 

36 九度山町 東郷神子森 A a1 

37 九度山町 東郷中峯前 A a1 

38 九度山町 東郷神子森 B a1 

39 九度山町 東郷神子森 A a1 

40 九度山町 東郷神子森 B a1 
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危険地区

番号 
市町村 大字 

危険地区の 

危険度 

山腹崩壊 

危険度 

42 九度山町 北又久保 A a1 

43 九度山町 北又久保 B c1 

44 九度山町 東郷 B a1 

45 九度山町 丹生川下垣内 A a1 

46 九度山町 丹生川峯垣内 A a1 

47 九度山町 丹生川与茂谷 A a1 

48 九度山町 丹生川日浦垣内 A a1 

49 九度山町 丹生川日下垣内 A a1 

50 九度山町 丹生川中井平 B a1 

51 九度山町 市平中垣内 B c1 

52 九度山町 市平前川垣内 A a1 

53 九度山町 丹生川宝前田 A a1 

54 九度山町 丹生川室前田 A a1 

55 九度山町 丹生川平見 A a1 

56 九度山町 丹生川北浦 B a1 

57 九度山町 北又前裏 A a1 

58 九度山町 北又北ノ前 A a1 

59 九度山町 北又前裏 A a1 

60 九度山町 北又宮垣内 A a1 

61 九度山町 北又滝出 A a1 

62 九度山町 北又川口 B b1 

1001 九度山町 市平 B a1 

5003 九度山町 東郷 C b1 

5006 九度山町 東郷 A a1 

5007 九度山町 東郷 B a1 

5008 九度山町 東郷 A a1 

5009 九度山町 丹生川 A a1 

5010 九度山町 丹生川 A a1 

5011 九度山町 東郷 A a1 

5012 九度山町 北又 A a1 

5013 九度山町 北又 A b1 

5014 九度山町 丹生川 A a1 

5015 九度山町 丹生川 B a1 

5016 九度山町 丹生川 B a1 

5018 九度山町 丹生川 B c1 

5019 九度山町 丹生川 A a1 

5020 九度山町 北又川口 A a1 

5023 九度山町  A b1 

 

（２）崩壊土砂流出危険地区 

調査番号 国・民有林 市郡名 町村名 字名 国有林名等 林班名 危険区域番号 危険度 

30343-0001 国 伊都郡 九度山町 東郷 高野山 201 303437-1 A 

出典：近畿中国森林管理局ホームページ 

危険地区

番号 
市町村 大字 

危険地区の 

危険度 

崩壊土砂 

流出危険度 

3 九度山町 椎出トチオ谷 A b1 

4 九度山町 椎出長坂尾 B c1 

5 九度山町 椎出井手谷 A a1 

8 九度山町 中古沢クロイシ A a1 

9 九度山町 中古沢上西畑 B c1 

10 九度山町 中古沢冷水 A b1 

11 九度山町 東郷神子森 A b1 

12 九度山町 東郷神子森 A b1 
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危険地区

番号 
市町村 大字 

危険地区の 

危険度 

崩壊土砂 

流出危険度 

13 九度山町 東郷五ノ辻 A a1 

14 九度山町 東郷高倉 A a1 

15 九度山町 東郷高倉 A a1 

16 九度山町 東郷高倉 A a1 

17 九度山町 東郷高倉 C b1 

18 九度山町 東郷横倉 C b1 

19 九度山町 東郷横倉 A a1 

20 九度山町 北又姉子谷 C b1 

22 九度山町 丹生川中峯垣内 B a1 

24 九度山町 北又滝出 C b1 

25 九度山町 北又宮垣内 A b1 

26 九度山町 北又高木 A b1 

1001 九度山町 椎出 A b1 

5002 九度山町 笠木 C c1 

5004 九度山町 河根 A b1 

5005 九度山町 丹生川 B b1 

5006 九度山町 丹生川 A b1 

5007 九度山町 丹生川 B a1 

5010 九度山町 中古沢 A b1 

5011 九度山町 上古沢 A b1 

5012 九度山町 中古沢 A b1 

5014 九度山町 上古沢 B a1 

8014 九度山町 椎出 B b1 
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３ 消防用機械器具・救急用器具保有現況 

 

伊都消防組合消防本部保有（令和６年12月末現在） 

(１) 消火作業器具 
器 具 名 数量 器 具 名 数量 器 具 名 数量 

管槍（展開式噴霧ノズル・エコファイターノズル・クアドラフォグノズル・ＴＧ管槍（50㎜）・高発泡管槍・

プロジェットガン等） 
29 

eノズルフォルダ ２ 空気呼吸器 14 空気ボンベ（8ℓ・6.8ℓ・4.7ℓ） 30 

三連梯子 ４ かぎ付き梯子 ２ 投光機 ６ 

防火用サルベージシート ２ Ｂ火災用泡原液 2,020ℓ ＣＡＦＳ用泡原液 180ℓ 

携帯警報器 13 鉄蓋ジャッキ １ クリッパー ８ 

ホース（65mm） 109 ホース（50mm） 69 ホース（40mm） 10 

ホースバック 32 放水銃座 ２ 簡易水槽（500ℓ・400ℓ） 各１ 

可搬式小型ポンプ 

（Ｂ-Ⅱ） 
１ 

可搬式小型ポンプ 

（Ｄ-Ⅱ） 
１ フォーレスター一式 １ 

ジェットシューター 11 耐熱服 ２ チェーンソー ２ 

 

(２) 救助用器具 
器 具 名 数量 器 具 名 数量 器 具 名 数量 

担架（バスケット担架 ２ ・ ＲＳ担架 １ ・ タイタン １ ・ スケッド＜フル、ハーフ＞各１） ６ 

大型油圧式スプレッダー １ 
大型油圧式ラムシリ

ンダー 
１ 大型油圧式カッター １ 

大型油圧式ハンドポンプ １ 油圧パワーユニット ２ バッテリー式コンビツール ３ 

ドアオープナー １ ペダルカッター １ ロープレスキュー資器材一式 １ 

ＥＣ工具セット １ 耐電装備一式 １ ワークマントライポッド １ 

送排風機 １ 救命ゴムボート １ 車両固定用ブロック一式 １ 

エアーマイティ一式 １ エアーソー（大・小） 各１ セイフティーエアーバッグ １ 

エンジンカッター ３ レシプロソー １ ハンマードリル １ 

ストライカー一式 ３ チルホール ２ アセチレンガス切断機一式 １ 

フルハーネス 12 ２丁掛けランヤード ５ ガス検知器 ２ 

救命胴衣 16 救命浮環 ３ 救命索発射銃 １ 

 

(３) 災害用器具 

器 具 名 数量 器 具 名 数量 器 具 名 数量 

災害活動用バック 13 アルミ製簡易ベッド ６ 簡易担架 15 

エアーテント １ バルーン投光器 １ バッテリー式LED投光器 １ 

スコップ 15 つるはし ８ バール 10 

手おの ３ 掛矢 ７ ハンマー（大） 10 

土のう袋 1,400 斧 10 じょれん 10 

ノコギリ 10 防塵マスク ５ 防塵メガネ 50 

背負い ２ 杭 200 角材 40 

 

(４) 救急用器具 
器 具 名 数量 器 具 名 数量 

手動式人工呼吸器（小児用） ３ 手動式人工呼吸器（成人用） ８ 

手動式人工呼吸器（新生児用） ３ 自動式人工呼吸器 ３ 

自動式心肺蘇生器 １ 酸素ボンベ（10㍑） 11 

酸素ボンベ（８㍑） ３ 酸素ボンベ（２㍑） 19 

患者監視装置 ３ 流量計付加湿酸素吸入装置 ３ 

ネックカラー（成人・小児用） 20 吸引器 ４ 

自動体外式除細動器 ３ 半自動体外式除細動器 ３ 

アネロイド式ウォール型血圧計 ３ アネロイド式ポケット型血圧計 ４ 

電子血圧計 ２ 聴診器 ９ 

モニター付き喉頭鏡（マックグラス） ２ 喉頭鏡 ５ 

バックボード ５ スクープストレッチャー ６ 

マギール鉗子（大） ５ マギール鉗子（小） ４ 

衛星電話一式 １ 呼気終末二酸化炭素濃度測定器 ４ 
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(５) その他 

器 具 名 数量 器 具 名 数量 器 具 名 数量 

静水圧計 １ 工具一式 １ 消火チャレンジャー １ 

コンプレッサー １ コンパス測量器一式 １ 体力測定用器具一式 １ 

ガレージジャッキ １ トランシーバー 10 空気充填コンプレッサー １ 

訓練用消火器 12 煙体験ハウス １ スモークマシーン １ 

交流アーク溶接機 １ 発電機 ８ 実体顕微鏡 １ 

携帯用小型熱画像カメラ １ デジタルカメラ ５ ビデオ一式 １ 

原因調査用具一式 １ シュミットハンマー １ バッテリー充電器 １ 

ハンドマイク ５ アイススパイク 26 山岳活動用アイゼン 15 

引用：伊都消防組合消防本部「消防年報No.45（令和６年度）」 
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４ 町消防団の系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用：伊都消防組合消防本部「消防年報No.45（令和６年度）」 

 

５ 消防水利の状況 
区分 

 

 

市町 

防火水槽 消火栓 

プール 合計 
40㎥ 

以上 

100㎥ 

40㎥ 

未満 
その他 

50mm 

～ 

125mm 

150mm 

～ 

400mm 

その他 

九度山町 34 10 1 185 49 2 6 287 

引用：伊都消防組合消防本部「消防年報No.45（令和６年度）」 

 

 

６ 九度山町内火災発生状況（令和２年～令和６年） 

 
火災件数 

(件) 

棟数 

(棟) 

床面積 

(㎡) 

表面積 

(㎡) 

林野 

(a) 

車両 

(台) 

損害額 

(千円) 

死者(人) 

負傷者(人) 

令和２年 2 0 0 0 0 0 0 
0 

0 

令和３年 2 0 0 0 0 0 0 
0 

0 

令和４年 2 3 37 2 0 0 725 
0 

0 

令和５年 3 2 32 0.6 0 0 130 
0 

0 

令和６年 0 0 0 0 0 0 0 
0 

0 

５年計 9 5 69 2.6 0 0 855 
0 

0 

 

 

第１分団 

・分団長 

・副分団長 

消防団長 副団長 

第２分団 

・分団長 

・副分団長 

第３分団 

・分団長 

・副分団長 

第４分団 

・分団長 

・副分団長 

第１部 

第２部 

第３部 

部長 

部長 

部長 

班長 

第１部 

第２部 

部長 

部長 

団員 

班長 団員 

第１部 

第２部 

第３部 

部長 

部長 

部長 

第４部 部長 

班長 団員 

班長 団員 

第１部 

第２部 

第３部 

部長 

部長 

部長 

第４部 部長 
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７ 伊都消防本部管内火災発生件数（年別・月別） 

10年間月別火災発生件数（伊都消防本部管内） 

 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合計 

平成27年 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6 

平成28年 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 11 

平成29年 1 0 1 1 6 2 2 2 5 1 0 0 21 

平成30年 2 3 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 15 

令和１年 1 3 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 10 

令和２年 0 3 4 2 2 2 0 4 2 1 1 0 21 

令和３年 0 3 3 0 2 0 1 0 0 1 0 1 11 

令和４年 2 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 14 

令和５年 0 3 3 1 2 0 3 2 1 1 3 2 21 

令和６年 0 1 1 0 1 0 2 4 1 1 0 0 11 

合計 8 23 19 9 19 7 8 16 10 9 5 8 141 

 

 

８ 職員数・消防ポンプ自動車等の現有数 

（令和６７年1210月31１日現在） 

職員数 

 面積(㎢) 人口(人) 世帯数(世帯) 消防部署及び員数 

伊都消防組合 

消防本部管内 
215.9 31,049 14,894 

消防組合 

本部 署 職員 

1 1 6160 

 

消防ポンプ自動車等の現有数 

 
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

化
学
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

救
急
自
動
車 

指
令
車 

救
助
工
作
車 

電
源
車 

小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
積
載
車 

小
型
動
力
ポ
ン
プ 

広
報
車 

資
器
材
搬
送
車 

そ
の
他
自
動
車 

伊都消防組合消防本部管内 1 1 1 4 1 1 0 1 0 0 3 3 

引用：伊都消防組合消防本部「消防年報No.45（令和６年度）」 
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９ テレメーターにより情報を収集する町内の観測所 

 

観測所 
所在地 

大字 
設置場所 管理者 観測者 河川名 

所轄振興局 

建設部 

北又 北又 久保集会所 和歌山県 
伊都振興局 

建設部職員 
三尾川 伊都 

笠木 笠木 
笠木地区飲料水

供給施設 
和歌山県 

伊都振興局 

建設部職員 
不動谷川 伊都 

九度山 九度山 九度山町役場 和歌山県 
伊都振興局 

建設部職員 
紀の川 伊都 

 

 

10 地震観測施設 

 

観測所 震度発表名称 震度計設置場所所在地 震度計の所管 

九度山 九度山町九度山 
伊都郡九度山町九度山1190 

九度山町役場敷地内 
県 

 

 

11 水防施設の現況 

 

水防管理団体（県分以外）主要備蓄資材 

番号 河川名 
水防 

倉庫名 
位置 

袋類 

(枚) 

杭 

(本) 

鉄線 

（kg） 

掛矢 

(丁) 

スコップ 

(丁) 

照明器 

(台) 

水防 

マット 

伊-20 
丹生川・ 

不動谷川 

九度山町 

役場倉庫 

九度山町 

九度山1159-3 
800 10 50 ４ ８ ７ 10 
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12 危険物施設の状況（危険物完成検査済証交付施設数） 

（令和６年12月31日現在） 

 伊都消防組合 

消防本部管内 
九度山町内 

製造所 9 0 

貯蔵所 

屋外貯蔵所 2 0 

屋内貯蔵所 12 1 

屋外タンク貯蔵所 36 0 

屋内タンク貯蔵所 12 0 

地下タンク貯蔵所 21 1 

簡易タンク貯蔵所 2 0 

移動タンク貯蔵所 51 2 

合計 136 4 

取扱所 

給油取扱所 17 2 

自家給油取扱所 10 1 

第１種販売取扱所 0 0 

第２種販売取扱所 0 0 

移送取扱所 0 0 

一般取扱所 30 1 

合計 57 5 

総合計 202 9 

 

①ガソリン取扱所 

業者名 所在地 電話番号 

大谷石油店 下古沢６４－１ ５４－２８５６ 

(有)野上石油店 九度山１４０７ ５４－２０８９ 

 

②ＬＰガス取扱所 

業者名 所在地 電話番号 

(有)相奈良商店 九度山１３８２ ５４－２１２０ 

三林商店 九度山１４９４－１ ５４－２１５５ 
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13 災害防疫における業務分掌概要 

 

実施主体 市町村本部 支部保健班（保健所） 
本部防疫班 

（県健康推進課） 
備考 

検病調査 

 和歌山県防疫計画に

より、検病調査班を編

成し、実施する。 

  

健康診断 

 検病調査の結果必要

と認める足るときは本

部と協議の上行うこ

と。 

健康診断を行うに必要

な器材、薬剤の確保 

 

患者の入院 

 感染症患者又は病原体

保有者が発生したとき

は速やかに入院の手続

きをとる。 

  

 患者多数発生又は交通

途絶のため感染症指定

医療機関に入院が困難

なときは他の医療機関

に入院の手続きをと

る。 

患者数、入院先などの

把握等を通じてまん延

防止対策を講じる。 

 

生活の用に供される

水の供給 

支部の指示によ

り実施すること。 

市町村本部に指示実施

範囲、期間を示達する。 

給水ろ過班の現地派

遣、自衛隊の出動要請。 

 

消  毒 

支部の指示命令

により実施する

こと。 
〃 

 市町村の被害激

甚でその機能が

著しく阻害され

市町村本部が実

施できないか実

施しても不十分

であると本部が

認めるときは本

部が代執行する。 

ねずみ族・昆虫駆除 

支部の命令によ

り実施すること。 

支部の命令により実施

すること。 

市町村本部に実施範

囲、期間を示達する。 

市町村本部に実施範

囲、期間を示達する。 

集団避難所 

集団避難所を開

設したときはそ

の衛生管理に特

に 注 意 す る こ

と。（自治組織の

編成） 

   

臨時予防接種 

市町村本部で実

施することが可

能と認め支部が

命令したときは、

市町村本部にお

いて実施するも

のとする。 

本部の命令により対象

者､期間を定めて臨時

予防接種を実施するも

のとする｡ 

感染症予防上必要と認

めるときは、対象者・

期日を指定して支部に

臨時予防接種を指示す

る。 

 

引用：和歌山県地域防災計画資料編（令和２６年度修正版） 
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14 災害救助法による救助の程度と期間 
昭和38年10月5日 規則第136号（令和７年６月24日内閣府告示第101号）より 

救助の

種類 
対 象 費用の限度額 適 用 期 間 

避 難 所

の供与 

災害により現

に 被 害 を 受

け、又は受け

るおそれのあ

る者に供与す

る。 

（基本額） 

避難所の設置、維持及び

管理のための賃金職員等

雇上費、消耗器材費、建物

の使用謝金、器物の使用謝

金、借上費又は購入費、光

熱水費並びに仮設便所等

の設置費 

１日1人当たり360円以内 

（加算額） 

高齢者、障害者等で、避

難所での避難生活におい

て特別な配慮を必要とす

る者に供与する福祉避難

所を設置した場合、特別な

配慮のために必要な当該

地域における通常の実費

を加算することができる。 

１ 学校、公民館等の既存の建物の利用を原則

とするが、これら適当な建物を利用すること

が困難なときは野外に移動可能な施設、車両

等を設置し、又はその他の適切な方法により

実施する。 

２ 避難所での避難生活が長期にわたる場合等

においては、避難所で避難生活をしている者

への健康上の配慮等により、ホテル・旅館な

ど宿泊施設の借上げを実施し、これを供与す

ることができる。 

災害発生の日

から７日 

応 急 仮

設 住 宅

の供与 

住 家 が 全 壊

し、全焼し、又

は流失し、居

住する住家が

ない者であっ

て、自らの資

力では住家を

得ることがで

きない者に、

建設し供与す

る も の (以 下

「建設型応急

住 宅 」 と い

う。)又はその

他適切な方法

により供与す

る。 

１ 建設型応急住宅の費

用は、設置に係る原材料

費、労務費、付帯設備工

事費、輸送費及び建築事

務費等の一切の経費と

し て 、 １ 戸 当 た り

7,089,000円以内 

２ 賃貸型応急住宅は、世

帯の人数に応じて、１に

定める規模に準ずるこ

ととし、その借上げのた

めに支出できる費用は、

家賃、共益費、敷金、礼

金、仲介手数料、火災保

険等その他民間賃貸住

宅の貸主又は仲介業者

との契約に不可欠なも

のとして、地域の実情に

応じた額とする。 

１ 建設型応急住宅 

(1) 建設型応急住宅の設置は、原則として、

公有地を利用する。ただし、適当な公有地

を利用することが困難な場合は、民有地を

利用することができる。 

(2) 建設型応急住宅を同一敷地内又は近接

する地域内におおむね50戸以上設置した

場合は、居住者の集会等に利用するための

施設を設置でき、50戸未満の場合でも戸数

に応じた小規模な施設を設置できる。 

(3) 福祉仮設住宅を建設型応急住宅として

設置することができる。 

(4) 建設型応急住宅の供与終了に伴う解体

撤去及び土地の原状回復のために支出で

きる費用は、当該地域における実費とす

る。 

２ 賃貸型応急住宅 

賃貸型応急住宅は、災害発生の日から速やか

に民間賃貸住宅を借り上げ、これを提供しなけ

ればならない。 

１  建設型応

急住宅設置

は災害発生

の日から 20

日以内着工 

２  供与でき

る期間は、

完成の日か

ら建築基準

法第 85条第

3項又は第 4

項の規定に

よる期限内

とする。 

炊 き 出

し そ の

他 に よ

る 食 品

の給与 

１ 避難所に

避難してい

る者 

２ 災害によ

り現に炊事

のできない

者 

費用は、主食費、副食費、

燃料費等とし、１人１日当

たり1,390円以内 

１ 食品の給与は、被災者が直ちに食べること

ができる現物により行う。 

災害発生の日

から７日以内 

飲 料 水

の供給 

災害により現

に飲料水を得

ることができ

ない者 

水の購入費並びに給水

及び浄水に必要な機械、器

具等の借上費、修繕費及び

燃料費並びに薬品費及び

資材費とし、当該地域にお

ける通常の実費 

 

 災害発生の日

から７日以内 

被服、寝

具 そ の

他 生 活

必 需 品

の 給 与

又 は 貸

与 

全壊（焼）、半

壊（焼）、流失、

床上浸水等に

より、生活上

必要な被服、

寝具、その他

日用品を喪失

又は損傷し、

直ちに日常生

活を営むこと

が困難な者 

１ 夏期（４月～９月）、

冬期（10月～３月）の季

別は災害発生の日をも

って決定する。 

２ 下記金額の範囲内 

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

は、被害の実情に応じ次に掲げる品目の範囲内

において現物をもつて行うものとする。 

(1) 被服、寝具及び身の回り品 

(2) 日用品 

(3) 炊事用具及び食器 

(4) 光熱材料 

 

 

 

 

 

 

災害発生の日

から10日以内 
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2
4 

救助の

種類 
対 象 費用の限度額 適 用 期 間 

区分 

 

 

単位円 

１人 

世帯 

２人 

世帯 

３人 

世帯 

４人 

世帯 

５人 

世帯 

６人以上１

人増すごと

に加算 

全壊・全焼・流失 
夏 20,300 26,100 38,700 46,200 58,500 8,500 

冬 33,700 43,500 60,600 70,900 89,300 12,300 

半壊・半焼・床上浸

水 

夏 6,700 8,900 13,400 16,300 20,500 2,900 

冬 10,700 14,000 19,900 23,600 29,800 3,900 

医療 医療の途を失

った者（応急

的に処置） 

１ 救護班…使用した薬

剤、治療材料、医療器具

破損修繕等の実費 

２ 病院又は診療所…国

民健康保険診療報酬の

額以内 

３ 施術者…協定料金の

額以内 

１ 医療は、救護班によって行う。ただし、急迫

した事情があり、やむを得ない場合において

は、病院又は診療所（あん摩、マッサージ指圧

師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師

法を含む。）において、医療を行うことができ

る。 

２ 医療の範囲 

(1) 診療 

(2) 薬剤又は治療材料の支給 

(3) 処置、手術その他の治療及び施術 

(4) 病院又は診療所への収容 

(5) 看護 

災害発生の日

から14日以内 

助産 災害発生の日

以前又は以後

７日以内に分

べんした者で

あって、災害

のため助産の

途を失った者 

１ 救護班等による場合

は、使用した衛生材料等

の実費 

２ 助産師による場合は、

慣行料金の８割以内の

額 

１ 助産の範囲 

(1) 分べんの介助 

(2) 分べん前及び分べん後の処置 

(3) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

分べんした日

から７日以内 

被 災 者

の救出 

１  現 に 生

命、身体が

危険な状態

にある者 

２ 生死不明

な状態にあ

る者 

救出のための機械、器具

等の借上費又は購入費、修

繕費、燃料費等とし、費用

額は当該地域における通

常の実費 

 災害発生の日

から３日以内 

 

被

災

し

た

住

宅

の

応

急

修

理 

住

家

の

被

害

の

拡

大

を

防

止

す

る

た

め

の

緊

急

の

修

理 

災害のため住

家が半壊、半

焼又はこれら

に準ずる程度

の 損 傷 を 受

け、雨水の浸

入等を放置す

れば住家の被

害が拡大する

おそれがある

者 

住家の被害の拡大を防

止するための緊急の修理

が必要な部分に対し、合成

樹脂シート、ロープ、土の

う等を用いて行うものと

し、その修理のために支出

する費用 

1世帯当たり 

53,900円以内 

 災害発生の日

から 10日以内

に完了 

日

常

生

活

に

必

要

な

最

小

限

度

１ 住宅が半

壊（焼）し、

自らの資力

により応急

修理をする

ことができ

ない者 

２ 大規模な

補修を行わ

なければ居

住すること

が困難であ

１ 居室、炊事場及び便所

等日常生活の必要最小

限度の部分に対し、現物

をもって行う。 

１世帯当たり 739,000

円以内（２以外） 

２ 半壊又は半焼に準ず

る程度の損傷により被

害を受けた世帯 

１世帯当たり 

358,000円以内 

 災害発生の日

から３ヵ月以

内に完了 
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救助の

種類 
対 象 費用の限度額 適 用 期 間 

の

部

分

の

修

理 

る程度に住

家が半壊し

た者 

生 業 に

必 要 な

資 金 の

貸与 

住 家 が 全 壊

し、全焼し、又

は流失し、災

害のため生業

の手段を失つ

た世帯 

生業を営むために必要

な機械、器具、資材等を購

入するための費用に充て

るものであつて、生業を回

復する見込みが確実な具

体的事業計画があり、償還

能力のある者に対して貸

与する 

１ 生業費 １件当たり

30,000円 

２ 就職支度費 １件当

たり15,000円 

生業に必要な資金の貸与には次の条件を付

す。 

１ 貸与期間 ２年以内 

２ 利子 無利子 

災害発生の日

から１ヵ月以

内 

学 用 品

の給与 

住 家 の 全 壊

（焼）、流失、

半壊（焼）又は

床上浸水によ

り学用品を喪

失 又 は 損 傷

し、就学上支

障のある小学

校児童及び中

学校生徒及び

高等学校等生

徒 

１ 教科書及び教科書以

外の教材で、教育委員会

に届出又はその承認を

受けて使用している教

材実費 

２ 文房具及び通学用品

は、次の金額以内 

小学校児童１人当たり

5,500円 

中学校生徒１人当たり

5,800円 

高等学校等生徒１人当

たり6,300円 

被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内

において現物をもって行う。 

(1) 教科書 

(2) 文房具 

(3) 通学用品 

災害発生の日

から 

（教科書） 

１ヵ月以内 

（その他学用

品） 

15日以内 

埋葬 災害の際死亡

した者につい

て、死体の応

急的処置程度

の も の を 行

う。 

埋葬費 

１体当たり 

大 人 （ 12 歳 以 上 ）

232,200円以内 

小 人 （ 12 才 未 満 ）

185,700円以内 

埋葬は、棺又は棺材をもつて、次の範囲内に

おいて行うものとする。 

(1) 棺（付属品含む。） 

(2) 埋葬及び火葬（賃金職員等雇上費含む。） 

(3) 骨つぼ及び骨箱 

災害発生の日

から10日以内 

死 体 の

捜索 

行方不明の状

態にあり、か

つ、各般の事

情によりすで

に死亡してい

ると推定され

る者 

捜索のための機械、器具

等の借上費又は購入費、修

繕費、燃料費等とし、費用

額は当該地域における通

常の実費 

 災害発生の日

から10日以内 

死 体 の

処理 

災害の際死亡

した者につい

ての死体に関

する処理（埋

葬を除く。） 

 

(洗浄・縫合、消毒等) 

１体当たり 

3,700円以内 

(一時保存) 

既存建物借上費通常の

実績 

既存建物以外 

１体当たり 

5,900円以内 

(検案) 

救護班以外は慣行料金

額以内 

１ 死体の処理は、次の範囲内において行うも

のとする。 

(1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

(2) 死体の一時保存 

(3) 検案 

２ 検案は原則として救護班が行う。 

３ 死体の一時保存にドライアイスの購入費等

が必要な場合は、当該地域における通常の実

績を加算できる。 

災害発生の日

から10日以内 

 

障 害 物

の除去 

居室、炊事場、

玄関等に障害

物が運びこま

れているため

生活に支障を

きたしている

場合で、自ら

の資力では除

去することが

できない者 

 

ロープ、スコップその他

除去のため必要な機械、器

具等の借上費又は購入費

及び輸送費並びに賃金職

員等雇用費等 

１世帯当たり 

143,900円以内 

 災害発生の日

から10日以内 
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2
6 

救助の

種類 
対 象 費用の限度額 適 用 期 間 

応 急 救

助 の た

め の 輸

送 費 及

び 賃 金

職 員 等

雇上費 

 当該地域における通常

の実績 

支出する範囲は、次に掲げる措置に要する費

用 

(1) 被災者の避難 

(2) 医療及び助産 

(3) 被災者の救出 

(4) 飲料水の供給 

(5) 死体の捜索 

(6) 死体の処理 

(7) 救済用物資の整理配分 

救助の実施が

認められる期

間以内 

 
救助の種類 範 囲 日 当 期 間 備考 

実費弁償 災害救助法施

行令第４条第

１号から第４

号までに規定

する者 

 

 

 

 

 

 

同第 10条第５

号から第 10号

までに規定す

る者 

１人１日当たり 

医師 22,200円 

歯科医師 21,300円 

薬剤師 18,400円 

保健師、助産師、看護師 17,300円 

准看護師 14,200円 

診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士 

 15,300円 

歯科衛生士 14,900円 

救急救命士 17,700円 

土木技術・建築技術者 16,600円 

大工 28,800円以内 

左官 30,800円以内 

とび職 31,200円以内 

 

地域における慣行料金による支出実績に手数料と

してその100分の３の額を加算した額以内 

救助の実施

が認められ

る期間以内 

時間外勤務手当及び

旅費並びに宿泊費

は、常勤職員の均衡

を考慮して算定した

額 
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15 住家被害程度の認定基準 
本運用指針において判定する住家の被害の程度は、｢全壊｣、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半

壊」、「準半壊」又は「準半壊に至らない（一部損壊）」の６区分とする。 

「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」及び「準半壊」の認定基準は、下表のとおり

である。 

被害の程度 認定基準 

全 壊 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの。すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、

焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なも

ので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の

70％以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める

損害割合で表し、その住家の損害割合が50％以上に達した程度のものとする。 

大規模半壊 

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該

住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50％以上70％

未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、

その住家の損害割合が40％以上50％未満のものとする。 

中規模半壊 

居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を

含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊

部分がその住家の延床面積の30％以上50％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的

被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30％以上40％未満のものとす

る。 

半 壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの。すなわち、住家の損壊が甚だしい

が、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床

面積の20％以上70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占め

る損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のものとする。 

準半壊 

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の

延床面積の10％以上20％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に

占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10％以上20％未満のものとする。 

※全壊、半壊：被害認定基準による。 

※大規模半壊：「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について（平成16年４月１日付け府政防第

361号内閣府政策統括官（防災担当）通知）」による。 

※中規模半壊：「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について（令和２年12月４日付け府政防第

1746号内閣府政策統括官（防災担当）通知）」による。 

※準半壊：「災害救助事務取扱要領（令和２年３月30日付け内閣府政策統括官（防災担当））」による。（令和

２年３月末時点） 

＊本運用指針においては、住家の損害割合により、住家の被害の程度を判定する場合の具体的な調査・判定方法

を定めるものである。 

出典：内閣府（防災担当）「災害に係る住家の被害認定基準運用指針（令和３年３月）」 

 

16 住家被害程度の適用範囲 

内閣府（防災担当）による被害認定基準の運用指針の考え方等を参考に適切に被害認定を行う。 

災害 想定している住家被害 

地 震 
・地震力が作用することによる住家の損傷 

・地震に伴う液状化等の地盤被害による住家の損傷 

水 害 

・浸水することによる住家の機能損失等の損傷 

・水流等の外力が作用することによる住家の損傷 

・水害に伴う宅地の流出等の地盤被害による住家の損傷 

風 害 

・風圧力が作用することによる住家の損傷 

・暴風に伴う飛来物の衝突による住家の損傷 

・損傷した箇所から雨が降り込むこと等による住家の機能損失等の損傷 

出典 内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針（令和３年３月）」 
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17 無線設備の使用方法 
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18 防災行政無線（同報系）屋外子局更新工事 

(2025年4月点検スピーカ角度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種　類 指向方向 種類/出力 個数 種類/出力 個数

1 2001 広良東 九度山町大字九度山６１７－３ R3 135 34 430 34 17 430 3素子八木型 301 役場親局 HK-18 4 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W4 60 120 185 355 ｽﾄﾚｰﾄ30W

2 2002 広良西 九度山町大字九度山９０１－４ R3 135 33 5160 34 17 720 3素子八木型 319 役場親局 HK-18 4 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W4 25 120 215 280 ｽﾄﾚｰﾄ30W

3 2003 東一南 九度山町大字九度山１２５７－１ R3 135 33 4010 34 16 5400 3素子八木型 10 役場親局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 15 130 ｽﾄﾚｰﾄ30W

4 2004 東一北 九度山町大字九度山５８３－３ R3 135 33 5520 34 17 2190 3素子八木型 230 役場親局 HK-18 3 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W3 60 140 315 ｽﾄﾚｰﾄ30W

5 2005 稲荷 九度山町大字九度山１４６９－１ R3 135 33 3330 34 17 2540 3素子八木型 141 役場親局 HK-18 3 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W3 45 105 330 ｽﾄﾚｰﾄ30W

6 2006 盛栄 九度山町大字九度山１６４５－１ R3 135 33 3830 34 17 3140 3素子八木型 164 役場親局 HK-18 4 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W4 50 150 220 320 ｽﾄﾚｰﾄ30W

7 2007 安田島東 九度山町大字九度山４５４ R3 135 34 1550 34 17 3410 3素子八木型 232 役場親局 HK-18 4 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W4 85 220 260 355 ｽﾄﾚｰﾄ30W

8 2008 安田島西 九度山町大字九度山３３５ R3 135 33 5320 34 17 3140 3素子八木型 203 役場親局 HK-18 4 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W4 35 110 215 300 ｽﾄﾚｰﾄ30W

9 2009 入郷一 九度山町大字入郷８０－１ R3 135 33 2310 34 17 3260 3素子八木型 137 役場親局 HK-18 3 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W3 60 180 285 ｽﾄﾚｰﾄ30W

10 2010 入郷二 九度山町大字入郷６６０－４ R3 135 33 1100 34 17 4270 3素子八木型 136 役場親局 HK-18 3 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W3 150 230 270 ｽﾄﾚｰﾄ30W

11 2011 慈尊院 九度山町大字慈尊院５８－１ R3 135 32 5970 34 17 4970 3素子八木型 134 役場親局 HK-18 4 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W4 130 190 260 310 ｽﾄﾚｰﾄ30W

12 2012 西島 九度山町大字慈尊院３３８ R3 135 32 1490 34 17 4440
3素子八木型
(後部支持有)

124 日の出中継局 HK-18 3 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W3 40 95 200 ｽﾄﾚｰﾄ30W

13 2013 椎出東 九度山町大字椎出８４０－１ R4 135 34 660 34 16 2290
3素子八木型
(V字金具)

340 役場親局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 75 255 ｽﾄﾚｰﾄ30W

14 2014 椎出中 九度山町大字椎出２－１ R4 135 33 5690 34 16 1660
3素子八木型
(後部支持有)

106 日の出中継局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 45 175 ｽﾄﾚｰﾄ30W

15 2015 椎出西 九度山町大字椎出２５９ R4 135 33 5090 34 16 1810
3素子八木型
(V字金具)

106 日の出中継局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 180 295 ｽﾄﾚｰﾄ30W

16 2016 長坂 九度山町大字椎出７２０ R4 135 34 90 34 16 510 3素子八木型 349 役場親局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 190 335 ｽﾄﾚｰﾄ30W

17 2017 下古沢一 九度山町大字下古沢１１６－１ R3 135 33 2800 34 16 1690
3素子八木型
(後部支持有)

103 日の出中継局 HK-18 3 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W3 210 270 350 ｽﾄﾚｰﾄ30W

18 2018 下古沢二 九度山町大字下古沢２４３－２ R3 135 33 1520 34 16 720 3素子八木型 20 役場親局 HK-18 3 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W3 50 250 325 ｽﾄﾚｰﾄ30W

19 2018-1下古沢二（有線延長） 九度山町大字下古沢３０９付近 R3 135 33 1347 34 16 242 － － － TS-7 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2
110
10W

255
10W

ｽﾄﾚｰﾄ30W

20 2019 中古沢 九度山町大字中古沢２８７－１ R4 135 33 280 34 15 4640
3素子八木型
(後部支持有)

子局向
25°/250°
中継局向
88°

日の出中継局 HK-18 4 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W4 20 150 230 290 ｽﾄﾚｰﾄ30W

21 2020 上古沢東 九度山町大字上古沢４４ R4 135 32 5490 34 15 3430  3素子八木型 28 中古沢再送信子局 HK-18 3 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W3 25 200 260 ｽﾄﾚｰﾄ30W

22 2021 上古沢西 九度山町大字上古沢４６０－２ R4 135 32 4200 34 15 2970
3素子八木型
(後部支持有)

81 日の出中継局 HK-18 4 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W4 10 105 175 265 ｽﾄﾚｰﾄ30W

23 2022 笠木 九度山町大字笠木９４ R4 135 32 3920 34 14 4190
3素子八木型
(後部支持有)

65 日の出中継局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 150 330 ｽﾄﾚｰﾄ30W

24 2023 繁野第一 九度山町大字河根６５４ R5 135 34 5150 34 17 360
3素子八木型
(後部支持有)

281 役場親局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 40 230 ｽﾄﾚｰﾄ30W

25 2024 繁野第二 九度山町大字河根７５７－３ R5 135 34 4610 34 16 5430
3素子八木型
(後部支持有)

291 役場親局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 30 170 ｽﾄﾚｰﾄ30W

26 2025 硯水東 九度山町大字河根４４８－１ R5 135 34 3790 34 16 5280
3素子八木型
(後部支持有)

296 役場親局 HK-18 3 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W3 30 160 300 ｽﾄﾚｰﾄ30W

27 2026 硯水西 九度山町大字河根３８７ R5 135 34 2210 34 16 5050
3素子八木型
(後部支持有)

130° 日の出中継局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 110 290 ｽﾄﾚｰﾄ30W

28 2027 河根峠 九度山町大字河根５１８ R5 135 34 3850 34 16 3980
3素子八木型
(後部支持有)

308 役場親局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 45 235 ｽﾄﾚｰﾄ30W

29 2028 河根 九度山町大字河根２８－１ R5 135 34 4280 34 16 3000
3素子八木型
(後部支持有)

129 日の出中継局 HK-18 4 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W4 40 165 225 310 ｽﾄﾚｰﾄ30W

30 2029 田摩 九度山町大字丹生川１４６－１ R5 135 35 2960 34 16 1210
3素子八木型
(後部支持有)

157 日の出中継局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 115 300 ｽﾄﾚｰﾄ30W

31 2030 丹生川一 九度山町大字丹生川４７０ R5 135 36 1210 34 16 2950
3素子八木型
(後部支持有)

215 日の出中継局 HK-18 3 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 70 290 ｽﾄﾚｰﾄ30W1 245

32 2031 丹生川二 九度山町大字丹生川６９５ R5 135 36 3410 34 16 5050
3素子八木型
(後部支持有)

217 日の出中継局 HK-18 3 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W3 115 170 230 ｽﾄﾚｰﾄ30W

33 2032 丹生川三 九度山町大字丹生川８８４－２ R5 135 37 2200 34 16 4520
3素子八木型
(後部支持有)

156 柿平簡易中継局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 115 300 ｽﾄﾚｰﾄ30W

34 2034 北又東 九度山町大字北又６８３ R6 135 37 4800 34 15 5030
3素子八木型
(後部支持有)

344 柿平簡易中継局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 85 340 ｽﾄﾚｰﾄ30W

35 2035 北又西 九度山町大字北又６１０－４ R6 135 37 3050 34 15 4940
3素子八木型
(後部支持有)

24 柿平簡易中継局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 105 295 ｽﾄﾚｰﾄ30W

36 2036 旭 九度山町九度山１２７３－１ R6 135 33 2874 34 17 1217
3素子八木型
(後部支持有)

90 役場親局 L-560 4 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W4 40 95 145 345 ｽﾄﾚｰﾄ30W

37 2037 野平 九度山町大字東郷１９３ R6 135 36 680 34 15 3260
3素子八木型
(後部支持有)

311 日の出中継局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W1 260 ｽﾄﾚｰﾄ30W1 100

38 2038 東郷 九度山町大字東郷６８－２ R6 135 35 2460 34 15 2240
3素子八木型
(後部支持有)

24 日の出中継局 HK-18 2 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W2 10 225 ｽﾄﾚｰﾄ30W

39 2039 日の出 九度山町大字東郷２９０－５ R6 135 35 1370 34 16 790
3素子八木型
(後部支持有)

126 日の出中継局 HK-18 4 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W3 0 190 310 ｽﾄﾚｰﾄ30W1 120

40 2000 役場 九度山町九度山１１９０ R3 135 33 4572 34 17 1388 ダイポール 役場親局 SS-400 4 ﾚﾌﾚｯｸｽ30W3 50 230 300 ｽﾄﾚｰﾄ30W1 270

子局
№

局    名 住　　　所 対象年度

設　置　位　置

東　　経 北　　緯

空中線

対向候補局 柱種類

鋼管柱再利用

SP数

スピーカ種類　1 スピーカ種類　2

記　　　　　事

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

方向(°) 方向(°)

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

№

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

(久保撤去⇒）
旭新設/柱新設

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用
再送信子局化

鋼管柱再利用

鋼管柱再利用
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19 既設子局配置図 
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20 無線通信依頼書（避難情報発令時） 

 

無 線 通 信 依 頼 書 
 

管理責任者 
 

   印 

通信取扱 

責 任 者 

 

   印 

依頼年月日 令和  年  月  日 
依 頼 者 

所 属 長 

 

   印 

件   名  高齢者等避難の発令について 

通 信 日 時 令和  年  月  日（ ）  時  分 

通 信 区 域 A．一括（全 域）  Ｂ．個別（   ） 

 

通信文 

 

緊急放送、緊急放送、「高齢者等避難」発令。 

 本日、○○時○○分に、九度山町全域に警戒レベル３「高齢者等避難」を発令し

ました。 

高齢者や障害のある人など、避難に時間のかかる方やその支援者の方は、避難所

などの安全な避難先に速やかに避難してください。 

特に、土砂災害警戒区域及び河川の氾濫が予想される地域の方は、安全の確保を

お願いします。 

なお、現在、町内の避難所は、＜開設する避難所名を記載＞を開設しています。 

 

※多少早口で切迫感を持って伝える。 

 

 

１．通信文は簡潔に表現すること。 
 

２．※欄は記入しないこと。 

※

処 
 

理 

通 信 

番 号 

 

担当者 
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無 線 通 信 依 頼 書 
 

管理責任者 
 

   印 

通信取扱 

責 任 者 

 

   印 

依頼年月日 令和  年  月  日 
依 頼 者 

所 属 長 

 

   印 

件   名  避難指示の発令について 

通 信 日 時 令和  年  月  日（ ）  時  分 

通 信 区 域 A．一括（全 域）  Ｂ．個別（   ） 

 

通信文 

 

緊急放送、緊急放送、「避難指示」発令。 

本日、○○時○○分に、九度山町全域に警戒レベル４「避難指示」を発令しまし

た。 

土砂災害警戒区域及び河川の氾濫が予想される地域の方は、安全な避難場所に今

すぐ避難してください。 

なお、現在、町内の避難所は、＜開設する避難所名を記載＞を開設しています。 

 

※多少早口で切迫感を持って伝える。 

 

 

 

１．通信文は簡潔に表現すること。 
 

２．※欄は記入しないこと。 

※

処 
 

理 

通 信 

番 号 

 

担当者 
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無 線 通 信 依 頼 書 
 

管理責任者 
 

   印 

通信取扱 

責 任 者 

 

   印 

依頼年月日 令和  年  月  日 
依 頼 者 

所 属 長 

 

   印 

件   名  避難指示への切替えについて 

通 信 日 時 令和  年  月  日（ ）  時  分 

通 信 区 域 A．一括（全 域）  Ｂ．個別（   ） 

 

通信文 

 

九度山町役場からお知らせします。 

 

※九度山町全域の避難情報を、警戒レベル５「緊急安全確保」から警戒レベル４「避

難指示」に切り替えました。 

なお、現在、開設している避難所は、＜開設する避難所名を記載＞を開設してい

ます。 

 

繰り返しお知らせします。 

 

※多少早口で切迫感を持って伝える。 

 

 

 

１．通信文は簡潔に表現すること。 
 

２．※欄は記入しないこと。 

※

処 
 

理 

通 信 

番 号 

 

担当者 
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無 線 通 信 依 頼 書 
 

管理責任者 
 

   印 

通信取扱 

責 任 者 

 

   印 

依頼年月日 令和  年  月  日 
依 頼 者 

所 属 長 

 

   印 

件   名  緊急安全確保の発令について 

通 信 日 時 令和  年  月  日（ ）  時  分 

通 信 区 域 A．一括（全 域）  Ｂ．個別（   ） 

 

通信文 

 

緊急放送、緊急放送、「緊急安全確保」発令。 

 本日、○○時○○分に、九度山町全域に警戒レベル５「緊急安全確保」を発令し

ました。 

土砂災害警戒区域及び河川の氾濫が予想される地域の方は、安全な避難場所に今

すぐ避難してください。 

なお、現在、町内の避難所は、＜開設する避難所名を記載＞を開設しています。 

 

※多少早口で切迫感を持って伝える。 

 

 

１．通信文は簡潔に表現すること。 
 

２．※欄は記入しないこと。 

※

処 
 

理 

通 信 

番 号 

 

担当者 
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20 九度山町自主防災組織の設立届出及び防災資機材支給要綱 

 

平成２５年８月２２日 

九度山町要綱第１８号 

 

九度山町自主防災組織の設立届出及び防災資機材支給要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、自主防災活動について、設立の届出、防災資機材の支給等の制度を設けること

により、自主防災組織の育成を図り、もって災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 自主防災組織:自主的に防災活動を行う組織のうち、区又は地区を単位に構成された組織で

あって、次条の届出をしたものをいう。 

(２) 防災資機材:初期消火、救助その他の自主防災活動に必要な資機材であって、別表に掲げるも

のをいう。 

（設立の届出） 

第３条 自主防災組織の設立の届出は、届出書（別記様式第１号）及び次に掲げる書類を提出するも

のとする。 

(１) 自主防災組織の規約 

(２) 自主防災計画 

(３) 自主防災組織の役員名簿 

（防災資機材の支給） 

第４条 防災資機材は、１自主防災組織につき、１回限り支給する。 

（防災資機材の支給申請） 

第５条 防災資機材の支給を受けようとする自主防災組織の代表者は、防災資機材の支給申請書（別

記様式第２号）を町長に提出するものとする。 

（防災資機材の支給等決定） 

第６条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を自主

防災組織防災資機材支給（不支給）決定通知書（別記様式第３号）により、申請者に通知するもの

とする。 

（防災資機材受領書の提出） 

第７条 自主防災組織の代表者は、防災資機材の支給を受けたときは、１月以内に防災資機材受領書

（別記様式第４号）を町長に提出するものとする。 

（防災資機材の維持等） 

第８条 自主防災組織は、支給された防災資機材の維持、管理及び修繕を行うものとする。 

（防災資機材の譲渡禁止） 

第９条 自主防災組織は、支給された防災資機材を他に譲渡してはならない。 

（防災資機材の返還） 

第１０条 自主防災組織を解散したときは、原則として支給された防災資機材を町長に返還するもの

とする。 

（組織の変更届） 
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第１１条 自主防災組織の代表者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、速やかに九

度山町地域防災課に通知するものとする。 

(１) 組織及び役員の変更 

(２) 防災資機材の保管場所の変更 

 

附則 

１ この要綱は、平成２５年８月１２日から施行する。 

２ 区及び地区以外を単位に構成する自主防災組織の設立届けについては、第３条の規定及び別記

様式第１号を準用する。この場合において、別記様式第１号中「当区（又は地区）」とあるのは

「自主防災組織を構成する組織の名称」と、「第３条」とあるのは「附則第２項」と読み替える

ものとする。 

 

  



基 本 

37 

別表（第２条関係） 

 

防災資機材 

№ 区 分 品 目 数 量 備  考 

1 情報 電池メガホン １  

2  携帯用ラジオ １  

3  記録紙 ５  

4  油性マジック ５  

5  バインダー ５  

6  ボールペン １０  

7  初期消火バケツ ５  

8  救出用救助工具セット １ 工具格納箱付 

9  バール（大）、（小）   

10  ハンマー   

11  ツルハシ   

12  パンタグラフジャッキ  ６００ｋｇ用 

13  とび   

14  レスキュー斧   

15  立入禁止テープ   

16  防塵マスク   

17  ドライバーセット   

18  大型カッターナイフ   

19  プライヤー   

20  ボルトクリッパー   

21  折込のこぎり   

22  モンキー   

23  ハンディーソー   

24  懐中電灯（電池付）   

25  ケブラー手袋 ３双  

26  ロープ １５ｍ ２本 

27  ショベル １  

28 救護用 担架 １  

29  救急箱 １ 多人数用（約５０人） 

30  ビニールシート １０ ブルーシート 

31  ロープ １，２００ｍ 
燃料がガソリンの場合は、携行

缶（２０Ｌ）を含む。 

32 
避難用 

(兼救出) 
発電機 １  

33  電気延長コード １ ３０ｍ 

34  携帯用投光器 １ １００Ｖ、５００Ｗ×１球 

35 給食・給水 移動かまど １  

36  給水タンク １ 
折りたたみ式８Ｌ 

世帯数（基準） 

37  ナイロン等薄手手袋 １ １００枚入り程度 

38 その他 資機材倉庫 １  

39  笛  世帯数（基準） 

40  腕章（自主防災） １０  

41  土のう袋 ２００  
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別記樣式第１号（第３条関係） 

 

年  月  日 

 

九度山町長 様 

 

 

区又は地区名 

自主防災組織代表者 

住 所 

氏 名             ○印  

電 話 番 号 

 

自主防災組織設立届出書 

 

当区（又は地区）において、次のとおり、自主防災組織を設立しましたので、九度山町自主防災組

織の設立届出及び防災資機材支給要綱第３条の規定により、規約、自主防災計画及び役員名簿を添付

のうえ、届け出ます。 

 

 

１ 組織名 

 

 

２ 設立年月日 

年   月   日 

 

３ 加入世帯及人数 

世帯 

人 

 

４ 防災資機材保管予定場所 

 

 

添付書類：１ 規約 

２ 自主防災計画 

３ 役員名簿 
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別記様式第２号（第５条関係） 

 

年  月  日 

 

九度山町長 様 

 

 

区又は地区名 

自主防災組織代表者 

住 所 

氏 名      ○印  

電 話 番 号 

 

防災資機材の支給を受けたいので、九度山町自主防災組織の設立届出及び防災資機材支給要綱第５

条の規定により、次のとおり申請します。 

 

 

１ 自主防災組織名 

 

 

２ 防災資機材の保管場所 

 

 

３ その他 

(１) 防災資機材の維持管理は、支給日から自主防災組織で行います。 

(２) 防災資機材の保管場所の維持管理は適切に行います。 

(３) 保管倉庫等をやむを得ず移設する場合には、移設費等を負担して行います。 
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別記様式第３号（第６条関係） 

 

第       号 

年  月  日 

 

自主防災組織防災資機材支給（不支給）決定通知書 

 

 

 

様 

 

 

九度山町長         ○印  

 

 

年  月  日付けで申請のありました防災資機材について、九度山町自主防災組織の設立届

出及び防災資機材支給要綱第６条により次の条件を付けて（不支給）決定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支給条件（不支給の場合は、その理由） 

例 

１ 維持管理は、支給日から自主防災組織で行うこと。 

２ 防災資機材の保管倉庫の設置場所は、自主防災組織において維持及び管理すること。 

３ 防災資機材の保管倉庫を移設する場合には、自主防災組織において移設費等を負担すること。 
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別記様式第４号（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

九度山町長 様 

 

 

区又は地区名 

自主防災組織代表者 

住 所 

氏 名         ○印  

電 話 番 号 

 

 

防災資機材受領書 

 

 

自主防災組織防災資機材の支給決定（    年  月  日付け 第   号）のあった防災資

機材を、    年  月  日に受領しましたので、九度山町自主防災組織の設立届出及び防災資

機材支給要綱第７条の規定により、受領書を提出します。 
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21 防災用備蓄品リスト（令和８年１月１日現在） 

 
  品名 内容量 個数 保管場所 消費期限 備考欄  

◎食糧関係                 

アルファ米     

1 尾西の白飯 1食分×50袋 1ケース 

防災備蓄倉庫 

2027.5.31 50 食 

1,379 食 

2 尾西の五目ごはん 1食分×50袋 1ケース 2027.4.30 48 食 

3 ５年保存パン 1食分×50袋 1ケース 2027.5.28 50 食 

4 尾西のきのこごはん 1食分×50袋 1ケース 2027.7.31 27 食 

5 尾西のわかめごはん 1食分×50袋 1ケース 2027.8.31 38 食 

6 尾西の五目ごはん 1食分×50袋 1ケース 2027.8.31 50 食 

7 和風鯛ごはん 1食分×50袋 1ケース 2030.8.31 50 食 

8 和風ちりめんごはん 1食分×50袋 1ケース 2030.7.31 50 食 

9 ５年保存パン 1食分×50袋 1ケース 2028.7.2 50 食 

10 尾西のたけのこごはん 1食分×50袋 2ケース 2028.9.30 100 食 

11 尾西のわかめごはん 1食分×50袋 2ケース 2028.10.31 100 食 

12 尾西の山菜おこわ 1食分×50袋 1ケース 2029.6.30 50 食 

13 鯛の玄米リゾット 1食分×50袋 1ケース 2032.8.31 50 食 

14 尾西のわかめごはん 1食分×50袋 1ケース 2030.2.28 50 食 

15 
尾西の五目ごはん  

※アレルギー対応 
1食分×50袋 1ケース 2030.1.31 50 食 

16 尾西の山菜おこわ 1食分×50袋 1ケース 2030.2.28 50 食 

17 和風鯛ごはん 1食分×50袋 1ケース 2032.4.30 50 食 

18 尾西のひだまりパン チョコ 1食分×36袋 2ケース 2030.1.31 72 食 

19 尾西のえびピラフ 1食分×50袋 1ケース 2031.2.28 50 食 

20 尾西の松茸ごはん 1食分×50袋 1ケース 2031.2.28 50 食 

21 
尾西の五目ごはん  

※アレルギー対応 
1食分×50袋 1ケース 2031.2.28 50 食 

22 鯛の玄米リゾット 1食分×50袋 1ケース 2034.5.31 50 食 

23 野菜の玄米リゾット 1食分×50袋 1ケース 2034.5.31 50 食 

24 尾西のひだまりパン プレーン 1食分×36袋 2ケース 2031.2.28 72 食 

25 尾西のひだまりパン チョコ 1食分×36袋 2ケース 2031.2.28 72 食 

26 尾西の白飯 1食分×50袋 1ケース 

河根中学校体育館 

2027.5.31 45 食 

317 食 

27 ５年保存パン 
1食分×50袋 1ケース 

2027.5.28 47 食 

28 ５年保存パン 2027.7.9 3 食 

29 
尾西の五目ごはん  

※アレルギー対応 
1食分×50袋 1ケース 2030.1.31 50 食 

30 尾西の山菜おこわ 1食分×50袋 1ケース 2030.2.28 50 食 

31 野菜ごはん 1食分×50袋 1ケース 2032.3.31 50 食 

32 尾西のひだまりパン プレーン 1食分×36袋 2ケース 2030.1.31 72 食 

33 尾西の白飯 1食分×25袋 25袋 
くどやま森の童話館 

2027.5.31 25 食 
50 食 

34 尾西のわかめごはん 1食分×25袋 25袋 2027.5.31 25 食 

35 尾西のたけのこごはん 1食分×50袋 1ケース 

九度山中学校 

2028.4.30 50 食 

508 食 

36 尾西の山菜おこわ 1食分×50袋 1ケース 2028.4.30 50 食 

37 ５年保存パン 1食分×50袋 1ケース 2028.7.2 50 食 

38 尾西のわかめごはん 1食分×50袋 1ケース 2030.2.28 50 食 

39 尾西の松茸ごはん 1食分×50袋 1ケース 2029.12.31 50 食 

40 
尾西の五目ごはん  

※アレルギー対応 
1食分×50袋 1ケース 2030.1.31 50 食 

41 和風鯛ごはん 1食分×50袋 1ケース 2032.4.30 50 食 

42 尾西のひだまりパン プレーン 1食分×36袋 3ケース 2030.1.31 108 食 

43 尾西のわかめごはん 1食分×50袋 1ケース 

旧古澤小学校 

2027.5.31 50 食 

200 食 
44 尾西のきのごはん 1食分×50袋 1ケース 2027.5.31 50 食 

45 尾西の五目ごはん 1食分×50袋 1ケース 2027.4.30 50 食 

46 ５年保存パン 1食分×50袋 1ケース 2027.5.28 50 食 

47 尾西のわかめごはん 1食分×50袋 1ケース 

九度山小学校 

2029.6.30 50 食 

422 食 

48 
尾西の五目ごはん  

※アレルギー対応 
1食分×50袋 1ケース 2029.6.30 50 食 

49 尾西の山菜おこわ 1食分×50袋 1ケース 2029.6.30 50 食 

50 鯛の玄米リゾット 1食分×50袋 1ケース 2032.8.31 50 食 

51 尾西のひだまりパン プレーン 1食分×36袋 1ケース 2029.6.30 36 食 

52 尾西の松茸ごはん 1食分×50袋 1ケース 2031.2.28 50 食 

53 尾西のたけのこごはん 1食分×50袋 1ケース 2031.2.28 50 食 

54 鯛の玄米リゾット 1食分×50袋 1ケース 2034.5.31 50 食 

55 尾西のひだまりパン プレーン 1食分×36袋 1ケース 2031.2.28 36 食 

56 尾西のえびピラフ 1食分×50袋 1ケース 

九度山文化スポーツ

センター 

2031.2.28 50 食 

394 食 

57 尾西のたけのこごはん 1食分×50袋 1ケース 2031.2.28 50 食 

58 
尾西の五目ごはん  

※アレルギー対応 
1食分×50袋 1ケース 2031.2.28 50 食 

59 鯛の玄米リゾット 1食分×50袋 1ケース 2034.5.31 50 食 

60 野菜の玄米リゾット 1食分×50袋 1ケース 2034.5.31 50 食 

61 尾西のひだまりパン プレーン 1食分×36袋 2ケース 2031.2.28 72 食 

62 尾西のひだまりパン チョコ 1食分×36袋 2ケース 2031.2.28 72 食 
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  品名 内容量 個数 保管場所 消費期限 備考欄  

63 尾西の白飯 1食分×50袋 1ケース 
入郷コミュニティ消

防センター 
2027.5.31 50 食 50 食 

64 尾西の白飯 1食分×25袋 25袋 西島コミュニティ消

防センター 

2027.5.31 25 食 
50 食 

65 尾西のわかめごはん 1食分×25袋 25袋 2027.5.31 25 食 

66 尾西の松茸ごはん 1食分×50袋 1ケース 

丹生川消防器具庫 

2031.2.28 50 食 

136 食 67 
尾西の五目ごはん  

※アレルギー対応 
1食分×50袋 1ケース 2031.2.28 50 食 

68 尾西のひだまりパン プレーン 1食分×36袋 1ケース 2031.2.28 36 食 

69 尾西の五目ごはん 1食分×50袋 1ケース 

繁野児童公園 

2027.4.30 50 食 

200 食 

70 尾西の白飯 1食分×50袋 1ケース 2029.7.31 50 食 

71 
尾西の五目ごはん  

※アレルギー対応 
1食分×50袋 1ケース 2029.6.30 50 食 

72 尾西のひだまりパン プレーン 1食分×50袋 1ケース 2029.6.30 50 食 

73 尾西の白飯 1食分×25袋 25袋 
防災広場 

2028.5.31 25 食 
50 食 

74 尾西のわかめごはん 1食分×25袋 25袋 2028.5.31 25 食 

75 尾西の山菜おこわ 1食分×50袋 1ケース 

文化財伝承館「ふれ

あい」 

2028.4.30 50 食 

300 食 

76 ５年保存パン 1食分×50袋 1ケース 2028.7.2 50 食 

77 尾西の白飯 1食分×50袋 1ケース 2029.7.31 50 食 

78 尾西のわかめごはん 1食分×50袋 1ケース 2029.6.30 50 食 

79 鯛の玄米リゾット 1食分×50袋 1ケース 2032.8.31 50 食 

80 野菜の玄米リゾット 1食分×50袋 1ケース 2032.8.31 50 食 

81 尾西の白飯 1食分×50袋 1ケース 

下古沢コミュニティ

消防センター 

2028.5.31 50 食 

300 食 

82 尾西のわかめごはん 1食分×50袋 1ケース 2028.5.31 50 食 

83 尾西のたけのこごはん 1食分×50袋 1ケース 2028.4.30 50 食 

84 ５年保存パン 1食分×50袋 1ケース 2028.7.2 50 食 

85 和風鯛ごはん 1食分×50袋 1ケース 2032.4.30 50 食 

86 野菜ごはん 1食分×50袋 1ケース 2032.3.31 50 食 

87 尾西のたけのこごはん 1食分×50袋 1ケース 中古沢コミュニティ

消防センター 

2028.9.30 50 食 
100 食 

88 尾西のわかめごはん 1食分×50袋 1ケース 2028.10.31 50 食 

89 尾西の白飯 1食分×25袋 25袋 

上古沢コミュニティ

消防センター 

2028.5.31 25 食 

150 食 
90 尾西のわかめごはん 1食分×25袋 25袋 2028.5.31 25 食 

91 尾西の松茸ごはん 1食分×50袋 1ケース 2029.12.31 50 食 

92 野菜ごはん 1食分×50袋 1ケース 2032.3.31 50 食 

        
アルファ米 

小計 
4,556 食    

               

クラッカー    

1 サバイバルフーズ クラッカー 3缶入り 1ケース 防災備蓄倉庫 2034.5.31 3 食     

        
クラッカー 

小計 
 3 食    

            

副食（おかず）    

1 
サバイバルフーズ 野菜・チキン

シチュー、クラッカー 

各2缶(計6缶)入

り 
1ケース 

防災備蓄倉庫 

2033.10.31 6 食 

498 食 

2 
サバイバルフーズ 野菜・チキン

シチュー 

各3缶(計6缶)入

り 
1ケース 2034.5.31 6 食 

3 サバイバルフーズ 洋風とり雑炊 6缶入り 3ケース 2034.5.31 18 食 

4 サバイバルフーズ 洋風えび雑炊 6缶入り 3ケース 2034.5.31 18 食 

5 サバイバルフーズ 野菜シチュー 6缶入り 1ケース 2036.10.31 6 食 

6 美味しい防災食 さばの味噌煮 1食分×50袋 1ケース 2027.5.31 50 食 

7 
美味しい防災食 ハンバーグ煮

込みトマトソース 
1食分×50袋 1ケース 2027.3.31 50 食 

8 美味しい防災食 肉じゃが 1食分×50袋 1ケース 2028.8.31 50 食 

9 野菜たっぷりかぼちゃのスープ 1食分×20袋 1ケース 2027.5.14 20 食 

10 温めずにおいしい野菜シチュー 1食分×30袋 1ケース 2027.1.24 29 食 

11 野菜たっぷりきのこのスープ 1食分×20袋 20袋 2028.1.26 15 食 

12 温めずにおいしい野菜シチュー 1食分×30袋 1ケース 2028.3.29 30 食 

13 美味しい防災食 肉じゃが 1食分×50袋 1ケース 2029.7.31 50 食 

14 
美味しい防災食 さつま芋のレ

モン煮 
1食分×50袋 1ケース 2029.7.31 50 食 

15 
美味しい防災食 中華風ミート

ボール 
1食分×50袋 1ケース 2029.7.31 50 食 

16 
美味しい防災食 鶏と野菜のト

マト煮 
1食分×50袋 1ケース 2029.7.31 50 食 

17 
美味しい防災食 ハンバーグ煮

込み 
1食分×50袋 1ケース 

河根中学校体育館 

2027.5.31 47 食 

167 食 
18 野菜たっぷりかぼちゃのスープ 1食分×20袋 1ケース 2027.5.14 20 食 

19 温めずにおいしい野菜シチュー 1食分×30袋 1ケース 2027.1.24 30 食 

20 野菜たっぷりトマトのスープ 1食分×30袋 1ケース 2029.12.30 30 食 

21 野菜たっぷりかぼちゃのスープ 1食分×30袋 1ケース＋10袋 2029.12.28 40 食 

22 
美味しい防災食 ハンバーグ煮

込み 
1食分×50袋 25袋 

くどやま森の童話館 
2027.5.31 25 食 

50 食 

23 美味しい防災食 肉じゃが 1食分×50袋 25袋 2027.5.31 25 食 

24 
美味しい防災食 ハンバーグ煮

込み 
1食分×50袋 1ケース 九度山中学校 2028.5.31 50 食 260 食 
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25 美味しい防災食 さば味噌煮 1食分×50袋 1ケース 2028.6.30 50 食 

26 野菜たっぷりきのこのスープ 1食分×20袋 20袋 2028.1.26 20 食 

27 温めずにおいしい野菜シチュー 1食分×30袋 1ケース 2028.3.29 30 食 

28 野菜たっぷりトマトのスープ 1食分×30袋 2ケース 2029.12.30 60 食 

29 野菜たっぷりかぼちゃのスープ 1食分×30袋 
1ケース＋20

袋 
2029.12.28 50 食 

30 
美味しい防災食 ハンバーグ煮

込み 
1食分×50袋 1ケース 

旧古澤小学校 

2027.5.31 48 食 

198 食 

31 美味しい防災食 さば味噌煮 1食分×50袋 1ケース 2027.5.31 50 食 

32 
美味しい防災食 きんぴらごぼ

う 
1食分×50袋 1ケース 2027.6.30 50 食 

33 野菜たっぷりかぼちゃのスープ 1食分×20袋 1ケース 2027.5.14 14 食 

34 野菜たっぷりきのこのスープ 1食分×5袋 5袋 2028.1.26 5 食 

35 温めずにおいしい野菜シチュー 1食分×30袋 1ケース 2027.1.24 31 食 

36 
美味しい防災食 さつま芋のレ

モン煮 
1食分×50袋 1ケース 

九度山小学校 

2029.7.31 50 食 

230 食 

37 
美味しい防災食 中華風ミート

ボール 
1食分×50袋 1ケース 2029.7.31 50 食 

38 
美味しい防災食 鶏と野菜のト

マト煮 
1食分×50袋 1ケース 2029.7.31 50 食 

39 野菜たっぷりかぼちゃのスープ 1食分×20袋 20袋 2029.5.28 20 食 

40 温めずにおいしい野菜シチュー 1食分×30袋 30袋 2029.6.14 30 食 

41 野菜たっぷりかぼちゃのスープ 1食分×30袋 1ケース 2030.12.2 30 食 

42 野菜たっぷりトマトのスープ 1食分×30袋 3ケース 九度山文化スポーツ

センター 

2030.11.19 90 食 
150 食 

43 野菜たっぷりかぼちゃのスープ 1食分×30袋 2ケース 2030.12.2 60 食 

44 美味しい防災食 さば味噌煮 1食分×50袋 1ケース 

繁野児童公園 

2027.4.30 50 食 

200 食 

45 美味しい防災食 肉じゃが 1食分×50袋 1ケース 2029.7.31 50 食 

46 
美味しい防災食 さつま芋のレ

モン煮 
1食分×50袋 1ケース 2029.7.31 50 食 

47 野菜たっぷりかぼちゃのスープ 1食分×20袋 20袋 2029.5.28 20 食 

48 温めずにおいしい野菜シチュー 1食分×30袋 30袋 2029.6.14 30 食 

49 
美味しい防災食 ハンバーグ煮

込み 
1食分×50袋 1ケース 

入郷コミュニティ消

防センター 
2027.5.31 50 食 50 食 

50 
美味しい防災食 ハンバーグ煮

込み 
1食分×25袋 25袋 西島コミュニティ消

防センター 

2027.5.31 25 食 
50 食 

51 美味しい防災食 肉じゃが 1食分×25袋 25袋 2027.5.31 25 食 

52 
美味しい防災食 ハンバーグ煮

込み 
1食分×25袋 25袋 

防災広場 
2028.5.31 25 食 

50 食 

53 美味しい防災食 肉じゃが 1食分×25袋 25袋 2028.5.31 25 食 

54 
美味しい防災食 ハンバーグ煮

込み 
1食分×50袋 1ケース 

文化財伝承館「ふれ

あい」 

2028.5.31 50 食 

300 食 

55 
美味しい防災食 ハンバーグ煮

込みトマトソース 
1食分×50袋 1ケース 2028.5.31 50 食 

56 野菜たっぷりきのこのスープ 1食分×20袋 20袋 2028.1.26 20 食 

57 温めずにおいしい野菜シチュー 1食分×30袋 30袋 2028.3.29 30 食 

58 美味しい防災食 肉じゃが 1食分×50袋 1ケース 2029.7.31 50 食 

59 
美味しい防災食 さつま芋のレ

モン煮 
1食分×50袋 1ケース 2029.7.31 50 食 

60 
美味しい防災食 鶏と野菜のト

マト煮 
1食分×50袋 1ケース 2029.7.31 50 食 

61 美味しい防災食 肉じゃが 1食分×50袋 1ケース 

下古沢コミュニティ

消防センター 

2028.5.31 50 食 

200 食 

62 
美味しい防災食 ハンバーグ煮

込みトマトソース 
1食分×50袋 1ケース 2028.5.31 50 食 

63 美味しい防災食 さば味噌煮 1食分×50袋 1ケース 2028.6.30 50 食 

64 野菜たっぷりきのこのスープ 1食分×20袋 20袋 2028.1.26 20 食 

65 温めずにおいしい野菜シチュー 1食分×30袋 1ケース 2028.3.29 30 食 

66 
美味しい防災食 ハンバーグ煮

込み 
1食分×50袋 1ケース 中古沢コミュニティ

消防センター 

2028.9.30 50 食 
100 食 

67 美味しい防災食 さば味噌煮 1食分×50袋 1ケース 2028.9.30 50 食 

68 
美味しい防災食 ハンバーグ煮

込み 
1食分×25袋 25袋 上古沢コミュニティ

消防センター 

2028.5.31 25 食 
50 食 

69 美味しい防災食 肉じゃが 1食分×25袋 25袋 2028.5.31 25 食 

        
副食(おかず) 

小計 
2,553 食     

               

汁物     

1 ポケット１ わかめスープ 1食分×15袋 6ケース＋10袋 

防災備蓄倉庫 

2027.2.28 100 食 

300 食 
2 ポケット１ わかめスープ 1食分×15袋 6ケース＋10袋 2028.1.31 100 食 

3 ポケット１ わかめスープ 1食分×15袋 2ケース＋10袋 2029.6.30 40 食 

4 ポケット１ おみそ汁 1食分×15袋 4ケース 2029.6.30 60 食 

5 ポケット１ わかめスープ 1食分×15袋 3ケース＋5袋 河根中学校体育館 2027.2.28 50 食 50 食 

6 ポケット１ わかめスープ 1食分×15袋 1ケース＋10袋 
くどやま森の童話館 

2027.2.28 25 食 
50 食 

7 ポケット１ おみそ汁 1食分×15袋 1ケース＋10袋 2027.2.28 25 食 

8 ポケット１ おみそ汁 1食分×15袋 6ケース＋10袋 九度山中学校 2028.1.31 100 食 100 食 

9 ポケット１ わかめスープ 1食分×15袋 5ケース 旧古澤小学校 2027.2.28 75 食 150 食 
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10 ポケット１ おみそ汁 1食分×15袋 5ケース 2027.2.28 75 食 

11 ポケット１ わかめスープ 1食分×15袋 4ケース 
九度山小学校 

2029.6.30 60 食 
150 食 

12 ポケット１ おみそ汁 1食分×15袋 6ケース 2029.6.30 90 食 

13 ポケット１ おみそ汁 1食分×15袋 3ケース＋5袋 

繁野児童公園 

2027.2.28 50 食 

150 食 14 ポケット１ わかめスープ 1食分×15袋 2ケース＋10袋 2029.6.30 40 食 

15 ポケット１ おみそ汁 1食分×15袋 4ケース 2029.6.30 60 食 

16 ポケット１ わかめスープ 1食分×15袋 1ケース＋10袋 入郷コミュニティ消

防センター 

2027.2.28 25 食 
50 食 

17 ポケット１ おみそ汁 1食分×15袋 1ケース＋10袋 2027.2.28 25 食 

18 ポケット１ わかめスープ 1食分×15袋 1ケース＋10袋 西島コミュニティ消

防センター 

2027.2.28 25 食 
50 食 

19 ポケット１ おみそ汁 1食分×15袋 1ケース＋10袋 2027.2.28 25 食 

20 ポケット１ おみそ汁 1食分×15袋 3ケース＋5袋 防災広場 2028.1.31 50 食 50 食 

21 ポケット１ わかめスープ 1食分×15袋 1ケース＋5袋 

文化財伝承館「ふれ

あい」 

2028.1.31 20 食 

150 食 
22 ポケット１ おみそ汁 1食分×15袋 2ケース 2028.1.31 30 食 

23 ポケット１ わかめスープ 1食分×15袋 2ケース＋10袋 2029.6.30 40 食 

24 ポケット１ おみそ汁 1食分×15袋 4ケース 2029.6.30 60 食 

25 ポケット１ おみそ汁 1食分×15袋 10ケース 
下古沢コミュニティ

消防センター 
2028.1.31 150 食 150 食 

26 ポケット１ おみそ汁 1食分×15袋 8ケース 
中古沢コミュニティ

消防センター 
2028.8.31 120 食 120 食 

27 ポケット１ おみそ汁 1食分×15袋 3ケース＋5袋 
上古沢コミュニティ

消防センター 
2028.1.31 50 食 50 食 

        
副食（汁物） 

小計 
1,570 食    

                   

        
食料品 

合計 
8,682 食    

  

 
           

◎飲料水                

1 志布志の自然水 500ml×24本入 6ケース 

防災備蓄倉庫 

2030.1.03 144 本 

1,248 本 
2 キンパイアクア 500ml×24本入 30ケース 2036.8.01 720 本 

3 キンパイアクア 500ml×24本入 6ケース 2036.12.19 144 本 

4 マリンゴールド 500ml×24本入 10ケース 2036.3.11 240 本 

5 志布志の自然水 500ml×24本入 5ケース 
河根中学校体育館 

2027.11.3 120 本 
360 本 

6 キンパイアクア 500ml×24本入 10ケース 2036.12.19 240 本 

7 志布志の自然水 500ml×24本入 1ケース くどやま森の童話館 2027.11.3 24 本 24 本 

8 志布志の自然水 500ml×24本入 15ケース 
九度山中学校 

2028.6.30 360 本 
504 本 

9 キンパイアクア 500ml×24本入 6ケース 2036.12.19 144 本 

10 キンパイアクア 500ml×24本入 20ケース 旧古澤小学校 2036.8.01 360 本 360 本 

11 志布志の自然水 500ml×24本入 10ケース 
九度山小学校 

2030.1.03 240 本 
480 本 

12 マリンゴールド 500ml×24本入 10ケース 2036.3.11 240 本 

13 マリンゴールド 500ml×24本入 15ケース 
九度山文化スポーツ

センター 
2036.3.11 360 本 360 本 

14 マリンゴールド 500ml×24本入 5ケース 丹生川消防器具庫 2036.3.11 120 本 120 本 

15 志布志の自然水 500ml×24本入 4ケース 

繁野児童公園 

2027.11.3 96 本 

264 本 16 志布志の自然水 500ml×24本入 2ケース 2030.1.03 48 本 

17 キンパイアクア 500ml×24本入 5ケース 2036.8.01 120 本 

18 志布志の自然水 500ml×24本入 3ケース 
入郷コミュニティ消

防センター 
2027.11.3 72 本 72 本 

19 志布志の自然水 500ml×24本入 3ケース 
西島コミュニティ消

防センター 
2027.11.3 72 本 72 本 

20 志布志の自然水 500ml×24本入 3ケース 防災広場 2028.6.30 72 本 72 本 

21 志布志の自然水 500ml×24本入 4ケース 文化財伝承館「ふれ

あい」 

2028.6.30 96 本 
336 本 

22 志布志の自然水 500ml×24本入 10ケース 2030.1.03 240 本 

23 志布志の自然水 500ml×24本入 5ケース 下古沢コミュニティ

消防センター 

2028.6.30 120 本 
240 本 

24 キンパイアクア 500ml×24本入 5ケース 2036.12.19 120 本 

25 志布志の自然水 500ml×24本入 8ケース 
中古沢コミュニティ

消防センター 
2030.1.03 192 本 192 本 

26 キンパイアクア 500ml×24本入 8ケース 
上古沢コミュニティ

消防センター 
2036.12.19 192 本 192 本 

        
飲料水(500ml換算) 

合計  
4,896 本    

               

◎食器類    

1 
災害用食器セット（丼、スチロー

ルカップ、フォーク、スプーン） 
  1ケース 

入郷コミュニティ消

防センター 
  150 人    

2 
災害用食器セット（丼、スチロー

ルカップ、フォーク、スプーン） 
  1ケース 

西島コミュニティ消

防センター 
  50 人    

3 
災害用食器セット（容器、フォ

ーク、スプーン、割り箸など） 
  1ケース 防災備蓄倉庫   1,750 人    

4 
災害用食器セット（容器、フォ

ーク、スプーン、割り箸など） 
  1ケース 旧古澤小学校   800 人    

5 
災害用食器セット（容器、フォ

ーク、スプーン、割り箸など） 
  1ケース 河根中学校   400 人    
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6 
災害用食器セット（容器、フォ

ーク、スプーン、割り箸など） 
  1ケース くどやま森の童話館   50 人    

7 
災害用食器セット（容器、フォ

ーク、スプーン、割り箸など） 
  1ケース 九度山中学校   600 人    

8 
災害用食器セット（容器、フォ

ーク、スプーン、割り箸など） 
  1ケース 九度山小学校   450 人    

9 
災害用食器セット（容器、フォ

ーク、スプーン、割り箸など） 
  1ケース 

九度山文化スポーツ

センター 
  600 人    

10 
災害用食器セット（容器、フォ

ーク、スプーン、割り箸など） 
  1ケース 丹生川消防器具庫   100 人    

11 
災害用食器セット（容器、フォ

ーク、スプーン、割り箸など） 
  1ケース 繁野児童公園   250 人    

12 
災害用食器セット（容器、フォ

ーク、スプーン、割り箸など） 
  1ケース 防災広場   100 人    

13 
災害用食器セット（容器、フォ

ーク、スプーン、割り箸など） 
  1ケース 

文化財伝承館「ふれ

あい」 
  400 人    

14 
災害用食器セット（容器、フォ

ーク、スプーン、割り箸など） 
  1ケース 

下古沢コミュニティ

消防センター 
  300 人    

        
食器類 

合計 
6,000 人    

               

◎粉ミルク    

1 育児用ドライミルク（新生児～） 300g入 12缶 防災備蓄倉庫 2026.5.12 12 缶    

        
粉ミルク 

合計 
 12 缶    

                

◎おむつ                

1 ﾘﾘｰﾌﾊﾟﾜﾌﾙ 2wayパンツ M～L 14枚×4パック 1ケース 

防災備蓄倉庫 

  56 枚    

2 ﾘﾘｰﾌﾊﾟﾜﾌﾙ 2wayパンツ L～LL 12枚×4パック 1ケース   48 枚    

3 ﾘﾘｰﾌﾊﾟﾜﾌﾙ パンツ M 20枚×4パック 1ケース   80 枚    

4 ﾘﾘｰﾌﾊﾟﾜﾌﾙ パンツ L 18枚×4パック 1ケース   72 枚    

5 ﾘﾘｰﾌﾊﾟﾜﾌﾙ パンツ LL 16枚×4パック 1ケース   64 枚    

6 ﾘﾘｰﾌ股モレ防止テープ止め S 34枚×2パック 1ケース   68 枚    

7 ﾘﾘｰﾌ股モレ防止テープ止め M 15枚×4パック 1ケース   60 枚    

8 ﾘﾘｰﾌ股モレ防止テープ止め L 13枚×4パック 1ケース   48 枚    

9 ﾘﾘｰﾌﾊﾟﾜﾌﾙ 尿とりﾊﾟｯﾄﾞﾜｲﾄﾞ3番 30枚×6パック 1ケース   180 枚    

10 
ﾘﾘｰﾌﾊﾟﾜﾌﾙ 尿とりﾊﾟｯﾄﾞﾜｲﾄﾞ 

夜用5番 
30枚×4パック 1ケース   120 枚    

        
おむつ 

合計 
 796 枚    

               

◎トイレ（仮設）                

1 仮設トイレ 非常用(組立式) 1台 

防災備蓄倉庫 

  1 台    

2 
防災用簡易トイレ（ドント・コ

イ）5,500回 
洋式、組立式 1台   1 台    

3 
防災用簡易トイレ（ベンクイッ

ク）8,000回 
洋式、組立式 1台 旧古澤小学校   1 台    

4 
防災用簡易トイレ（ベンクイッ

ク）8,000回 
洋式、組立式 1台 河根中学校   1 台    

5 
防災用簡易トイレ（ベンクイッ

ク）8,000回 
洋式、組立式 1台 くどやま森の童話館   1 台    

6 
防災用簡易トイレ（ドント・コ

イ）5,500回 
洋式、組立式 1台 九度山中学校   1 台    

7 
防災用簡易トイレ（ドント・コ

イ）5,500回 
洋式、組立式 1台 

九度山文化スポーツ

センター 
  1 台    

8 
防災用簡易トイレ（ラップ・ポ

ン）200回 
洋式、組立式 1台 丹生川消防器具庫   1 台    

9 
防災用簡易トイレ（ドント・コ

イ）5,500回 
洋式、組立式 1台 九度山小学校   1 台    

10 
防災用簡易トイレ（ラップ・ポ

ン）200回 
洋式、組立式 1台 繁野児童公園   1 台    

11 
防災用簡易トイレ（ラップ・ポ

ン）200回 
洋式、組立式 1台 

西島コミュニティ消

防センター 
  1 台    

12 
防災用簡易トイレ（ラップ・ポ

ン）200回 
洋式、組立式 1台 

文化財伝承館「ふれ

あい」 
  1 台    

13 
防災用簡易トイレ（ラップ・ポ

ン）200回 
洋式、組立式 1台 

下古沢コミュニティ

消防センター 
  1 台    

14 防災用マンホールトイレ 洋式、組立式 4台 防災広場   4 台    

        
防災用簡易トイレ(組立式) 

合計 
17 台    

            

◎トイレ（取付）                

1 簡易トイレ（便器取り付け）   2000枚 旧古澤小学校   1,400 枚    

2 簡易トイレ（便器取り付け）   2,000枚 河根中学校   2,000 枚    

3 簡易トイレ（便器取り付け）   500枚 くどやま森の童話館   500 枚    
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  品名 内容量 個数 保管場所 消費期限 備考欄  

4 簡易トイレ（便器取り付け）   2,000枚 九度山中学校   2,000 枚    

5 簡易トイレ（便器取り付け）   2,000枚 
九度山文化スポーツ

センター 
  2,000 枚    

6 簡易トイレ（便器取り付け）   500枚 丹生川消防器具庫   500 枚    

7 簡易トイレ（便器取り付け）   2,900枚 九度山小学校   2,900 枚    

8 簡易トイレ（便器取り付け）   500枚 繁野児童公園   500 枚    

9 簡易トイレ（便器取り付け）   500枚 
西島コミュニティ消

防センター 
  500 枚    

10 簡易トイレ（便器取り付け）   2,900枚 防災備蓄倉庫   2,900 枚    

11 簡易トイレ（便器取り付け）   500枚 
文化財伝承館「ふれ

あい」 
  500 枚    

12 簡易トイレ（便器取り付け）   500枚 
下古沢コミュニティ

消防センター 
  500 枚    

13 簡易トイレ（便器取り付け）   300枚 
中古沢コミュニティ

消防センター 
  300 枚    

14 簡易トイレ（便器取り付け）   300枚 
上古沢コミュニティ

消防センター 
  300 枚    

        
簡易トイレ(便器取り付け) 

合計 
16,800 枚    

            

◎毛布    

1 備蓄用毛布 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ済 - 
防災備蓄倉庫 

- 120 枚 
980 枚 

2 備蓄用毛布 10枚入り 86ケース R6.4購入 860 枚 

3 備蓄用毛布 10枚入り 30ケース 九度山小学校   300 枚 300 枚 

4 備蓄用毛布 10枚入り 45ケース 九度山中学校   450 枚 450 枚 

5 備蓄用毛布 10枚入り 50ケース 
九度山文化スポーツ

センター 
  500 枚 500 枚 

6 備蓄用毛布 10枚入り 14ケース 入郷コミュニティ消

防センター 

  140 枚 
180 枚 

7 備蓄用毛布 10枚入り 4ケース R6.4購入 40 枚 

8 備蓄用毛布 10枚入り 5ケース 
西島コミュニティ消

防センター 
  50 枚 50 枚 

9 備蓄用毛布 10枚入り 50ケース 旧古澤小学校 R6.4購入 500 枚 500 枚 

10 備蓄用毛布 10枚入り 30ケース 河根中学校   300 枚 300 枚 

11 備蓄用毛布 10枚入り 15ケース 
繁野児童公園 

  150 枚 
250 枚 

12 備蓄用毛布 10枚入り 10ケース R6.4購入 100 枚 

13 備蓄用毛布 10枚入り 10ケース 丹生川消防器具庫   100 枚 100 枚 

14 備蓄用毛布 10枚入り 3ケース くどやま森の童話館   30 枚 30 枚 

15 備蓄用毛布 10枚入り 6ケース 防災広場   60 枚 60 枚 

16 備蓄用毛布 10枚入り 30ケース 
文化財伝承館「ふれ

あい」 
  300 枚 300 枚 

17 備蓄用毛布 10枚入り 15ケース 
下古沢コミュニティ

消防センター 
  150 枚 150 枚 

18 備蓄用毛布 10枚入り 10ケース 
中古沢コミュニティ

消防センター 
  100 枚 100 枚 

19 備蓄用毛布 10枚入り 10ケース 
上古沢コミュニティ

消防センター 
  100 枚 100 枚 

        
備蓄用毛布 

合計 
4,350 枚    

            

◎備蓄マット    

1 備蓄マット 10枚入り 50ケース 防災備蓄倉庫   50 枚 50 枚 

2 備蓄マット 10枚入り 30ケース 九度山小学校   30 枚 30 枚 

3 備蓄マット 10枚入り 30ケース 九度山中学校   30 枚 30 枚 

4 備蓄マット 10枚入り 30ケース 
九度山文化スポーツ

センター 
  30 枚 30 枚 

5 備蓄マット 10枚入り 30ケース 旧古澤小学校   30 枚 30 枚 

6 備蓄マット 10枚入り 30ケース 河根中学校   30 枚 30 枚 

        
備蓄マット 

合計 
200 枚    

            

◎カセットボンベ    

1 カセットボンベ 1セット×3本 
2セット 

防災備蓄倉庫 
2026.8.31 6 本     

2セット 2027.8.31 6 本     

2 カセットボンベ 1セット×3本 
2セット 

九度山小学校 
2026.8.31 6 本     

2セット 2027.8.31 6 本     

3 カセットボンベ 1セット×3本 
2セット 

九度山中学校 
2026.8.31 6 本     

2セット 2027.8.31 6 本     

4 カセットボンベ 1セット×3本 
2セット 九度山文化スポーツ

センター 

2026.8.31 6 本     

2セット 2027.8.31 6 本     

5 カセットボンベ 1セット×3本 
1セット 入郷コミュニティ消

防センター 

2026.8.31 3 本     

1セット 2027.8.31 3 本     

6 カセットボンベ 1セット×3本 
1セット 西島コミュニティ消

防センター 

2026.8.31 3 本     

1セット 2027.8.31 3 本     

7 カセットボンベ 1セット×3本 
2セット 

旧古澤小学校 
2026.8.31 6 本     

2セット 2027.8.31 6 本     
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  品名 内容量 個数 保管場所 消費期限 備考欄  

8 カセットボンベ 1セット×3本 
2セット 

河根中学校 
2026.8.31 6 本     

2セット 2027.8.31 6 本     

9 カセットボンベ 1セット×3本 
1セット 

繁野児童公園 
2026.8.31 3 本     

1セット 2027.8.31 3 本     

10 カセットボンベ 1セット×3本 
1セット 

丹生川消防器具庫 
2026.8.31 3 本     

1セット 2027.8.31 3 本     

11 カセットボンベ 1セット×3本 
1セット 

くどやま森の童話館 
2026.8.31 3 本     

1セット 2027.8.31 3 本     

12 カセットボンベ 1セット×3本 
1セット 

防災広場 
2026.8.31 3 本     

1セット 2027.8.31 3 本     

13 カセットボンベ 1セット×3本 
1セット 文化財伝承館「ふれ

あい」 

2026.8.31 3 本     

1セット 2027.8.31 3 本     

14 カセットボンベ 1セット×3本 
1セット 下古沢コミュニティ

消防センター 

2026.8.31 3 本     

1セット 2027.8.31 3 本    

        
カセットボンベ 

合計 
120 本    

               

◎不織布マスク                

1 不織布マスク   2,000枚 防災備蓄倉庫   2,000 枚    

2 不織布マスク   1,000枚 九度山小学校   1,000 枚    

3 不織布マスク   1,000枚 九度山中学校   1,000 枚    

4 不織布マスク   1,000枚 
九度山文化スポーツ

センター 
  1,000 枚    

5 不織布マスク   100枚 
入郷コミュニティ消

防センター 
  100 枚    

6 不織布マスク   100枚 
西島コミュニティ消

防センター 
  100 枚    

7 不織布マスク   1,000枚 旧古澤小学校   1,000 枚    

8 不織布マスク   1,000枚 河根中学校   1,000 枚    

9 不織布マスク   300枚 繁野児童公園   300 枚    

10 不織布マスク   200枚 丹生川消防器具庫   200 枚    

11 不織布マスク   100枚 くどやま森の童話館   100 枚    

12 不織布マスク   300枚 
文化財伝承館「ふれ

あい」 
  300 枚    

13 不織布マスク   300枚 
下古沢コミュニティ

消防センター 
  300 枚    

        
不織布マスク 

合計 
8,400 枚    

               

◎アルコール消毒液                

1 
アルコール消毒液 

（使用期限：R7.10.31） 

ウエルセプト

500ml 
12本 防災備蓄倉庫   9 本    

2 アルコール消毒液 
ウエルセプト

500ml 
4本 九度山小学校   4 本    

3 アルコール消毒液 
ウエルセプト

500ml 
4本 九度山中学校   4 本    

4 アルコール消毒液 
ウエルセプト

500ml 
4本 

九度山文化スポーツ

センター 
  4 本    

5 アルコール消毒液 
ウエルセプト

500ml 
3本 

入郷コミュニティ消

防センター 
  3 本    

6 アルコール消毒液 
ウエルセプト

500ml 
1本 

西島コミュニティ消

防センター 
  1 本    

7 アルコール消毒液 
ウエルセプト

500ml 
4本 旧古澤小学校   4 本    

8 アルコール消毒液 
ウエルセプト

500ml 
4本 河根中学校   4 本    

9 アルコール消毒液 
ウエルセプト

500ml 
3本 繁野児童公園   3 本    

10 アルコール消毒液 
ウエルセプト

500ml 
2本 丹生川消防器具庫   2 本    

11 アルコール消毒液 
ウエルセプト

500ml 
1本 くどやま森の童話館   1 本    

12 アルコール消毒液 
ウエルセプト

500ml 
3本 

文化財伝承館「ふれ

あい」 
  3 本    

13 アルコール消毒液 
ウエルセプト

500ml 
3本 

下古沢コミュニティ

消防センター 
  3 本    

14 アルコール消毒液 
ウエルセプト

500ml 
3本 

中古沢コミュニティ

消防センター 
  3 本    

15 アルコール消毒液 
ウエルセプト

500ml 
3本 

上古沢コミュニティ

消防センター 
  3 本    

        
アルコール消毒液 

合計 
51 本    

  

 
          

◎ハンドソープ                
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  品名 内容量 個数 保管場所 消費期限 備考欄  

1 ハンドソープ 
本体 8本 

防災備蓄倉庫 
  8 本    

詰替用（4L） 2本   2 本    

2 ハンドソープ 
本体 4本 

九度山小学校 
  4 本    

詰替用（4L） 2本   2 本    

3 ハンドソープ 
本体 4本 

九度山中学校 
  4 本    

詰替用（4L） 2本   2 本    

4 ハンドソープ 
本体 4本 九度山文化スポーツ

センター 

  4 本    

詰替用（4L） 2本   2 本    

5 ハンドソープ 
本体 4本 

旧古澤小学校 
  4 本    

詰替用（4L） 2本   2 本    

6 ハンドソープ 
本体 4本 

河根中学校 
  4 本    

詰替用（4L） 2本   2 本    

7 ハンドソープ 
本体 2本 

くどやま森の童話館 
  2 本    

詰替用（4L） 1本   1 本    

8 ハンドソープ 
本体 2本 文化財伝承館「ふれ

あい」 

  2 本    

詰替用（4L） 1本   1 本    

9 ハンドソープ 
本体 2本 下古沢コミュニティ

消防センター 

  2 本    

詰替用（4L） 1本   1 本    

        
ハンドソープ 

合計 

本体 34 本    

詰替用 15 本    

               

◎使い捨てポリエチレン手袋                

1 使い捨てポリエチレン手袋 1箱300枚入 2箱 防災備蓄倉庫   2 箱    

2 使い捨てポリエチレン手袋 1箱300枚入 2箱 九度山小学校   2 箱    

3 使い捨てポリエチレン手袋 1箱300枚入 2箱 九度山中学校   2 箱    

4 使い捨てポリエチレン手袋 1箱300枚入 2箱 
九度山文化スポーツ

センター 
  2 箱    

5 使い捨てポリエチレン手袋 1箱300枚入 2箱 旧古澤小学校   2 箱    

6 使い捨てポリエチレン手袋 1箱300枚入 2箱 河根中学校   2 箱    

7 使い捨てポリエチレン手袋 1箱300枚入 1箱 くどやま森の童話館   1 箱    

8 使い捨てポリエチレン手袋 1箱300枚入 1箱 
文化財伝承館「ふれ

あい」 
  1 箱    

9 使い捨てポリエチレン手袋 1箱300枚入 1箱 
下古沢コミュニティ

消防センター 
  1 箱    

        
使い捨てポリエチレン手袋 

合計 
15 箱    

            

◎資機材    

1 ライフジャケット   16枚 

防災無線室 

         

2 畳マット   21畳分          

3 防災ベスト 青色 79個          

4 防災ベスト（訓練用） 黄色 10個          

5 特設公衆用電話機   5台          

6 ポータブル蓄電池 

Jackery 

ポータブル電源

1000PLUS＋ソー

ラーパネル100W 

2台          

7 発電機   4台 
公用車駐車場 

         

8 投光器（水銀灯安定器）   3個          

9 N95マスク   1,100枚 

防災備蓄倉庫 

         

10 フェイスシールド   100個          

11 防護服一式 M:50 L:50 100セット          

12 
ブルーシート 

10m×10ｍ 10枚          

13 3.6m×5.4ｍ 5枚          

14 ガス発電機 ホンダ製EU9iGB 6台          

15 インバータ発電機 ヤマハEF1600is 2台          

16 投光器 
バルーン型、３

脚付 
4台          

17 コードリール 30m 4個          

18 移動かまど   1台          

19 カセットコンロ   4台          

20 鍋 5.9L 4個          

21 ケトル 4L 4個          

22 メガホン   1台          

23 伝言シート   1式          

24 給水タンク 10リットル 200個          

25 間仕切り   20枚          

26 パーテーション（WT-180）   12張          

27 
パーテーション（WT-180C）カー

テン付き 
  10張          

28 救急箱 50人用 1箱          

29 防災用テント（組立式）   14張          

30 担架   1台          

31 レスキューキット   1個          

32 レスキューキャリーマット   1個          
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  品名 内容量 個数 保管場所 消費期限 備考欄  

33 エンジンカッター（マキタ）   1台          

34 仮設大型テント（クイック30）   6台          

35 寝袋兼用リュック   16個          

36 ヘルメット(町ネーム入り・白)   51個          

37 大型扇風機   8台          

38 冷風機   4台          

39 多目的簡易ベッド   10台          

40 
プライベートルーム（屋根付き

テント） 
  4台          

41 LEDランタン   5台          

42 発電機 ホンダ製EU9iGB 4台 

九度山小学校 

（防災倉庫①） 

         

43 投光器 
バルーン型、3

脚付 
2台          

44 コードリール 30m 4個          

45 移動かまど   1台          

46 カセットコンロ   4台          

47 鍋 5.9L 4個          

48 ケトル 4L 4個          

49 メガホン   1台          

50 伝言シート   1式          

51 給水タンク 10リットル 200個          

52 間仕切り   20枚          

53 救急箱 50人用 1箱          

54 非接触型電子体温計   1台 

九度山小学校 

（防災倉庫②【体育館

横】） 

         

55 大型扇風機   4台          

56 冷風機   2台          

57 石油ストーブ   4台          

58 多目的簡易ベッド   5台          

59 パーテーション（WT-180）   6張          

60 
パーテーション（WT-180C）カー

テン付き 
  4張          

61 
プライベートルーム（屋根付き

テント） 
  2台          

62 多機能型ラジオ   1台          

63 懐中電灯   1台          

64 発電機 ホンダ製EU9iGB 4台 

九度山中学校 

（体育館内） 

         

65 投光器 
バルーン型、3

脚付 
2台          

66 コードリール 30m 4個          

67 移動かまど   1台          

68 カセットコンロ   4台          

69 鍋 5.9L 4個          

70 ケトル 4L 4個          

71 メガホン   1台          

72 伝言シート   1式          

73 給水タンク 10リットル 200個          

74 間仕切り   20枚          

75 救急箱 50人用 1箱          

76 特設公衆用電話機   3台          

77 非接触型電子体温計   1台 

九度山中学校 

（防災倉庫【体育館

横】） 

         

78 大型扇風機   4台          

79 冷風機   2台          

80 石油ストーブ   4台          

81 多目的簡易ベッド   5台          

82 パーテーション（WT-180）   6張          

83 
パーテーション（WT-180C）カー

テン付き 
  4張          

84 
プライベートルーム（屋根付き

テント） 
  2台          

85 多機能型ラジオ   1台          

86 懐中電灯   1台          

87 発電機 ホンダ製EU9iGB 4台 

九度山文化スポーツ

センター 

（施設内） 

         

88 投光器 
バルーン型、3

脚付 
2台          

89 コードリール 30m 4個          

90 移動かまど   1台          

91 カセットコンロ   4台          

92 鍋 5.9L 4個          

93 ケトル 4L 4個          

94 メガホン   1台          

95 伝言シート   1式          

96 給水タンク 10リットル 200個          

97 間仕切り   20枚          

98 救急箱 50人用 1箱          

99 非接触型電子体温計   1台          
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  品名 内容量 個数 保管場所 消費期限 備考欄  

100 大型扇風機   4台 

九度山文化スポーツ

センター 

（防災倉庫） 

         

101 冷風機   2台          

102 多目的簡易ベッド   5台          

103 パーテーション（WT-180）   6張          

104 
パーテーション（WT-180C）カー

テン付き 
  4張          

105 
プライベートルーム（屋根付き

テント） 
  2台          

106 特設公衆用電話機   3台          

107 多機能型ラジオ   1台          

108 懐中電灯   1台          

109 発電機 ホンダ製EU9iGB 4台 

旧古澤小学校 

         

110 投光器 
バルーン型、3

脚付 
2台          

111 コードリール 30m 4個          

112 移動かまど   1台          

113 カセットコンロ   4台          

114 鍋 5.9L 4個          

115 ケトル 4Ｌ 4個          

116 メガホン   1台          

117 伝言シート   1式          

118 給水タンク 10リットル 110個          

119 間仕切り 2.5畳/1組以上 20枚          

120 救急箱 50人用 1箱          

121 非接触型電子体温計   1台          

122 大型扇風機   4台          

123 冷風機   2台          

124 石油ストーブ   4台          

125 多目的簡易ベッド   5台          

126 
プライベートルーム（屋根付き

テント） 
  2台          

127 パーティション用段ボール   1110枚          

128 多機能型ラジオ   1台          

129 懐中電灯   1台          

130 発電機 ホンダ製EU9iGB 4台 

河根中学校 

         

131 投光器 
バルーン型、3

脚付 
2台          

132 コードリール 30m 4個          

133 移動かまど   1台          

134 カセットコンロ   4台          

135 鍋 5.9Ｌ 4個          

136 ケトル 4L 4個          

137 メガホン   1台          

138 伝言シート   1式          

139 給水タンク 10リットル 200個          

140 間仕切り 2.5畳/1組以上 20枚          

141 救急箱 50人用 1箱          

142 非接触型電子体温計   1台          

143 大型扇風機   4台          

144 冷風機   2台          

145 石油ストーブ   4台          

146 多目的簡易ベッド   5台          

147 パーテーション（WT-180）   6張          

148 
パーテーション（WT-180C）カー

テン付き 
  4張          

149 
プライベートルーム（屋根付き

テント） 
  2台          

150 特設公衆用電話機   3台          

151 多機能型ラジオ   1台          

152 懐中電灯   1台          

153 発電機 ホンダ製EU9iGB 2台 

くどやま森の童話館 

         

154 投光器 
バルーン型、3

脚付 
1台          

155 コードリール 30m 1個          

156 移動かまど   1台          

157 カセットコンロ   2台          

158 鍋 5.9L 2個          

159 ケトル 4L 2個          

160 メガホン   1台          

161 伝言シート   1式          

162 給水タンク 10リットル 50個          

163 間仕切り 2.5畳/1組以上 10枚          

164 救急箱 50人用 1箱          

165 非接触型電子体温計   1台          

166 大型扇風機   2台          
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  品名 内容量 個数 保管場所 消費期限 備考欄  

167 冷風機   1台          

168 多目的簡易ベッド   3台          

169 
プライベートルーム（屋根付き

テント） 
  1台          

170 多機能型ラジオ   1台          

171 懐中電灯   1台          

172 発電機 ホンダ製EU9iGB 2台 

丹生川消防器具庫 

         

173 投光器 
バルーン型、3

脚付 
1台          

174 コードリール 30m 1個          

175 移動かまど   1台          

176 カセットコンロ   2台          

177 鍋 5.9L 2個          

178 ケトル 4L 2個          

179 メガホン   1台          

180 給水タンク 10リットル 50個          

181 救急箱 50人用 1箱          

182 多機能型ラジオ   1台          

183 懐中電灯   1台          

184 発電機 ホンダ製EU9iGB 2台 

繁野児童公園 

         

185 投光器 
バルーン型、3

脚付 
1台          

186 コードリール 30m 1個          

187 移動かまど   1台          

188 カセットコンロ   2個          

189 鍋 5.9L 2個          

190 ケトル 4L 2個          

191 メガホン   1台          

192 給水タンク 10リットル 100個          

193 救急箱 50人用 1箱          

194 多機能型ラジオ   1台          

195 懐中電灯   1台          

196 発電機 ホンダ製EU9iGB 1台 

西島コミュニティ消

防センター 

         

197 投光器 
バルーン型、3

脚付 
1台          

198 コードリール 30m 1個          

199 移動かまど   １台          

200 カセットコンロ   2個          

201 鍋 5.9L 2個          

202 ケトル 4L 2個          

203 メガホン   1台          

204 給水タンク 10リットル 150個          

205 救急箱 50人用 1箱          

206 多機能型ラジオ   1台          

207 懐中電灯   1台          

208 発電機 ホンダ製EU9iGB 2台 

文化財伝承館「ふれ

あい」 

         

209 投光器 
バルーン型、3

脚付 
1台          

210 コードリール 30m 1個          

211 移動かまど   1台          

212 カセットコンロ   2台          

213 鍋 5.9L 2個          

214 ケトル 4L 2個          

215 メガホン   1台          

216 給水タンク 10リットル 100個          

217 救急箱 50人用 1箱          

218 非接触型電子体温計   1台          

219 大型扇風機   2台          

220 多目的簡易ベッド   3台          

221 
プライベートルーム（屋根付き

テント） 
  1台          

222 多機能型ラジオ   1台          

223 懐中電灯   1台          

224 発電機 ホンダ製EU9iGB 2台 

下古沢コミュニティ

消防センター 

         

225 投光器 
バルーン型、3

脚付 
1台          

226 コードリール 30m 1個          

227 移動かまど   1台          

228 カセットコンロ   2台          

229 鍋 5.9L 2個          

230 ケトル 4L 2個          

231 メガホン   1台          

232 給水タンク 10リットル 100個          

233 救急箱 50人用 1箱          

234 防炎マット   320枚          
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  品名 内容量 個数 保管場所 消費期限 備考欄  

235 非接触型電子体温計   1台          

236 大型扇風機   2台          

237 多目的簡易ベッド   3台          

238 
プライベートルーム（屋根付き

テント） 
  1台          

239 特設公衆用電話機   3台          

240 多機能型ラジオ   1台          

241 懐中電灯   1台          

242 発電機 ホンダ製EU9iGB 2台 

中古沢コミュニティ

消防センター 

         

243 投光器 
バルーン型、3

脚付 
1台          

244 コードリール 30m 1個          

245 移動かまど   1台          

246 カセットコンロ   2台          

247 鍋 5.9L 2個          

248 ケトル 4L 2個          

249 メガホン   1台          

250 給水タンク 10リットル 90個          

251 非接触型電子体温計   1台          

252 大型扇風機   2台          

253 多目的簡易ベッド   3台          

254 多機能型ラジオ   1台          

255 懐中電灯   1台          

256 発電機 ホンダ製EU9iGB 2台 

上古沢コミュニティ

消防センター 

         

257 投光器 
バルーン型、3

脚付 
1台          

258 コードリール 30m 1個          

259 移動かまど   1台          

260 カセットコンロ   2台          

261 鍋 5.9L 2個          

262 ケトル 4L 2個          

263 メガホン   1台          

264 給水タンク 10リットル 90個          

265 非接触型電子体温計   1台          

266 大型扇風機   2台          

267 多目的簡易ベッド   3台          

268 多機能型ラジオ   1台          

269 懐中電灯   1台          

270 発電機 ホンダ製EU16i 1台 

入郷コミュニティ消

防センター 

         

271 カセットコンロ   2台          

272 鍋 5.9L 2個          

273 ケトル 4L 2個          

274 多機能型ラジオ   1台          

275 懐中電灯   1台          

276 カセットコンロ   2台 

防災広場 

         

277 鍋 5.9L 2個          

278 ケトル 4L 2個          

279 発電機 ホンダ製EU9i 1台          

280 投光器 ヘリ用 1台          

281 コードリール 30m 1個          

282 特設公衆用電話機   3台          

283 吹き流し 40㎝×150㎝ 1枚           
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22 避難所開設セット一覧 

 

○ビブス、ヘルメット【職員に引渡済】 

○各施設の備蓄倉庫のカギ 

○避難所開設用備品一式【避難所開設用バッグ納入】 

 ①各避難所の備蓄品一覧書 

②用箋挟 

 ③クリアブック（備蓄品一覧、備倉庫カギ保管場所、避難所名簿【簡易版・詳細版】、健康管理

チェックシート、災害情報収集シート、事務引継書、白紙等） 

④九度山町防災マップ 

 ⑤九度山町避難所運営マニュアル 

 ⑥筆記用具一式（マジック【黒・赤】、ボールペン【黒・赤・シャーペン一体型】、カッター、

付箋） 

 ⑦受付貼紙（ラミネート） 

⑧ホワイトボード 

 ⑨懐中電灯 

⑩モバイルバッテリー 

⑪防災用ラジオ 

⑫カセットガス（３本） 

⑬タオル（２枚） 

⑭ウェットティッシュ（３セット） 

⑮ゴミ袋（２枚） 

⑯軍手（３双） 

⑰非接触温度計 

⑱消毒液 

⑲マスク（１箱） 

⑳レインコート（２着分） 

㉑ガムテープ 

㉒非常食料（４食分） 

㉓水（２本分） 

※その他、必要な防災備蓄品は、各施設（備蓄倉庫等）に備蓄しているので、  

確認願います。 
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１ 災害概況即報と被害状況即報 

(１) 災害概況即報 

第４号様式（その１） 

（災害概況即報） 

報告日時 年  月  日  時  分 

都道府県  

報告者氏名  

報告日時 年  月  日  時  分 

都道府県市町村 

（消防本部） 

 

報告者氏名  

 

災
害
の
概
況 

発生場所  発生日時 月  日  時  分 

 

被
害
の
状
況 

人的 

被害 

死 者  人 
重傷者  人 

住家 

被害 

全壊  棟 床上浸水  棟 

 
うち 

災害関連死者 
 人 半壊  棟 床下浸水  棟 

軽傷者  人 
不 明  人 一部破損  棟 未分類  棟 

119番通報の件数 

応
急
対
策
の
状
況 

災害対策本部等の 

設 置 状 況 

（都道府県） （市町村） 

消 防 機 関 等 の 

活 動 状 況 

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等について、

その出動規模、活動状況等をわかる範囲で記入すること。） 

自 衛 隊 派 遣 

要 請 の 状 況 

 

その他都道府県又は市町村が講じた応急対策 

（注）第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分かる範囲で記載して報告する

こと。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。） 

（注）住家被害のうち、その程度が未確定のものについては、「未分類」の欄に計上すること。 

  

消防庁受信者氏名                

災害名              （第  報） 
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第４号様式（その１） 別紙 

都道府県名  （          ） 

（避難指示等の発令状況） 

市町村名 
緊急安全確保 発令日時 避難指示 発令日時 高齢者等避難 発令日時 

対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 解除日時 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

※ 対象世帯数等を確認中の場合は、空欄にせず「確認中」と記載すること。 
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ア 第４号様式（その１）（災害概況即報） 記入要領 

災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合や災害の当初の段階で被害状況が十分

把握できていない場合（例えば、地震時の第１報で、死傷者の有無、火災、津波の発生の有無等を報告す

る場合）には、本様式を用いること。 

 

(ア) 災害の概況 

① 発生場所、発生日時 

当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時を記入すること。 

② 災害種別概況 

a 風水害については、降雨の状況及び河川の氾濫、溢水、崖崩れ、地すべり、土石流等の概況 

b 地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等の概況 

c 雪害については、降雪の状況及び雪崩、溢水等の概況 

d 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の概況 

e その他これらに類する災害の概況 

 

(イ) 被害の状況 

当該災害により生じた被害の状況について、判明している人的被害及び住家の被害に重点を置いて記

入すること。 

１１９番通報の件数を記入する欄については、第３ 直接即報基準に該当する災害において、市町村か

ら消防庁に直接報告をする際に記入すること。 

なお、１１９番通報件数については、災害対応の初動段階において、災害の規模を推察する上で重要な

情報となるため、集計が困難な場合は、入電の多寡について可能な限り報告すること。 

 

(ウ) 応急対策の状況 

① 当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等（以下「災害対策本部等」

という。）を設置した場合にはその設置及び廃止の日時を記入すること。 

なお、複数の市町村で災害対策本部等を設置するなど、当該欄に記入できない場合には、任意の

様式を用いて報告をすること。 

また、庁舎被害等の発生に起因して、予定された場所以外に災害対策本部等が設置されるなど特

記すべき事象がある場合は、その旨を併せて記入すること。 

② 消防機関等の活動状況については、地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法

第39条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、活動状況等をわかる範囲で記入するこ

と。 

③ 自衛隊の災害派遣要請を行った場合には、その日時及び内容を記入すること。 

④ その他都道府県又は市町村が講じた応急対策については、避難所の設置状況、他の地方公共団

体への応援要請等について記入すること。 

また、大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報が発表された場合などにおいては、警報の伝達、

避難情報等の発令状況等の警戒・避難対策について記入すること。なお、避難情報の発令状況に

ついては、第４号様式（その１）別紙を用いて報告すること。 

 

引用・改変：和歌山県地域防災計画資料編（令和６年度修正版）消防庁火災・災害等即報要領の一部改正につい

て（通知）（令和７年４月21日付け消防応第44号） 
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（２）被害状況即報 

第４号様式（その２）（被害状況即報） 

都道府県  区   分 被   害 区   分 被   害 

災 

害 

対 
策 

本 

部 

等 

の 

設 

置 
状 

況 

都
道
府
県 

 

災 害 名 

・ 

報告番号 

災害名 

 

第      報 

 

（  月  日  時現在） 

そ 
 
 
 

の 
 
 
 

他 

田 
流失・埋没 ㏊  公 立 文 教 施 設 千円  

冠   水 ㏊  農林水産業施設 千円  

畑 
流失・埋没 ㏊  公 共 土 木 施 設 千円  

市
町
村 

 

冠   水 ㏊  その他の公共施設 千円  

学 校 箇所  小   計 千円  

報告者名  病 院 箇所  公共施設被害市町村数 団体  

区   分 被  害 道 路 箇所  

そ 
 

の 
 

他 

農 産 被 害 千円  

人
的
被
害 

死   者 人  橋 り ょ う 箇所  林 産 被 害 千円  

 うち災害関連死者 人  河 川 箇所  畜 産 被 害 千円  

行方不明者 人  港 湾 箇所  水 産 被 害 千円  

適
用
市
町
村
名 

災
害
救
助
法 

計    団体 

負
傷
者 

重 傷 人  砂 防 箇所  商 工 被 害 千円  

軽 傷 人  清 掃 施 設 箇所  

 

  

住 

家 

被 

害 

全 壊 

棟  鉄 道 不 通 箇所    

世帯  被 害 船 舶 隻    

人  水 道 戸  そ の 他 千円   

半 壊 

棟  電 話 回線  被 害 総 額 千円  １１９番通報件数       件 

世帯  電 気 戸  
災
害
の
概
況 

 

人  ガ ス 戸  

一 部 破 損 

棟  ブロック塀等 箇所  

世帯  

  

 

人  

応
急
対
策
の
状
況 

消
防
機
関
等
の
活
動
状
況 

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等について、その出動

規模、活動状況等を記入すること。） 

床 上 浸 水 

棟  

世帯  

人  

床 下 浸 水 

棟  り 災 世 帯 数 世帯  

世帯  り 災 者 数 人  

人  火
災
発
生 

建 物 件  自衛隊の災害派遣 その他 

非
住
家 

公 共 建 物 棟  危 険 物 件  

そ の 他 棟  そ の 他 件  
※１ 被害額は省略することができるものとする。 

※２ １１９番通報の件数は、10件単位で、例えば約10件、30件、50件（50件を超える場合は多数）と記入する

こと。
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第４号様式（その２） 別紙 

都道府県名  （          ） 

（市町村ごとの人的被害・住家被害） 

市町村名 

人 的 被 害 住 家 被 害 

 行方 

不明者 

負 傷 者 
全壊 半壊 

一部 

破損 

床上 

浸水 

床下 

浸水 死者 
うち災害関連 

死者 重傷 軽傷 

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

※市町村名は、総務省が定める全国地方公共団体コード順に記載すること。 
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イ 第４号様式（その２）（被害状況即報） 記入要領 

管内の被害状況や避難に関する状況等を把握できる段階に至った場合、本様式を用いること。 

(ア) 各被害欄 

原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被害額については、省略

することができる。 

なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ報告時点における断水戸数、通

話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。 

また、市町村ごとの人的被害・住家被害については、第４号様式（その２）別紙を用いて報告する

こと。 

(イ) 災害対策本部等の設置状況 

当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設

置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 

(ウ) 災害救助法適用市町村名 

市町村毎ごとに、適用日時を記入すること。 

(エ) 災害の概況 

災害の概況欄には次の事項を記入すること。 

① 災害の発生場所 

被害を生じた市町村名又は地域名 

② 災害の発生日時 

被害を生じた日時又は期間 

③ 災害の種類、概況 

台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、今後の見通し等 

(オ) 応急対策の状況 

消防機関等の活動状況について記入するとともに、自衛隊の災害派遣要請を行った場合にはその日

時及び内容を記入すること。 

また、その他の欄については、避難所の設置状況、災害ボランティアの活動状況等を記入すること。 

 

引用：和歌山県地域防災計画資料編（令和６年度修正版）消防庁火災・災害等即報要領の一部改正について

（通知）（令和７年４月21日付け消防応第44号） 
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２ 火災即報 

第１号様式（火災） 

第    報  

報告日時 年  月  日  時  分 

都道府県  

報告者氏名  

報告日時 年  月  日  時  分 

都道府県市町村 

（消防本部） 

 

報告者氏名  

 

火 災 種 別  １ 建物 ２ 林野 ３ 車両 ４ 船舶 ５ 航空機 ６ その他 

出 火 場 所  

出 火 日 時 

(覚知日時) 

月  日  時  分 

（月  日  時  分） 

(鎮 圧 日 時) 

鎮 火 日 時 

月  日  時  分 

（月  日  時  分） 

火元の業態・ 

用    途 
 

事 業 所 名 

(代表者氏名) 
 

出 火 箇 所  出 火 原 因  

死 傷 者 

死者（性別・年齢）    人 

 

 

負傷者 重症       人 

中等症      人 

軽症       人 

死者の生じた 

理    由 
 

建 物 の 概 要 
構造               建築面積                         ㎡ 

階層               延べ面積                         ㎡ 

焼 損 程 度 
焼損 

棟数 

全 焼   棟 

半 焼   棟 

部分焼   棟 

ぼ や   棟 

焼 損 面 積 

建物焼損床面積            ㎡ 

建物焼損表面積            ㎡ 

林野焼損面積            ha 

り 災 世 帯 数 世帯 気 象 状 況  

消防活動状況 

消防本部（署）            台          人 

消 防 団               台          人 

その他（消防防災ヘリコプター等）   台・機        人 

救急・救助 

活動状況 
 

災害対策本部 

等の設置状況 
 

その他参考事項 

（注） 第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分かる範囲で記載して報告する

こと。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。） 

 

消防庁受信者氏名                    

※ 特定の事故を除く。 

計 棟 
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３ 被害状況報告及び附表・明細表 
様式２ 

概況    月     日現在 

中間    月     日現在 

確定    月     日 

 災 害 の 種 別  

発 生 年 月 日  

発 生 場 所  

 
区   分 被 害 区  分 被 害 区  分 被 害 対応措置等 

人

的

被

害 

死 者 1 人  

文

教

施

設 

全 壊 30 箇所  

農

林

水

産

業

施

設 

農 地 62 千円  県の防災体制 発 令 解 除 

行 方 不 明 2 人  半 壊 31 箇所  農 業 施 設 63 千円  警

備

体

制 

１ 号   

負

傷

者 

重 傷 3 人  そ の 他 32 箇所  林 業 用 施 設 64 千円  ２ 号   

軽 傷 4 人  （計） 33 箇所  
共同利用施設 

( 農 林 ） 
65 千円  

配

備

体

制 

１ 号   

住

家

被

害 

全 壊 

5 棟  

農

地

被

害 

田 
流 失  埋 没 34 ㏊  

共同利用施設 

( 水 産 ） 
66 千円  ２ 号   

6 世帯  冠 水 35 ㏊  （計） 67 千円  県の水防体制 発 令 解 除 

7 人  
畑 

流 失 、 埋 没 36 ㏊  

土

木

施

設 

道 路 68 千円  水

防

配

備

態

勢 

１ 号   

半 壊 

8 棟  冠 水 37 ㏊  橋 り ょ う 69 千円  ２ 号   

9 世帯  畦 畔 38 箇所  河 川 70 千円  ３ 号   

10 人  一 般 休 地 39 箇所  海 岸 71 千円  
県災害対策本部 

設 置  

一 部 破 損 

11 棟  農

林

水

産

施

設 

農 業 用 施 設 40 箇所  港 湾 72 千円  解 散  

12 世帯  林 業 用 施 設 41 箇所  砂 防 73 千円  
災
害
対
策
本
部
設
置
市
町
村
名 

  

 

 

13 人  
共 同 利 用 施 設 

( 農 林 ） 
42 箇所  漁 港 74 千円  

床 上 浸 水 

14 棟  
共 同 利 用 施 設 

( 水 産 ） 
43 箇所  （計） 75 千円  

15 世帯  

土

木

施

設 

道 路 44 箇所  

そ

の

他

公

共

施

設 

病 院 76 千円  

16 人  橋 り ょ う 45 箇所  水 道 77 千円  計 団体 

床 下 浸 水 

17 棟  河 川 46 箇所  清 掃 施 設 78 千円  
災
害
救
助
法
適
用
市
町
村
名 

  

18 世帯  海 岸 47 箇所  

県 

一 般 79 千円  

19 人  港 湾 48 箇所  公営企業 80 千円  

り

災

者 

世 帯 20 世帯  砂 防 49 箇所  公 社 81 千円  

人 員 21 人  漁 港 50 箇所  市 町 村 82 千円  計 団体 

非

住

家 

公

共

建

物 

県 

全 壊 22   衛

生

関

係

施

設 

病 院 51 箇所  （計） 83 千円  

避
難
命
令
勧
告
発
令
状
況 

 

 

半 壊 23 棟  水 道 52 箇所  小 計 84 千円  

市

町

村 

全 壊 24 棟  清 掃 施 設 53 箇所  
公共施設被害市 

町 村 数 
85 団体  

半 壊 25 棟  商 工 関 係 54 箇所  

そ

の

他 

農 産 被 害 86 千円  

（計） 26 棟  が け く ず れ 55 箇所  林 産 被 害 87 千円  

そ

の

他 

全 壊 27 棟  交

通

通

信

被

害 

鉄 道 不 通 56 箇所  畜 産 被 害 88 千円  

半 壊 28 棟  船 舶 被 害 57   水 産 被 害 89 千円  計 団体 

（計） 29 棟  通 信 被 害 58 回線  商 工 被 害 90 千円  
消 防 職 員 

出 動 延 人 員 
人 

 

そ

の

他 

停 電 被 害 59 軒数  そ  の  他 91 千円  消 防 職 員 

出 動 延 人 員 
人 

ガ ス 被 害 60   被  害  総  額 92 千円  
 

文 教 施 設 61 千円   

 

 

 

 

 

  

被 害 状 況 報 告 
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附表９（県関係） 

被 害 状 況 報 告 

 

概 況   年  月  日  時  分現在 

中 間   年  月  日  時  分現在 

確 定   年  月  日  時  分 

災害名 

 

施 設 名 
建  物(棟) 施 設 

(箇所) 

被 害 額 

(千円) 
備   考 

全 壊 半 壊 その他 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合     計 0 0 0 0 0  

区 分 番 号 22 23   79,80,81  

（注）対象は下記以外の県施設 

文 教 施 設→公立文教施設災害復旧費国庫負担法の対象となるもの 

農林水産業施設→農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の対象となるもの 

土 木 施 設→公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の対象となるもの 
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明細表１（民生関係） 

概 況   年  月  日  時  分現在 

中 間   年  月  日  時  分現在 

確 定   年  月  日  時  分 

（死者また行方不明者分）       災害名 

市町村名 
死 亡 又 は 

行方不明者の別 
氏   名 性別、年齢、職業 住   所 原   因 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

死亡   計   

行方不明 計  

 

 

明細表２ 

概 況   年  月  日  時  分現在 

中 間   年  月  日  時  分現在 

確 定   年  月  日  時  分 

災害名 

市町村名 床上浸水 床下浸水 世帯数 主たる被災地(字名) 原   因 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計 0 0 0   

  

被 害 状 況 報 告 

被 害 状 況 報 告 
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明細表３（教育関係） 

概 況   年  月  日  時  分現在 

中 間   年  月  日  時  分現在 

確 定   年  月  日  時  分 

災害名 

市町村名 

区分 

   

学 

校 

全
壊 

校 数    

学校名    

半
壊 

校 数    

学校名    

文
化
財
建
造
物 

全
壊 

棟 数    

名 称    

半
壊 

棟 数    

名 称    

臨
時
休
校
を
し
た
学
校 

小
学
校 

校 数    

学校名    

中
学
校 

校 数    

学校名    

高
等
学
校 

校 数    

学校名    

計   0 0 0 

 

明細表４（公共施設関係） 

概 況   年  月  日  時  分現在 

中 間   年  月  日  時  分現在 

確 定   年  月  日  時  分 

災害名 

市町村名 区分 
県庁舎 役場庁舎 公立病院 公立診療所 し尿処理施設 ごみ処理施設 

棟数 金額 棟数 金額 棟数 金額 棟数 金額 棟数 金額 棟数 金額 

 全 壊             

 半 壊             

 その他             

 名 称             

 全 壊             

 半 壊             

 その他             

 名 称             

 全 壊             

 半 壊             

 その他             

 名 称             

 

  

被 害 状 況 報 告 

被 害 状 況 報 告 
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明細表５（道路、河川関係） 

概 況   年  月  日  時  分現在 

中 間   年  月  日  時  分現在 

確 定   年  月  日  時  分 

災害名 

河川路線名 区 分 
位  置 

種 類 延長巾員 復旧金額 内応急額 堤防高 今回水位 備  考 
市町村 大 字 

           

           

           

           

 

 

明細表６（急傾斜地、山地関係） 

概 況   年  月  日  時  分現在 

中 間   年  月  日  時  分現在 

確 定   年  月  日  時  分 

災害名 

市町村名 

区 分 

区     分 

地 区 名 延 長(m) 面 積(㎡) 住家の被害(戸) 備  考 

土砂くずれ地すべり等 

(住家に影響のあるもの) 
     

同上による人的被害 

及び措置状況 
     

 

 

  

被 害 状 況 報 告 

被 害 状 況 報 告 
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明細表７（農作物関係） 

概 況   年  月  日  時  分現在 

中 間   年  月  日  時  分現在 

確 定   年  月  日  時  分 

災害名 

市町村名 

区 分 
    

水 
 
 
 

稲 

冠   水 

㏊     

ton     

千円     

倒   伏 

㏊     

ton     

千円     

埋没・流出 

㏊     

ton     

千円     

果 
 
 
 

樹 

み か ん 

㏊     

ton     

千円     

柿 

㏊     

ton     

千円     

桃 

㏊     

ton     

千円     

梅 

㏊     

ton     

千円     

そ の 他 

㏊     

ton     

千円     

そ
さ
い 

そ の 他 

㏊     

ton     

千円     

そ の 他     

 

被 害 状 況 報 告 
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４ 土砂災害緊急ＦＡＸ送付状（第１報） 

 

土砂災害緊急ＦＡＸ送付状（第１報） 

 

     建設部 行き 

 砂  防  課 行き 

報告者 

所属                

氏名                

 

災 害 報 告（   年   月   日   時 現在） 
ふりがな 

発生 

場所 

   
地
区
名 

 

［市・郡］ ［区・町・村］ 

  

発 生 日 時 ［不明・調査中・確認済］       年   月   日   時   分 

災 害 形 態 土石流・急傾斜地崩壊・地すべり・河道閉塞・その他（                         ） 

被
害
状
況 

人
的
被
害 

死  者 名 
被
害
者
年
齢 

才 
農
地
被
害 

(種類・面積) 概略のポンチ絵(別途添付してもよい) 

行方不明 名 才 
 

負 傷 者 名 才 

人
家
被
害 

全壊・流出 戸 (公共施設・災害弱者関連施設(重要・一般)

の名称は要記載) 

半  壊 戸 

一部破損 戸 

床上浸水 戸 

床下浸水 戸 

非住家被害 戸 宅地擁壁の被害 戸(空積・練積・RC・その他) 

公共土木施設 

被    害 

 
(砂防施設・道路・鉄道・

橋梁・河川構造物 等) 

(流出、破損、埋没、交通の不通状況 等を記載) 

二次被害の可能性 （ 有・無 ） 

避難状況（集落名、種類(指示・自主)、世帯数、人数、避難場所、指示等の発令時刻 等を記載） 

＊［添付図面等］ 

 ・ゼンリンの地図等災害発生場所が特定できるもの 

＊第１報はその時点で判明している内容でよいので迅速に報告すること 

＊写真は、別途e-mailにて送付して下さい。 

建設部       @pref.wakayama.lg.jp 

県庁 砂防課   e0806001@pref.wakayama.lg.jp 
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★第１報の注意点 

 

 

 

 

 

 

災 害 報 告（   年   月   日   時 現在） 
ふりがな 

発生 

場所 

   
地
区
名 

 

［市・郡］ ［区・町・村］ 

  

発 生 日 時 ［不明・調査中・確認済］       年   月   日   時   分 

災 害 形 態 土石流・急傾斜地崩壊・地すべり・河道閉塞・その他（                         ） 

被
害
状
況 

人
的
被
害 

死  者 名 
被
害
者
年
齢 

才 
農
地
被
害 

(種類・面積) 概略のポンチ絵(別途添付してもよい) 

行方不明 名 才 
 

負 傷 者 名 才 

人
家
被
害 

全壊・流出 戸 (公共施設・災害弱者関連施設(重要・一般)

の名称は要記載) 

半  壊 戸 

一部破損 戸 

床上浸水 戸 

床下浸水 戸 

非住家被害 戸 宅地擁壁の被害 戸(空積・練積・RC・その他) 

公共土木施設 

被    害 

 
(砂防施設・道路・鉄道・

橋梁・河川構造物 等) 

(流出、破損、埋没、交通の不通状況 等を記載) 

二次被害の可能性 （ 有・無 ） 

避難状況（集落名、種類(指示・自主)、世帯数、人数、避難場所、指示等の発令時刻 等を記載） 

＊［添付図面等］ 

 ・ゼンリンの地図等災害発生場所が特定できるもの 

＊第１報はその時点で判明している内容でよいので迅速に報告すること 

＊写真は、別途e-mailにて送付して下さい。 

建設部       @pref.wakayama.lg.jp 

県庁 砂防課   e0806001@pref.wakayama.lg.jp 

 

 

 

 

記入例 

☆手書きで良い（スピード最優先） 

☆その時点で判明している内容で良い 

☆ゼンリン等位置の特定ができるものを添付 

☆写真があればベスト 

崩壊の高さ、巾等を記入 

☆被害状況（詳細不明の場合の記入例） 

①詳細は不明ですが、家屋に被害があったようです。 

②詳細は不明ですが、人的被害があったようです。 

③民家に被害があり、現在避難しています。 
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５ 自衛隊部隊等の派遣要請依頼書 

 

番号    

日付    

和 歌 山 県 知 事    殿 

 

九度山町長        

 

 

部 隊 等 の 派 遣 要 請 依 頼 書 

 

災害対策基本法第６８条の２の規定により、部隊等の災害派遣要請を下記のとおり依頼します。 

 

記 

 

１ 災害の状況及び派遣要請を依頼する理由 

 

 

２ 派遣を希望する期間 

 

 

３ 派遣を希望する区域及び活動内容 

 

(１)区域 

 

 

(２)活動内容 

 

 

４ その他 
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６ 自衛隊部隊等の撤収要請依頼書 

 

番号    

日付    

 

和 歌 山 県 知 事    殿 

 

九度山町長        

 

 

部 隊 等 の 撤 収 要 請 依 頼 書 

 

年  月  日災害派遣を受けた部隊等の撤収要請を下記のとおり依頼いたします。 

 

記 

 

 

１ 撤収を希望する日付 

 

 

 

２ 撤収要請を依頼する理由 
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７ 緊急消防援助隊の応援等要請 

別記様式１－１ 

 

 

第         報 

年   月   日   時   分 

   （消防庁長官）    殿 

   （都道府県知事）     

 消防組織法第44条第１項の規定に基づき、    年  月  日  時  分に電話により行った緊急消防援

助隊の応援等の要請について、詳細の災害の状況等を報告します。 

災 害 発 生 日 時 年    月    日    時    分頃 

災 害 発 生 場 所 
都道                           市区 

府県                           町村 

出動を希望する区域・活動内容  

災 害 の 状 況 

 

原子力施設等 有 ・ 無 被 害 有 ・ 無 ・不明 

石油コンビナート等 有 ・ 無 被 害 有 ・ 無 ・不明 

 

応援等要請日時 年    月    日    時    分 

必要とする応援隊 

 

必要とする隊に〇を付ける。 

必要隊数が分かる場合は、

隊数を記入。 

出動可能な全隊  

特
殊
災
害
小
隊 

毒劇物等対応小隊  

指揮支援隊  

 

Ｎ災害対応小隊  

指揮隊  Ｂ災害対応小隊  

消火小隊  Ｃ災害対応小隊  

救助小隊  大規模危険物火災等対応小隊  

救急小隊  密閉空間火災等対応小隊  

後方支援小隊  

特
殊
装
備
小
隊 

遠距離大量送水小隊  

通信支援小隊  消防活動二輪小隊  

航空小隊  震災対応特殊車両小隊  

水上小隊  水難救助小隊  

 その他（           ）  

その他参考となるべき事項 

（必要資機材等）  

＜連絡責任者＞ 

担当課室  氏  名  

ＮＴＴ回線電話  ＮＴＴ回線ＦＡＸ  

地域衛星電話  地域衛星ＦＡＸ  

※応援等の要請は電話により直ちに行うこと。また、本様式による要請は、上記事項を把握した段階で速やかに行うこと。 

  

緊急消防援助隊の応援等要請 
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別記様式１－２ 

 

 

第         報 

年   月   日   時   分 

（消防庁長官 又は 都道府県知事） 殿 

    （市町村長）      

 緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱第４条の規定に基づき、次のとおり詳細な災害の状況及び大規模

な消防の応援等に関する事項を連絡します。 

災 害 発 生 日 時 年    月    日    時    分頃 

災 害 発 生 場 所 
都道                           市区 

府県                           町村 

出動を希望する区域・活動内容  

災 害 の 状 況 

 

原子力施設等 有 ・ 無 被 害 有 ・ 無 ・不明 

石油コンビナート等 有 ・ 無 被 害 有 ・ 無 ・不明 

 

応援等要請日時 年    月    日    時    分 

必要とする応援隊 

 

必要とする隊に〇を付ける。 

必要隊数が分かる場合は、

隊数を記入。 

出動可能な全隊  

特
殊
災
害
小
隊 

毒劇物等対応小隊  

指揮支援隊  

 

Ｎ災害対応小隊  

指揮隊  Ｂ災害対応小隊  

消火小隊  Ｃ災害対応小隊  

救助小隊  大規模危険物火災等対応小隊  

救急小隊  密閉空間火災等対応小隊  

後方支援小隊  

特
殊
装
備
小
隊 

遠距離大量送水小隊  

通信支援小隊  消防活動二輪小隊  

航空小隊  震災対応特殊車両小隊  

水上小隊  水難救助小隊  

 その他（           ）  

その他参考となるべき事項 

（必要資機材等）  

＜連絡責任者＞ 

担当課室  氏  名  

ＮＴＴ回線電話  ＮＴＴ回線ＦＡＸ  

地域衛星電話  地域衛星ＦＡＸ  

※応援等が必要である旨の連絡は電話により直ちに行うこと。また、本様式による要請は、上記事項を把握した段階で速やかに

行うこと。 

出典：消防庁「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」（平成29年３月28日改正） 

応援要請のための連絡事項 
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８ 緊急消防援助隊の部隊移動に関する意見（回答） 

別記様式６－２ 

 

 

年   月   日   時   分 

消防庁長官 殿 

    （市町村長）      

 消防組織法第44条第８項の規定に基づき、求められた部隊移動に関する意見について、次のとおり回答します。 

 

 □ 了承します。 

 

 □ その他 

 

部隊移動に関する意見 

 

＜連絡責任者＞ 

担当課室  氏  名  

ＮＴＴ回線電話  ＮＴＴ回線ＦＡＸ  

地域衛星電話  地域衛星ＦＡＸ  

 

出典：消防庁「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」（平成29年３月28日改正） 

 

  

部隊移動に関する意見（回答）

のための連絡事項 
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９ 和歌山県防災ヘリコプター緊急運航要請書 

 

受 信 時 間   時   分現在 

１ 要請機関名 TEL 発信者  

２ 災害の種別 （１）救急  （２）救助  （３）災害応急(調査・広報)  （４）火災防御  （５）その他 

３ 活動内容  調査   広報   撮影   傷病者搬送   空中消火   救急   救助 

 輸送（品名数量             ）  その他（         ） 

４ 発生場所 

及び 

発生時間 

市町村              地内 

（発生時間）      年   月   日     時   分 

（目  標） 

（離着陸場所） 

５ 現地の気象条件  天候       風向       風速       気温 

 視程    ｍ  気象予警報（            警報 ・ 注意報） 

６ 現場指揮者  所属・職名・氏名 

７ 現場との 

連絡手段 

 無線種別（全国波、県波） 

 現場指揮本部（車）呼出名称（コールサイン） 

８ 

要
請
を
必
要
と
す
る
理
由 

※ 災害の状況、要請する活動内容、受け入れ体制を記入すること 

   （救助の場合には、事故の原因、事故の状況、人数等も記入のこと） 

目 

標 

 別添地図のとおり 

   ※目標が明確となる大き目の図面を添付のうえ、住宅地図のページ数を明記のこと 

和歌山県防災航空センター  ＴＥＬ ０７３９－４５－８２１１ 

              ＦＡＸ ０７３９－４５－８２１３ 
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９ 

傷
病
者
搬
送
の
場
合 

傷 病 者 

フリガナ  

年齢 歳 性別 男 ・ 女 
氏 名  

症   状  

離着場所の 

目 標 等 

出場先の 

所 在 地 

及び目標 

 

搬送先の 

所 在 地 

及び目標 

 

搭  乗  者 

医師の氏名  
関 係 者 の 

氏    名 
 

看護師の氏名  

病院への搬送方法 救急車の手配 有 ・ 無 病院の手配 有 ・ 無 

受 入 病 院 
所 在 地 

名   称 
 連 絡 先 TEL 

搬送先の消防本部の担当者職氏名 
消防本部       課 

TEL 

10 必 要 資 機 材  

11 他航空機への要請  

12 その他必要事項 
 

 

 

※以下の項目は、防災航空隊で出場の可否を決定の後、連絡します。 

１ 使用無線等 無線種別（全国波、県波） 

現場指揮本部（車）呼出名（コールサイン） 

２ 到着予定時間 年   月   日 （  曜日）     時     分 

３ 活動予定時間 時間        分 

４ 燃料の確保 要手配 ・ 手配不要             ℓ（ドラム缶    本） 

 

受 信 者 和 歌 山 県 防 災 航 空 隊  
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10 和歌山県（統一様式）トリアージ・タッグ 

 

トリアージとは、災害発生時等に多数の傷病者が同時に発生した場合、傷病者の緊急度や重傷度に応じて患者

を識別し、その上で適切な処置や搬送を行うことを意味し、その際に用いる（患者につける）タッグ（識別票）

をトリアージ・タッグという。 

また、トリアージ・タッグは、被災地内の医療機関においては、簡易カルテとして利用することも可能なもの

であり、県の緊急医療システムの「広域災害・緊急医療情報システム」の情報項目の「既受入患者数」の的確な

把握においても、同タッグの活用が期待できる。 

一方、トリアージ・タッグは、様々な様式・形式のものが使用されており、阪神・淡路大震災時の経験から複

数の機関が参集する大規模災害に備えて、標準化を図るべきという指摘も多いことから、下記のとおり和歌山県

（統一様式）トリアージ・タッグを定めるものとする。 

 

(１) タッグの形式及び寸法 

23.2㎝（縦）×11.0㎝（横）の３枚複写とし、１枚目は『災害現場用』、２枚目は『搬送機関用』とし、本体

（３枚目）は『収容医療機関用』とする。 

 

(２) タッグに用いる色の区分 

軽処置群を緑色（Ⅲ）、非緊急治療群を黄色（Ⅱ）、最優先治療群を赤色（Ⅰ）、死亡及び不処置群を黒色とす

る。 

 

(３) トリアージの原則及び分類 

原則は、救命不可能な傷病者に時間をとりすぎること、治療不要の軽傷患者を除外することにある。生命は

四肢に優先し、四肢は機能に優先し、機能は美容に優先する。 

 

トリアージのプロトコールを表示すると以下のとおりである。 

優先度 色別 疾 病 状 況 診         断 

第一順位 赤 
生命、四肢の危機的状況 呼吸困難、重傷熱傷、多発外傷、大出血、クラッシュ

シンドローム、ショックなど 

第二順位 黄 
数時間処置を遅らせても悪化

しない程度 

中等熱傷、四肢長管骨骨折、脊髄損傷、脱臼など入院

治療を要する患者 

第三順位 緑 
軽傷外傷、通院治療が可能 打撲、捻挫、外傷、小骨折、過換気症候群、小範囲熱

傷など 

第四順位 黒 
生命兆候のないもの 死亡又は明らかに生存の可能性がないもの 
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引用：和歌山県地域防災計画資料編（令和６年度修正版） 
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11 通行の禁止または制限についての表示の様式 

 

別記様式第１（第１条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第２（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

備考 

１ 色彩は、文字、縁線及び区分線を青色、斜めの帯及び

枠を赤色、地を白色とする。 

２ 縁線及び区分線の太さは、１センチメートルとする。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

４ 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある

場合にあっては、図示の寸法の２倍まで拡大し、又は図

示の寸法の２分の１まで縮小することができる。 

備考 

１ 色彩は、文字、縁線及び区分線を青色、斜めの帯及び

枠を赤色、地を白色とする。 

２ 縁線及び区分線の太さは、１センチメートルとする。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

４ 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある

場合にあっては、図示の寸法の２倍まで拡大し、又は図

示の寸法の２分の１まで縮小することができる。 
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12 緊急通行車両の標識及び証明書の様式 
 

別記様式第４（第６条の２関係） 

 

備考 １ 色彩は、記号を黄色、縁及び「緊急」の文字を赤色、

「登録（車両）番号」、「有効期限」、「年」、「月」

及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、

月及び日を表示する部分を白色、地を銀色とする。 

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射確度に応じて

変化する措置を施すものとする。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

 

 

 

別記様式第５（第６条の２関係） 

 第   号 

年  月  日 

 

緊急通行車両確認証明書 

 

 

 

和歌山県知事  ○印  

和歌山県公安委員会  ○印  

番 号 標 に 表 示 

さ れ て い る 番 号 
 

車両の用途(緊急輸送を 

行う車両にあっては、 

輸送人員又は品名） 

 

活 動 地 域  

車両の 

使用者 

住 所 

 

 

（     ）   局   番 

氏名又 

は名称 
 

有 効 期 限  

備 考  

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。 
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別記様式第６（第６条の３関係） 

 

年  月  日 

和歌山県知事・和歌山県公安委員会 殿 

 

 

緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 

 

 

申出者  住 所 

氏 名 

 

番 号 標 に 表 示 

さ れ て い る 番 号 
 

標 章 ・ 証 明 書 番 号  

交 付 年 月 日  

変 更 の 内 容  

変 更 の 理 由  

備 考  

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。 
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13 緊急通行車両等の事前届出制度のフローチャート（発災前でも確認手続きが可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 出 

審 査 

交 付 

緊急通行に係る業務の実施につき 

責任を有する者（代行者を含む） 

車両の使用の本拠地を管轄 

する警察署 

確認申出者 

確認申出書等の提出 

確認証明書等の交付 

○対象車両 

・災害応急対策等に使用する計画が

ある車両 

・指定行政機関等が保有、契約によ

り使用、調達する車両 

 

○提出書類 

・緊急通行車両確認申出書 

・自動車検査証の写し 

・輸送協定書、上申書等 

 

※地震法では緊急輸送車両という 
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14 罹災証明書と被災証明書について 

 

地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きなどの

ために、町の証明書が必要になる場合があります。 

こういった場合、町では「罹災証明書」または「被災証明書」を発行します。 

 

罹災証明書とは 

住家（居住のために使用している建物）について、被害の程度を証明するものです。 

証明書の発行にあたり、家屋の被害状況について、町の調査員が現地調査を行います。 

被害の程度は、現地調査により、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない（一部

損壊）」の６つの区分のいずれかに認定されます。 

被害の程度 浸水深による判定 損害基準判定 

全壊 住家流失または1.8ⅿ以上の浸水 50％以上 

大規模半壊 床上１ⅿ以上1.8ⅿ未満の浸水 40％以上50％未満 

中規模半壊 床上0.5ⅿ以上１ⅿ未満の浸水 30％以上40％未満 

半壊 床上0.5ⅿ未満の浸水 20％以上30％未満 

準半壊  10％以上20％未満 

準半壊に至らない（一部損壊） 床下浸水 10％未満 

 

被災証明書とは 

住家以外の財産について、被災した事実を証明するものです。 

 <例>店舗や事務所、物置、カーポート、門、塀、車両、農林水産施設など 

 

罹災証明書のような被害の程度は記載しません。 

なお、原則、調査員による現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真を必ずご用意ください。 

 

申請者 

被害を受けた世帯の世帯主または代理人 

※代理人の場合は、被害を受けた世帯の世帯主の委任状が必要です。 

 

必要書類 

交付申請書 

被災状況を確認することができる写真 

被災場所を確認することができる地図 

本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど） 

同居の親族以外の方（代理人）が申請する場合は委任状 

 

申請期限 

災害が発生した日の翌日から起算して、３ヶ月以内。 

ただし、客観的に判断して、発災の事実による被害の程度が分かる書類（発災前・発災後の日付入り写真等）が

ある場合は、災害が発生した日の翌日から起算して１年以内。 

※大規模災害発生時には、申請期限が変更になる場合があります。変更となった場合は、町ホームページにてお

知らせします。 
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手数料 

無料 

 

住まいが被害を受けたときに最初にすること 

片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存してください。 

写真の撮り方が内閣府により公表されていますので参考にしてください。 

 

注意事項 

罹災証明書の交付には、現地調査を要するため、証明書発行まで日数がかかることをご理解ください。 

申請期限内であっても、申請内容等によっては交付できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

提出いただいた書類、写真などは、返却いたしません。 

いずれの証明書も民事上の権利義務関係に効力を有する物ではありません。 

火災を原因とする罹災証明書については、伊都消防組合（TEL:0736-22-0119）にお問い合わせください。 
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15 罹災証明書 

 

（整理番号） 

罹 災 証 明 書 

  年  月  日 

 

世 帯 主 住 所  

世 帯 主 氏 名  

世 帯 構 成 員 

氏 名 続 柄 

  

  

  

  

  

 

罹 災 原 因 年   月   日の            による 

 

被 災 住 家 ※ の 

所 在 地 
九度山町大字 

住家※の被害の 

程 度 

□全壊 □大規模半壊 □中規模半壊 □半壊 □準半壊 □準半壊に至らない 

（一部損壊） 

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用している建物 

 

備 考  

 

 

 

 上記のとおり、相違ないことを証明します。 

 

年  月  日 

 

九度山町長 
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（整理番号） 

罹 災 証 明 書 

  年  月  日 

 

世 帯 主 住 所 九度山町大字●●●1234番地 

世 帯 主 氏 名 九度山 太郎 

世 帯 構 成 員 

氏 名 続 柄 

九度山 太郎 世帯主 

九度山 花子 妻 

九度山 一郎 子 

  

  

 

罹 災 原 因 令和●●年○○月○○日の  大雨  による 

 

被 災 住 家 ※ の 

所 在 地 
九度山町大字●●●1234番地 

住家※の被害の 

程 度 

□全壊 □大規模半壊 □中規模半壊 ☑半壊 □準半壊 □準半壊に至らない 

（一部損壊） 

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用している建物 

 

備 考 浸水区分は床上浸水。車１台流失。 

 

 

 

 上記のとおり、相違ないことを証明します。 

 

年  月  日 

 

九度山町長 

 

記載例 
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16 罹災証明書交付申請書 

 

罹災証明書交付申請書 

  年  月  日 

（あて先）九度山町長 

申請者 住 所 

氏 名                  ○印  

電 話 

下記のとおり、罹災したことを証明願います。 

記 

世 帯 構 成 員 

氏 名 続 柄 

  

  

  

  

  

り 災 日 年   月   日 

り 災 場 所 九度山町大字 

り 災 原 因  

り 災 物 件 住家 

証 明 事 項 

 

 

 

 

 

使 用 目 的  

証明書必要部数                        部 

添 付 書 類 現況写真及び位置図 
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罹災証明書交付申請書 

  年  月  日 

（あて先）九度山町長 

申請者 住 所 九度山町大字●●●1234番地 

氏 名 九度山 太郎          ○印  

電 話 090-1234-1234 

下記のとおり、罹災したことを証明願います。 

記 

世 帯 構 成 員 

氏 名 続 柄 

九度山 太郎 世帯主 

九度山 花子 妻 

九度山 一郎 子 

  

  

り 災 日 令和●●年 ○○月 ▲▲日 

り 災 場 所 九度山町大字●●●1234番地 

り 災 原 因 令和●●年○○月○○日の豪雨により被害が生じたため 

証 明 事 項 

（例）家屋が倒壊している。１階部分が押しつぶされている。 

家屋が傾いている。 

屋根瓦がずれて落ちている。 

外壁がひび割れ、脱落している。 

 

使 用 目 的  

証明書必要部数                     ２  部 

添 付 書 類 現況写真及び位置図 

 

 

 

記載例 
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17 被災証明書 

 

  年  月  日 

 

被 災 証 明 書 

 

 

様 

 

九度山町長 

 

 

 下記のとおり、被災したことを証明します。 

 

記 

 

被 災 日  

被 災 場 所  

被 災 者 氏 名  

被 災 原 因  

被 災 物 件  

証 明 事 項 

 

 

 

 

 

使 用 目 的  

証明書必要部数                        部 

添 付 書 類 現況写真及び位置図 
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  年  月  日 

 

被 災 証 明 書 

 

 

九度山太郎 様 

 

九度山町長 

 

 

 下記のとおり、被災したことを証明します。 

 

記 

 

被 災 日 令和●●年○○月▲▲日 

被 災 場 所 九度山町大字●●●１２３４番地 

被 災 者 氏 名 九度山 太郎 

被 災 原 因 令和●●年○○月○○日の豪雨により被害が生じたため 

被 災 物 件 （例）店舗、事務所、倉庫、車庫、フェンス、ビニールハウス等 

証 明 事 項 

（例）事務所の屋根が雨漏りしている。 

   ブロック塀が地震で倒壊。 

   自家用車がタイヤの上半分まで水没。 

○○○○保険に使用するため。 

   ビニールハウスのビニールとパイプの破損。 

使 用 目 的 ○○○○保険に使用するため。 

発 行 部 数 ２部 

備 考 

 

記載例 
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18 被災証明書交付申請書 

 

被災証明書交付申請書 

  年  月  日 

（あて先）九度山町長 

申請者 住 所 

氏 名                  ○印  

電 話 

下記のとおり、被災したことを証明願います。 

記 

被 災 日 年   月   日 

被 災 場 所 九度山町大字 

被 災 者 氏 名  

被 災 原 因  

被 災 物 件  

証 明 事 項 

 

 

 

 

 

使 用 目 的  

証明書必要部数                        部 

添 付 書 類 現況写真及び位置図 
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被災証明書交付申請書 

  年  月  日 

（あて先）九度山町長 

申請者 住 所 九度山町大字●●●1234番地 

氏 名 九度山 太郎          ○印  

電 話 090-1234-1234 

下記のとおり、被災したことを証明願います。 

記 

被 災 日 令和●●年○○月▲▲日 

被 災 場 所 九度山町大字●●●１２３４番地 

被 災 者 氏 名 九度山 太郎 

被 災 原 因 令和●●年○○月○○日の豪雨により被害が生じたため 

被 災 物 件 （例）店舗、事務所、倉庫、車庫、フェンス、ビニールハウス等 

証 明 事 項 

（例）事務所の屋根が雨漏りしている。 

   ブロック塀が地震で倒壊。 

   自家用車がタイヤの上半分まで水没。 

○○○○保険に使用するため。 

   ビニールハウスのビニールとパイプの破損。 

使 用 目 的  

証明書必要部数 ２部 

添 付 書 類 現況写真及び位置図 

 

記載例 
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16 罹災証明願 

 

 

罹 災 証 明 願 

 

令和  年  月  日   

 

 九 度 山 町 長  岡 本   章  殿 

 

申請者 住 所                 

氏 名              ○印  

電 話                 

 

 下記のとおり、罹災したことを証明願います。 

 

記 

 

罹災年月日     年   月  日 

罹 災 場 所  和歌山県伊都郡九度山町 

罹災者氏名  

罹 災 原 因  

証 明 事 項  

使 用 目 的  

発 行 部 数        部 

備 考  

 

上記内容のとおり、相違ないことを証明する。 

 

     年  月  日 

 

九 度 山 町 長 
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17 罹災証明願（記入例） 

 
罹 災 証 明 願 

 

令和  年  月  日   

 

 九 度 山 町 長  岡 本   章  殿 

 

           申請者 住所 和歌山県伊都郡九度山町○○○○○○ 

           氏名 九度山太郎            印 

電話 ０７３６－５４－○○○○      

 

 下記のとおり、罹災したことを証明願います。 

 

記 

 

罹災年月日  令和４年９月１６日 

罹 災 場 所  和歌山県伊都郡九度山町○○○○○ 

罹災者氏名 九度山太郎 

罹 災 原 因 台風１８号により丹生川が氾濫した為 

証 明 事 項 
例 洪水による床上浸水被害 

  洪水による床下浸水被害 等 

使 用 目 的 例 ○○○○保険に使用する為 

発 行 部 数        部 

備 考  

 

上記内容のとおり、相違ないことを証明する。 

 

     年  月  日 

 

記入例 
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19 委任状 

 

委 任 状 

 

   年   月   日 

（宛先）九度山町長 

 

代理人  住  所                     

     氏  名                     

     電話番号                     

 

 

 

 

私は上の者を代理人と認め、次の証明書の交付申請及び受領に関する権限を委任します。 

 

 

（該当する□欄にチェックしてください。） 

 

□ 罹災証明書に関すること。 

 

□ 被災証明書に関すること。 

 

 

 

 

 

 

委任者  住    所                   

     氏    名                    

     電話番号                   
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20 災害情報収集シート 

 

№ 

覚 知 日 時 年   月   日   時   分   曜日 

覚 知 種 別 電話   駆付   職員   その他（     ） 

通 報 者  電話  

災 害 種 別 

道路崩壊（ 全面  ・  一部  ・  封鎖 ） 

崩壊（ 山 ・ 崖 ・ 河 ・ その他 ） 

倒壊（ 建築物  ・  工作物  ・  その他 ） 

その他（                     ） 

発 生 場 所 

（ 目 標 物 ） 

九度山町大字          番地 

（                  ） 

通 報 内 容 

 

 

 

 

 

負 傷 者 数 

及 び 情 報 
人  ・  不明 

事 案 受 付 員 課・室・局名：             氏名： 

対 応 
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21 避難者名簿 

 

■簡易版 

避難所受付名簿 

避難される方は、下記に必要事項を記載ください。 

お帰りになる際は、退所日時をご記入ください。 

氏 名 年齢 性別 住 所 入所日時 対処日時 
備考 

※病気や障がいの配慮 

食物アレルギー等 

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  
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■簡易版 

避難所受付名簿 

避難される方は、下記に必要事項を記載ください。 

お帰りになる際は、退所日時をご記入ください。 

氏 名 年齢 性別 住 所 入所日時 対処日時 
備考 

※病気や障がいの配慮 

食物アレルギー等 

山田 太郎 45 男・女 下古沢１２３ 10月20日13：00 月 日 ：  

山田 花子 36 男・女 〃 10月20日13：00 月 日 ：  

山田 一郎 12 男・女 〃 10月20日13：00 月 日 ： えびアレルギー 

山田 ミドリ 85 男・女 〃 10月20日13：00 月 日 ： 
右足不自由のた

め、車イス持参 

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

  男・女  月 日 ： 月 日 ：  

 

 

 

 

  

記載例（簡易版） 
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■詳細版 

 

避難者名簿 

 

太枠内をご記入ください。個人情報の取扱いは厳重に行います。 

① 
所属する地区名 

【自治会名】 
 

入所 

日時 

    年   月   日 

午前・午後    ： 

② 住所 
九度山町  

家の電話番号 （    ）  

③
世
帯 

※同時に避難所に入る家族のみお書きください 年齢 性別 
受傷の有無 

(軽微でも） 

体温確認 

※係員記入 

(

１
人
目) 

代
表
者 

フリガナ   
男 

女 

 

  . ℃ 氏  名  

携帯電話番号 （    ） 

２
人
目 

フリガナ   男 

女 

 
  . ℃ 

氏  名  

３
人
目 

フリガナ   男 

女 

 
  . ℃ 

氏  名  

４
人
目 

フリガナ   男 

女 

 
  . ℃ 

氏  名  

５
人
目 

フリガナ   男 

女 

 
  . ℃ 

氏  名   

④ 

特別な配慮が必要なこと 

 ※病気や障がいをお持ちの方、 

  食物アレルギー、ペットの

同行等 

 

⑤ 緊急連絡先（親族等） 
氏 名  関係性  

電話番号  

⑥ 
家屋の被害状況 

※わかるものに○ 

・全壊  ・大規模半壊  ・半壊  ・一部損壊  

・床上床下浸水  ・停電  ・断水  ・ガス停止  ・特に無し 

⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい  ・  いいえ 

⑧ その他  

退所日・確認事項 ※所員記入      年    月    日  （貸与品の返却 □ ） 

 

  

避難所  

 

受付Ｎｏ．  

 

安否の問い合わせに対し、住所・氏名をお答えしてもいいですか？ 

●「いいえ」の場合、家族であっても「こちらの場所にはおりません」

と回答します。 

 但し、町職員及び警察官による公務の問い合わせの場合には全て公表 

します。 
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■詳細版 

 

避難者名簿 

 

太枠内をご記入ください。個人情報の取扱いは厳重に行います。 

① 
所属する地区名 

【自治会名】 
下古沢 

入所 

日時 

令和８年１０月２０日 

午前・午後  １３：００ 

② 住所 
九度山町 下古沢１２３ 

家の電話番号 ０７３６（５４）１２３４  

③
世
帯 

※同時に避難所に入る家族のみお書きください 年齢 性別 
受傷の有無 

(軽微でも） 

体温確認 

※係員記入 

(

１
人
目) 

代
表
者 

フリガナ ヤマダ  タロウ 

45 
男 

女 

無し   . ℃ 氏  名 山田 太郎 

携帯電話番号 ０９０（１２３４）１２３４ 

２
人
目 

フリガナ ヤマダ  ハナコ 
36 

男 

女 

無し   . ℃ 
氏  名 山田 花子 

３
人
目 

フリガナ ヤマダ  イチロウ 
12 

男 

女 

右足ねんざ   . ℃ 
氏  名 山田 一郎 

４
人
目 

フリガナ ヤマダ  ミドリ 
85 

男 

女 

無し   . ℃ 
氏  名 山田 ミドリ 

５
人
目 

フリガナ  
 

男 

女 

   . ℃ 
氏  名   

④ 

特別な配慮が必要なこと 

 ※病気や障がいをお持ちの方、 

  食物アレルギー、ペットの

同行等 

息子の一郎がえびアレルギー。 

祖母のミドリが右足不自由のため、車いす持参。 

⑤ 緊急連絡先（親族等） 
氏 名 山田一之介 関係性 祖父 

電話番号 ０７３６－５４－１１１１ 

⑥ 
家屋の被害状況 

※わかるものに○ 

・全壊  ・大規模半壊  ・半壊  ・一部損壊  

・床上床下浸水  ・停電  ・断水  ・ガス停止  ・特に無し 

⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい  ・  いいえ 

⑧ その他  

退所日・確認事項 ※所員記入      年    月    日  （貸与品の返却 □ ） 

 

避難所  

 

受付Ｎｏ．  

 

安否の問い合わせに対し、住所・氏名をお答えしてもいいですか？ 

●「いいえ」の場合、家族であっても「こちらの場所にはおりません」

と回答します。 

 但し、町職員及び警察官による公務の問い合わせの場合には全て公表 

します。 

記載例（詳細版） 
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22 避難所入所時健康状態チェックリスト 

 

避難所入所時健康状態チェックリスト 

 

●下記の太枠内についてご記入ください。 

●こちらのシートは、ご自身で記入できない方を除き、必ずご自身で記入してください。 

  ※ご自身で記入できない方とは、障がいをお持ちの方、けがをされている方、老齢の方、子どもの方等を指し

ます。 

 

 

 

 チェック項目 

1 

あなたは新型コロナウイルスの感染が確認されている人の濃厚接触者で、

現在、健康観察中ですか？あなたや家族等がインフルエンザ・コロナ・感

染症・胃腸炎などの病気で現在療養中ですか？ 

はい・いいえ 

2 自宅で体温を計測してきましたか？ はい・いいえ 

3 普段より熱っぽく感じますか？ はい・いいえ 

4 呼吸の息苦しさ、胸の痛みはありますか？ はい・いいえ 

5 においや味を感じないですか？ はい・いいえ 

6 せきやたん、のどの痛みはありますか？ はい・いいえ 

7 全身がだるいなどの症状はありますか？ はい・いいえ 

8 吐き気がありますか？ はい・いいえ 

9 下痢がありますか？ はい・いいえ 

10 からだにぶつぶつ（発疹）が出ていますか？ はい・いいえ 

11 目が赤く、目やにが多くないですか？ はい・いいえ 

12 現在、医療機関に通院していますか？（症状：           ） はい・いいえ 

13 現在、服薬をしていますか？（薬名：               ） はい・いいえ 

14 
そのほか気になる症状はありますか？ 

 ※「はい」の場合、具体的にご記入ください 

はい・いいえ 

15 避難所での行動に際し、介護や介助は必要ですか？ はい・いいえ 

16 
避難所での行動に際し、配慮を要する障がいがありますか？ 

 ※「はい」の場合、障がいの内容をご記入ください 

はい・いいえ 

17 乳幼児と一緒ですか？（妊娠中も含む） はい・いいえ 

18 
呼吸器疾患、高血圧、糖尿病、その他の基礎疾患はありますか？ 

 ※「はい」の場合、具体的にご記入ください 

はい・いいえ 

19 てんかんはありますか？ はい・いいえ 

 

（以下は、受付担当者が記入します） 

体 温         ℃ （    日   時   分） 

滞在スペース・区画  

受付者名  

 

退所日  

受付者名  

避難所名 

 

 

氏名 年齢 性別 

  男・女 
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23 住宅応急修理記録簿 

 

住宅応急修理記録簿 

世帯主氏名 住 所 修 理 箇 所 概 要 完了月日 実支出額 備 考 

      

計  世帯      
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24 応急仮設住宅入居申請書 

 

応急仮設住宅入居申請書 

 

今時    による災害のため住家を焼失したので災害救助法第4条による応急仮設住宅の入居を申請します。 

    年  月  日 

 

九度山町長        殿 

 

住 所 

氏 名             ○印  

 

 

添付書類 

 １ 罹災証明書 

 ２ 建設予定地の有無（見取図添付） 

 

 

＊記入しないでください 

許可の可否 入居させる住宅 世帯人員 その他特記事項 

    

 

却下の理由 
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25 応急仮設住宅入居者台帳 

 

応急仮設住宅入居者台帳 

応急仮設 

住宅番号 
住    所 世帯主氏名 家族数 入居年月日 敷地区分 適  用 
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26 飲料水の供給簿 

 

飲料水の供給簿 

市町村名 九度山町 

供給対象箇所 
供給期間 延人数 実支出額 備   考 

名 称 所在地 

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

計 月  日～  月  日 人 ,   円  

枚目／  枚中 
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27 炊き出し給与台帳 

 

炊き出し給与台帳 

市町村名 九度山町 

炊き出し場 
実施期間 延人数 実支出額 備   考 

名 称 所在地 

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

  月  日～  月  日 人 ,   円  

計 月  日～  月  日 人 ,   円  

枚目／  枚中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料編 

110 

28 配車計画簿 

 

配車計画簿 

 

輸   送 

年 月 日 
時   間 車 両 名 運転員 乗車員 目   的 備   考 

 
出発   時  分 

     
帰庁   時  分 

 
出発   時  分 

     
帰庁   時  分 

 
出発   時  分 

     
帰庁   時  分 

 
出発   時  分 

     
帰庁   時  分 

 
出発   時  分 

     
帰庁   時  分 

 
出発   時  分 

     
帰庁   時  分 

 
出発   時  分 

     
帰庁   時  分 

 
出発   時  分 

     
帰庁   時  分 

 
出発   時  分 

     
帰庁   時  分 

 
出発   時  分 

     
帰庁   時  分 
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29 輸送記録簿 

 

輸送記録簿 

 

輸 送 

年月日 
目 的 

輸 送 

区 間 

(距離) 

借 上 等 修    繕 

燃料費 実収支額 備 考 使用車両等 
金額 

故障車両等 修繕 

月日 
修繕費 故障の概要 

種類 台数 名称番号 所有者氏名 

     円    円  円 円  

計              

（注） １ 「目的」の欄は、主たる目的（又は救助の種類名）を記入すること。 

    ２ 都道府県の車両等の場合は、「備考」欄に車両番号を記入すること。 

    ３ 借上車両等による場合は、有償・無償を問わず記入すること。 

    ４ 借上等の「金額」欄には、運送費又は車両等の借上費を記入すること。 

    ５ 「故障の概要」欄には、故障の原因及び故障箇所を記入すること。 
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30 主要食糧等調達台帳 

 

主 要 食 糧 等 調 達 台 帳 
九 度 山 町 

 

業者住所 

氏名（名称） 

電話 

 

年 月 日 品   目 数  量 金  額 備   考 

     

 

計 

主 

食 

米 
 

 
 

副
食
等 

 
 

 
 

 

  災害救助物資として、上記のとおり調達しました。 

 

年  月  日 

調達責任者氏名          印 

 

九度山町災害対策本部長  殿 

（町   長） 
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31 主要食糧等配付台帳 

 

主 要 食 糧 等 配 付 台 帳 
九 度 山 町 

 

家屋被害 

程度区分 
世帯主氏名 

世帯 

人員 

配 付 

月 日 

配付品目 
実質支出 

金  額 
備  考 

米    

          

計 

全壊 世帯 
       

半壊 世帯 
       

 

  災害救助物資として、上記のとおり配付しました。 

 

年  月  日 

配付責任者氏名          印 

 

九度山町災害対策本部長  殿 

（町   長） 
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32 物資調達台帳 

 

物 資 調 達 台 帳 
九 度 山 町 

 

業者住所 

氏名（名称） 

電話 

 
年 月 日 物資の品目 数  量 金  額 備   考 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  災害救助物資として、上記のとおり調達しました。 

 

年  月  日 

調達責任者氏名          印 

 

九度山町災害対策本部長  殿 

（町   長） 

 

 

 



様 式 

115 

33 物資の支給配付状況 

 

支 給 
物資の     状況 

配 付 
九 度 山 町 

 

家屋被害 

程度区分 

世帯主 

氏 名 

基礎とな 

った世帯 

構成人員 

配 付 

月 日 

物資支給の品目 備   考 

布団 毛布    

  人 日      

計 

全壊 世帯  
      

半壊 世帯  
      

 
支給 

  災害救助物資として、上記のとおり    したことに相違ありません。 
配付 

 

年  月  日 

配付責任者氏名          印 

 

九度山町災害対策本部長  殿 

（町   長） 

 

（注） １ 住家の被害程度に、全壊（焼）、流出又は半壊（焼）、床上浸水の別を記入すること。 

    ２ 受領年月日に、その世帯に対して、最後に支給された物資の受領年月日を記入すること。 

    ３ 物資支給の品名欄に数量を記入すること。 
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34 救援物資受付簿（救助部物資班使用） 

 

救援物資受付簿（救助部物資班使用） 

No. 

 

No. 年月日 提供者氏名 住所・電話番号 物資内容 数量 確認者 
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35 物品受払簿 

 

物品受払簿 

日付 品 名 摘 要 受入数 払出数 現在高 扱 者 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

必要に応じて、品目別に作成すること。 

摘要欄には受入れ先、用途、払出し先等を明記すること。 
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36 行方不明者受付簿 

 

行方不明者受付簿 
 

  
受付

番号 
 

氏名  性別  年齡   歳 
受付者 

氏 名 
 

（
本
籍
） 

 届 出 人 

（氏名） 

 

（住所） 

 

（電話） 

 

現
住
所 

 

行
方
不
明
と

な
っ
た
場
所 

 

行方不明となったときの状況 

 

 

 

識別事項（着衣、所持品、身長、体格等） 

 

 

 

 

対応状况、指示事項等（  月  日  時  分） 

 

 

捜索結果 

 

 

結果報告者  所属              氏名 
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37 死体処理台帳 

 

死 体 処 理 台 帳 
市町村名 九度山町 

処 理 

年月日 

死体発見の 

日時及び場所 

遺 族 洗浄等の処理 死体の 

一 時 

保存料 

検案料 実支出額 備 考 
氏 名 

死亡者と 

の 関 係 
品 名 数量 金 額 

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

枚目／  枚中 
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38 埋火葬台帳 

 

埋 火 葬 台 帳 
市町村名 九度山町 

死 亡 

年月日 

埋(火)

葬 

年月日 

死亡者 埋(火)葬を行った者 埋(火)葬費 備 考 

氏 名 年齢 
死亡者と 

の 関 係 
氏 名 

棺(附属

品を含

む。) 

埋(火)

葬 

又は 

火葬料 

骨 箱 計  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

      円 円 円 円  

合計 円 円 円 円 総計     円 

枚目／  枚中 
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39 義援金品領収書 

 

 

義援金品領収書 

 

№      

 

 

金 額  ￥                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のとおり受領致しました。 

ご厚意に厚く御礼申し上げます。 

 

 

年   月   日 

 

 

 

               殿 

 

 

九度山町災害対策本部長 

 

九度山町長        印 

 

 

 

品   名 数 量  
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40 義援金品受付簿 

 

義援金品受付簿 
出納班（義援金） 

救助班（義援品） 

決済 
整理

番号 

配 分 

年月日 

世 帯 主 
世帯構成 

人 員 

配分金額又は 

配 分 物 資 の 

名 称 ・ 数 量 

備 考 
収入役 

・班長 
住 所 氏 名 
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41 義援金品配分簿 

義援金品配分簿 
出納班（義援金） 

救助班（義援品） 

 

配 分 

年 月 日 

世 帯 主 世帯構成 

人 員 

配 分 金 額 又 は 

配 分 物 資 の 

名 称 ・ 数 量 

備 考 
住 所 氏 名 
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資料編 

126 

１ 防災協定一覧 

 

No． 区分 協定名 相手方 締結日 

1 
姉妹都市 

応援 
災害時における相互応援に関する協定 長野県上田市 H18. 8.18 

2 物資等 防災関係の協働事業に関する協定 紀北川上農業協同組合 H20. 5.28 

3 応援 災害時等の応援に関する申合せ 
国土交通省 

近畿地方整備局 
H25. 2.27 

4 石油類 
災害時における石油類燃料の供給に関す

る協定書 
有限会社野上石油店 H25. 7. 1 

5 石油類 
災害時における石油類燃料の供給に関す

る協定書 
大谷石油店 H25. 7. 1 

6 食糧 
災害時における食糧（米）の供給に関す

る協定書 
三林商店 H25. 9. 2 

7 福祉 
災害時等における要配慮者の緊急受入れ

に関する協定書 
社会福祉法人萩原会 H25.10. 8 

8 食糧 
災害時における食料品の提供に関する協

定書 
株式会社大谷食品 H25.11.28 

9 医療 災害時の医療救護活動に関する協定書 一般社団法人 伊都医師会 H26. 2.25 

10 通信 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 西日本電信電話株式会社 H26. 4. 1 

11 復旧 
災害時における応急対策業務の応援に関

する協定書 
九度山町建設業協会 H26. 4.24 

12 物資 
災害時における物資の提供に関する協定

書 
株式会社プラス H26. 7.29 

13 
ボラン 

ティア 

九度山町災害ボランティアセンターの設

置等に関する協定書 

社会福祉法人 

九度山町社会福祉協議会 
H26.10.22 

14 福祉 
災害時等における要配慮者の緊急受入れ

に関する協定書 

社会福祉法人 

九度山町社会福祉協議会 
H26.10.22 

15 情報 
災害時における放送要請等に関する協定

書 
ＦＭはしもと株式会社 H26.11.25 

16 復旧 
災害時における住家の被害認定に関する

協定書 

公益社団法人 

日本建築家協会 
H27. 1.30 

17 復旧 
災害時における住家の被害認定に関する

協定書 

一般社団法人 

和歌山県建築士会 
H27. 1.30 

18 復旧 
災害時における住家の被害認定に関する

協定書 

一般社団法人 

和歌山県建築士事務所協会 
H27. 1.30 

19 物資 災害時における物資供給に関する協定書 
ＮＰＯ法人 

コメリ災害対策センター 
H27. 8.26 

20 輸送 
災害の発生時における輸送および荷さば

き業務等の協力に関する協定書 

公益社団法人 

和歌山県トラック協会 
H27.11.20 

21 復旧 
災害時における住家の被害認定に関する

協定書 

一般社団法人和歌山県 

不動産鑑定士協会 
H28. 1.22 

22 物資 
災害時における地図製品等の供給に関す

る協定書 
株式会社ゼンリン H28. 6. 1 

23 ガス 
災害時におけるＬＰガス等の供給に関す

る協定書 

和歌山県ＬＰガス協会 

橋本伊都支部 
H28.12. 2 
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No． 区分 協定名 相手方 締結日 

24 福祉 

災害時における避難行動要支援者等の福

祉避難所として民間社会福祉施設等を使

用することに関する協定書 

社会福祉法人 ゆたか会 R 1.10. 8 

25 法律 
災害発生時における法律相談業務等に関

する協定書 
和歌山弁護士会 R 2. 9. 8 

26 廃棄物 
大規模災害時における一般廃棄物応急対

策業務に関する協定書 

一般社団法人和歌山県清掃

連合会／同法人橋本支部 
R 3. 1.20 

27 物資 災害時における物資供給に関する協定 株式会社ナフコ R 3. 5. 6 

28 情報 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 R 4. 2.28 

29 廃棄物 
大規模災害時における一般廃棄物応急対

策業務に関する協定書 

株式会社イヌイエコシステ

ム 
R 4. 7. 5 

30 医療 
災害時における医療材料等の供給に関す

る協定書 

株式会社スズケン紀北支店 

※支店統廃合により、令和6

年10月1日より、紀北支店か

ら和歌山支店に変更。 

R 4. 9. 2 

31 法律 
災害時における被災者相談業務の実施に

関する協定書 
和歌山県司法書士会 R 5.11.20 

32 物資 
災害時における応急生活物資の調達に関

する協定書 
九度山町商工会 R 6.12. 2 

33 福祉 
災害時等における要配慮者の緊急受入れ

に関する協定書 

老人福祉施設国城寮（伊都

郡町村および橋本市老人福

祉施設事務組合） 

R 7. 4. 1 

34 救急 
災害時等における民間救急車両等の利用

に関する協定書 

バイカル株式会社バイカル

民間救急 
R 7. 5. 2 

35 輸送 
災害時における支援物資の受入及び配送

等に関する協定書 
佐川急便株式会社 京都支店 R 7.12. 8 
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２ 災害時における相互応援に関する協定（長野県上田市） 

 

災害時における相互応援に関する協定 
 

九度山町と上田市（以下これらを「協定都市」という。）は、姉妹都市提携盟約書を取り交わし

た都市として、相互協力の精神に基づき、災害時における応急対策及び復旧対策（以下「応急対

策等」という。）に係る相互の応援に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、協定都市のいずれかの地域において地震等の大規模な災害が発生し、被災

した協定都市（以下「被災都市」という。）が単独では十分な応急対策等が実施できない場合に、

被災都市の要請による応援業務が円滑に実施できるよう、総合応援に関し必要事項を定めるも

のとする。 

（応援の種類） 

第２条 被災都市が要請することができる応援の種類は、次のとおりとする。 

(１) 被災者の救出、医療、防疫並びに施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供及び

斡旋 

(２) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその補給に必要な資機材の提供 

(３) 救援並びに救助活動に必要な車両等の提供及び斡旋 

(４) 消火、救援、医療、防疫、その他応急対策等に必要な職員の応援 

(５) ボランティア等の斡旋 

(６) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続き） 

第３条 応援を要請する場合には、次の事項を明らかにして、文書により要請するものとする。

ただし、緊急の場合は、電話又はその他の通信手段により要請を行い、その後速やかに文書を

提出するものとする。 

(１) 災害の状況 

(２) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名及び

数量等 

(３) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

(４) 応援場所及びその経路 

(５) 応援の期間 

(６) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（応援経費の負担） 

第４条 応援に要した費用は、原則として被災都市の負担とする。ただし、本協定の趣旨を踏ま

え、応援を行った協定都市（以下「応援都市」という。）も応分の負担をするものとし、その負

担は被災状況等を勘案し、双方で協議して定めるものとする。 

（連絡の窓口） 

第５条 協定都市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、

相互に連絡するものとする。 
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（損害補償等） 

第６条 応援活動に従事した職員の損害補償等については、次に掲げる方法により処理するもの

とする。 

(１) 応援活動に従事した職員が応援活動中又は被災都市への往復途中において、負傷し、若

しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、応援都市がその損害を補償するものとする。 

(２) 応援活動に従事した職員が応援活動中第三者に損害を与えた場合において、その損害が

被災都市への往復途中に生じたものを除き、被災都市がその損害を補償するものとする。 

（自主的活動） 

第７条 協定都市は、大規模な災害が発生したにもかかわらず、通信の途絶等により被災都市と

連絡が取れない場合は、被災都市からの応援要請があったものとして、自主的に応援活動を実

施するものとする。 

（職員指揮権） 

第８条 応援のため派遣された職員は、被災都市の長の指揮の下に活動するものとする。 

（訓練等） 

第９条 協定都市は、この協定が災害時に有効に機能するよう、平時において相互に情報を交換

するとともに、それぞれが実施する防災訓練等に積極的に協力するものとする。 

２ 協定都市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資

料を相互に交換するものとする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、協定都市がそ

の都度協議して定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、協定都市の長双方が署名の上、各１

通を保有するものとする。 

 

   平成１８年８月１８日 

 

 

九度山町長  岡本  章 

 

 

上 田 市 長  母袋 創一 
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３ 防災関係の協働事業に関する協定（紀北川上農業協同組合） 
 

防災関係の協働事業に関する協定 

 

九度山町（以下「甲」という。）と紀北川上農業協同組合（以下「乙」という。）とは、九度山町内におけ

る災害対策に関する地域協働事業の実施について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 甲は、地域住民の災害からの安全確保に資するため、乙に対して協力要請して、地域防災活動に関

する協働事業を実施するものとする。 

 

（防災啓発事業） 

第２条 甲及び乙は、地域住民の防災意識の啓発を行うため、次の事業を協力して実施するものとする 

(１) 甲が乙へ災害啓発用看板等の設置場所の提供を依頼したときは、甲乙協議の上、乙は住民への防

災情報の提供に協力すること。 

(２) 甲が実施する防災訓練、防災講演会等の防災に関するイベントについての広報を乙へ依頼したと

きは、甲乙協議の上、乙は協力すること。 

(３) 乙は、必要と認める場合には、甲が実施する防災訓練に参加すること。 

 

（災害応急対策事業） 

第３条 甲及び乙は、災害時の的確な災害応急対策を実施するため、次の事業を行うものとする。 

(１) 乙は、災害によりＪＡの所在する地域の電話回線が断絶又は通信困難な状況に陥った場合には、

ＪＡの来店者に対し、ＮＴＴ伝言ダイヤルの周知を行うものとする。 

(２) 乙は、災害発生時に、ＪＡにおいて帰宅困難者等に対し、災害情報の提供及び支援を可能な範囲で

行うものとする。 

(３) 災害発生時に甲及び乙が収集した災害情報は、提供すべき内容について協議の上、それぞれが住

民に提供するものとする。 

(４) 乙は、所在する地域における災害情報を把握し、当該情報を甲に提供すよう努めるものとする。 

 

（救援物資の調達） 

第４条 甲は九度山町内における大規模災害の発生により物資が不足し、物資を確保する必要があると認

めるときは、乙に対し、物資の調達を要請できるものとし、乙は、乙が調達可能な範囲において、当該要

請のあった物資の調達を行うものとする。 

(１) 調達を要請できる物資は、食料品、飲料水、日用品、応急資材及び各種道具類とする。 

(２) 調達の要請は、原則として別記第１号書式によるものとする。ただし、その暇がないときは口頭に

よることができるものとし、その後速やかに別記第１号様式により、要請するものとする。 

(３) 物資の取引価格は、災害発生時直前の価格によるものとし、甲は乙と協議の上、物資の引渡し後、

乙に代金を払うものとする。 

(４) 物資の引渡場所は、甲の調達要請時に甲乙協議して定めるものとし、甲は、当該場所へ職員を派遣

して物資を確認の上、引き取るものとする。 

(５) 乙は物資を納品した場合、速やかに別記第２号様式により報告するものとする。 

 

（救援物資等の集積場所の提供） 

第５条 甲は、九度山町内において災害が発生し、必要が生じた場合は、乙に救援物資等の一次集積場所

（選果場等集積に適した場所）の提供を要請することができる。 
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（防災訓練及び教育） 

第６条 甲及び乙は、第２条から禅定までに定める事業を適切に判断し、実施できるよう相互に協力する

とともに、乙は乙の職員に対し、防災訓練及び防災教育を実施し、災害発生時の的確な対応に努めるもの

とする。 

 

（乙への支援） 

第７条 甲は、乙の災害対策の地域貢献活動を支援するため、乙に対し、日常から可能な範囲で所要の支援

を行うものとする。 

 

（甲乙の連携） 

第８条 甲及び乙は、地域防災活動に関する協働事業が的確かつ効果的に行われるよう、日常から情報交

換に努めるものとする。 

 

（協定の細目） 

第９条 第２条から第５条までに定める事業を確実に実施するため、甲及び乙は、担当者および連絡先に

関する情報について、相互に確認するものとする。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、平成２０年５月２８日から平成２１年３月３１日までとする。ただし、

双方から申し出のない場合は、さらに１年間延長するものとし、その後において期間満了した時も同様と

する。 

 

（協議） 

第１１条 この協定に定めない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。 

 

甲及び乙は、この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、記名捺印の上、各自その１通を所持する。 

 

 

平成２０年５月２８日 

 

甲 和歌山県伊都郡九度山町大字九度山１１９０番地 

九度山町長   岡本 章 

 

乙 和歌山県橋本市高野口町名古曽９２２番地の２ 

紀北川上農業協同組合 

代表理事組合長 藤井 静雄 
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別記第1号様式（第４条関係） 

第   号 

年  月  日 

団体名 

 

代表者       様 

 

 

九度山町長 

 

 

災害救助に必要な物資の調達について 

 

防災関係の協議事案に関する協定第４条第２号の規定に基づき、下記のとおり要請します。 

 

記 

 

要請する物資 

調達希望期日 調達要請品目 調達要請数量 搬入希望場所 

 

年   月   日 

 

年   月   日 

 

年   月   日 

 

年   月   日 

 

年   月   日 

 

年   月   日 

 

年   月   日 

 

年   月   日 

 

年   月   日 

 

年   月   日 

 

   

担当： 

電話： 

以上 
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別記第２号様式（第４条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

九 度 山 町 長 様 

 

 

団体名 

 

代表者 

 

 

災害救助に必要な物資の調達報告について 

 

防災関係の協議事案に関する協定第４条第２号の規定に基づき、下記のとおり物資を納品しましたので報

告します。 

 

記 

 

納品した物資 

物資納品期日 納品品目 納品数量 搬入場所 

 
年   月   日 

 
年   月   日 

 
年   月   日 

 
年   月   日 

 
年   月   日 

 
年   月   日 

 
年   月   日 

 
年   月   日 

 
年   月   日 

 
年   月   日 

 

   

担当： 

電話： 

以上 
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４ 災害時等の応援に関する申合せ（国土交通省近畿地方整備局長） 
 

災害時等の応援に関する申合せ 

 

国土交通省近畿地方整備局長（以下「甲」という。）と九度山町長（以下「乙」という。）は、災害時等

において、甲が乙に対する応援が円滑に行われるよう、次のとおり申合せを行う。 

 

（目的） 

第１条 この申合せは、九度山町の区域において、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい

て、被害の拡大と二次災害の防止に資するために、甲が被災直後等の緊急的な対応（以下「応援」とい

う。）を実施することにより、国民の安全及び安心を確保し、国民生活の安定を保持することを目的とす

る。 

 

（応援の実施時期） 

第２条 甲が応援を行う時期は、次のとおりとする。 

(１) 九度山町内で重大な災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

(２) 九度山町災害対策本部が設置されたとき。 

(３) その他甲又は乙が必要とするとき 

 

（応援の内容） 

第３条 災害時等の応援の内容は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 情報の収集・提供（情報連絡員（以下「リエゾン」という。）の派遣を含む） 

(２) 近畿地方整備局など職員の派遣（緊急災害対策派遣隊を含む） 

(３) 災害に係る専門家の派遣 

(４) 甲が保有する車両、災害対策機械等の貸付け及び操作員の派遣」 

(５) 甲が保有する通信機械等 

(６) 通行規制等の措置 

(７) その他必要な事項 

 

（リエゾンの派遣） 

第４条 第２条各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断した場合には、甲は

乙の災害対策本部等にリエゾンを派遣する。この場合において、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確に

し、派遣に関して事前に調整を図るものとする。 

 

（リエゾンの受け入れ） 

第５条 乙は、甲から派遣されるリエゾンの活動場所として、災害対策本部等に当該活動場所を確保する

ものとする。 

 

（緊急災害対策派遣隊の派遣） 

第６条 第２条各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断した場合は、甲は、九

度山町の区域に緊急災害対策派遣隊を派遣する。この場合において、甲及び乙は、相互の連絡は甲から派

遣されるリエゾンを通じて行うものとする。 

 

（緊急災害対策派遣隊の受け入れ） 
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第７条 乙は、甲から派遣される緊急災害対策派遣隊の活動において必要となる図面その他の資料を当該

派遣隊に提供するものとする。 

 

（緊急災害対策派遣隊の報告） 

第８条 甲は、派遣した緊急災害対策派遣隊からの調査結果等の報告があった場合は、速やかに乙にその

内容を報告するものとする。 

 

（平素の協力） 

第９条 甲及び乙は、必要に応じ、情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協

力するものとする。 

 

（その他） 

第１０条 この申合せに関する疑義又は定めのない事項については、その都度甲及び乙が協議するものと

する。 

 

 

平成２５年２月２７日 

 

 

 

甲  近畿地方整備局長  谷 本  光 司 

 

乙  九 度 山 町 長  岡 本    章 
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５ 災害時における石油類燃料の供給に関する協定書（有限会社野上石油店） 
 

災害時における石油類燃料の供給に関する協定書 

 

 九度山町（以下「甲」という。）と有限会社野上石油店（以下「乙」という。）は、大規模災害その他の

災害の発生により、甲が緊急通行車両の運行その他災害応急対策に必要な石油類燃料（ガソリン、軽油及び

灯油をいう。以下同じ）の調達が困難となった場合において、乙が甲に対し、優先的かつ安定的な石油類燃

料の供給を行うために、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、大規模災害その他の災害時において、乙が甲に対して行う石油類燃料の供給に関し、

その手続を定め、甲が行う緊急通行車両の運行その他災害応急対策を円滑に実施するために必要な事項

を定める。 

 

 （協力要請） 

第２条 甲は、災害の発生により、緊急通行車両の運行その他災害応急対策に必要な石油類燃料の調達が

困難と予想される場合には、乙に対して優先的かつ安定的な石油類燃料の供給を要請することができる。 

 

 （協力義務） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けたときは、可能な限り協力するものとする。 

 

 （緊急通行車両等優先の指定等） 

第４条 甲は、乙に対して第２条の協力要請をする場合には、要請書（別紙様式）により、乙に提出するも

のとする。ただし、緊急を要し、かつ、提出するいとまがない場合は、電話等により要請することがで

きる。この場合、事後速やかに要請書を提出するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、乙の所有するＧＳ（ガソリンスタンド）を「緊急通行車両等優先ガ

ソリンスタンド」（以下「優先ＧＳ」という。）に指定し、甲に対して優先的かつ安定的な石油類燃料

の供給を行うものとする。 

３ 甲は、前項の規定により、優先ＧＳが指定された場合は、速やかに優先ＧＳに九度山町職員を派遣し、

優先ＧＳとなる旨の標示を掲げる。 

 

 （情報収集等） 

第５条 甲は、優先ＧＳに九度山町職員及び情報収集に必要な機材等を搬入することができる。 

 

 （緊急通行車両等の給油） 

第６条 緊急通行車両のうち、運行が可能な緊急通行車両の給油は、全て優先ＧＳに出向し行う。 

２ 災害現場活動中の緊急通行車両その他災害応急対策に必要な機材等への給油は、乙が所有する資機材

運搬車に危険物運搬車輌としての必要な措置を講じ、乙が優先ＧＳから石油類燃料を運搬して給油する

ものとする。 

３ 乙は、前項の運搬ができない場合には、危険物運搬車輌を甲に使用させて給油することができる。 

 

 （優先ＧＳの指定解除） 

第７条 甲は、燃料状況を確認し、十分な供給が可能と判断された場合は、乙と協議を行い、乙が優先ＧＳ

の指定を解除する。 
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 （経費の負担） 

第８条 乙がこの協定に基づき提供した石油類燃料及び情報収集等に伴う実費は、甲が負担するものとす

る。 

２ 石油類燃料の単価は、災害発生前の時価を基本とする。ただし、これによりがたい場合は、甲が市場調

査のうえ単価を変更することができる。 

 

 （平常時の対応） 

第９条 甲及び乙は、平常時において、地震その他の災害時に優先ＧＳとなる旨の周知を行い、災害時に混

乱を招かない対策を講じるものとする。 

 

 （協定の有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成２６年３月３１日までとする。ただし、

有効期間満了日の１か月前までに、甲又は乙から別段の意思表示がないときは、有効期間満了日の翌日

から更に１年間延長され、以後もまた同様とする。 

 

 （協議） 

第１１条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑

義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙両者の記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

 

 平成２５年 ７月 １日 

 

                  甲 九度山町大字九度山１１９０番地 

九度山町 

九度山町長 岡本  章 

 

                  乙 九度山町大字九度山１４０７－１ 

有限会社野上石油店 

代表取締役 深瀬 昌宏 
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６ 災害時における石油類燃料の供給に関する協定書（大谷石油店） 
 

災害時における石油類燃料の供給に関する協定書 

 

 九度山町（以下「甲」という。）と大谷石油店（以下「乙」という。）は、大規模災害その他の災害の発

生により、甲が緊急通行車両の運行その他災害応急対策に必要な石油類燃料（ガソリン、軽油及び灯油をい

う。以下同じ）の調達が困難となった場合において、乙が甲に対し、優先的かつ安定的な石油類燃料の供給

を行うために、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、大規模災害その他の災害時において、乙が甲に対して行う石油類燃料の供給に関し、

その手続を定め、甲が行う緊急通行車両の運行その他災害応急対策を円滑に実施するために必要な事項

を定める。 

 

 （協力要請） 

第２条 甲は、災害の発生により、緊急通行車両の運行その他災害応急対策に必要な石油類燃料の調達が

困難と予想される場合には、乙に対して優先的かつ安定的な石油類燃料の供給を要請することができる。 

 

 （協力義務） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けたときは、可能な限り協力するものとする。 

 

 （緊急通行車両等優先の指定等） 

第４条 甲は、乙に対して第２条の協力要請をする場合には、要請書（別紙様式）により、乙に提出するも

のとする。ただし、緊急を要し、かつ、提出するいとまがない場合は、電話等により要請することがで

きる。この場合、事後速やかに要請書を提出するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、乙の所有するＧＳ（ガソリンスタンド）を「緊急通行車両等優先ガ

ソリンスタンド」（以下「優先ＧＳ」という。）に指定し、甲に対して優先的かつ安定的な石油類燃料

の供給を行うものとする。 

３ 甲は、前項の規定により、優先ＧＳが指定された場合は、速やかに優先ＧＳに九度山町職員を派遣し、

優先ＧＳとなる旨の標示を掲げる。 

 

 （情報収集等） 

第５条 甲は、優先ＧＳに九度山町職員及び情報収集に必要な機材等を搬入することができる。 

 

 （緊急通行車両等の給油） 

第６条 緊急通行車両のうち、運行が可能な緊急通行車両の給油は、全て優先ＧＳに出向し行う。 

２ 災害現場活動中の緊急通行車両その他災害応急対策に必要な機材等への給油は、乙が所有する資機材

運搬車に危険物運搬車輌としての必要な措置を講じ、乙が優先ＧＳから石油類燃料を運搬して給油する

ものとする。 

３ 乙は、前項の運搬ができない場合には、危険物運搬車輌を甲に使用させて給油することができる。 

 

 （優先ＧＳの指定解除） 

第７条 甲は、燃料状況を確認し、十分な供給が可能と判断された場合は、乙と協議を行い、乙が優先ＧＳ

の指定を解除する。 
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 （経費の負担） 

第８条 乙がこの協定に基づき提供した石油類燃料及び情報収集等に伴う実費は、甲が負担するものとす

る。 

２ 石油類燃料の単価は、災害発生前の時価を基本とする。ただし、これによりがたい場合は、甲が市場調

査のうえ単価を変更することができる。 

 

 （平常時の対応） 

第９条 甲及び乙は、平常時において、地震その他の災害時に優先ＧＳとなる旨の周知を行い、災害時に混

乱を招かない対策を講じるものとする。 

 

 （協定の有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成２６年３月３１日までとする。ただし、

有効期間満了日の１か月前までに、甲又は乙から別段の意思表示がないときは、有効期間満了日の翌日

から更に１年間延長され、以後もまた同様とする。 

 

 （協議） 

第１１条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑

義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙両者の記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

 

 平成２５年 ７月 １日 

 

                  甲 九度山町大字九度山１１９０番地 

九度山町 

九度山町長 岡本  章 

 

                  乙 九度山町大字下古沢６４−１ 

大谷石油店 大谷  知 
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別紙様式（第４条関係） 

 

 

  年  月  日 

 

 

 ○○ ○○ 様 

 

九度山町長 ○○ ○○  

 

 

災害時における石油類燃料の供給の要請について 

 

 災害時における石油類燃料の供給に関する協定書（平成  年  月  日）第４条の規定に基づき、緊

急通行車両の運行その他災害応急対策に必要な石油類燃料の優先的かつ安定的な石油類燃料の供給を下記

のとおり要請いたします。 

 

記 

 

１ 期間 

 年 月 日から    年 月 日まで 

 

 

２ 石油燃料の供給対象車両 
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７ 災害時における食糧（米）の供給に関する協定書（三林商店） 
 

災害時における食糧（米）の供給に関する協定書 

 

 九度山町（以下「甲」という。）と三林商店（以下「乙」という。）は、大規模災害その他の災害の発生

により、食糧（米）の調達が困難となった場合において、乙が甲に対し、食糧（米）の供給を行うために、

次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、大規模災害その他の災害時が発生した場合に、乙が甲に対して行う食料（米）の供給

に関し、その手続を定め、甲が行う災害応急対策を円滑に実施するために必要な事項を定める。 

 

 （協力要請） 

第２条 甲は、災害の発生により、災害応急対策に必要な食料（米）の調達が困難と予想される場合には、

乙に対して優先的かつ安定的な供給を要請することができる。 

２ 甲は、乙に対して前項の協力要請をする場合には、要請書（別紙様式）により、乙に提出するものとす

る。ただし、緊急を要し、かつ、提出するいとまがない場合は、電話等により要請することができる。

この場合、事後速やかに要請書を提出するものとする。 

 

 （協力義務） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けたときは、可能な限り協力するものとする。 

２ 甲は、乙が精米を行うにあたり、停電等により精米機等が使用できない場合には、発電機その他必要な

器材を搬入し、乙に協力することができる。 

 

 （供給対象物資） 

第４条 供給対象物資は、乙が保有する食糧（米）とする。 

 

 （物資の引き渡し等） 

第５条 甲は、乙の店舗又は保管場所において、当該物資の引き渡しを受けるものとし、その運搬は甲が行

うものとする。ただし、甲において運搬が困難な場合には、乙はその運搬に協力することができる。 

 

 （経費の負担） 

第６条 乙がこの協定に基づき提供した食糧（米）及び前条ただし書の規定により乙が輸送を行った場合

の要する経費は、甲が負担するものとする。 

２ 乙から供給を受ける食糧（米）の価格は、災害発生前の乙の店頭表示価格を基準とする。ただし、これ

によりがたい場合は、甲乙協議して決定する。 

 （協定の有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成２６年３月３１日までとする。ただし、有

効期間満了日の１か月前までに、甲又は乙から別段の意思表示がないときは、有効期間満了日の翌日か

ら更に１年間延長され、以後もまた同様とする。 

 

 （協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義

が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。 
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 この協定を締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙両者の記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

 

 

  平成２５年９月２日 

 

 

甲 九度山町大字九度山１１９０番地 

九度山町長 岡 本   章 

 

乙 九度山町大字九度山１４９４-１ 

三林商店 三 林  孝 次 
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別紙様式（第２条関係） 

 

                                                     年  月  日 

 

  三林商店 様 

 

九度山町長 ○○ ○○ 

 

 

災害時における食糧（米）の供給の要請について 

 

 

 災害時における食糧（米）の供給に関する協定書（平成２５年９月２日）第２条の規定に基づき、優先的

な食糧（米）の供給を下記のとおり要請いたします。 

 

記 

 

 １ 時期 

         年  月  日 

 

 ２ 供給量 

            ｋｇ 

 



資料編 

144 

８ 災害時等における要配慮者の緊急受入れに関する協定書（社会福祉法人 萩原会） 

 

災害時等における要配慮者の緊急受入れに関する協定書 

 

 九度山町（以下「甲」という。）と社会福祉法人 萩原会（以下「乙」という。）とは、九度山

町内に地震、風水害その他の災害等が発生した場合（以下「災害時等」という。）における介護が

必要な高齢者、障害（児）者及びその家族等（以下「要配慮者」という。）の緊急受入れについて、

次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時等に甲が乙の運営する町内の知的障害者更生施設、身体障害者更生

施設、身体障害者療護施設、介護老人福祉施設、養護老人ホーム、介護老人保健施設、グルー

プホーム、短期入所専用施設及びデイサービス施設等において要配慮者の緊急受入れを実施す

るよう乙に対し協力を要請するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （緊急受入れの要請及び受諾） 

第２条 甲は、災害時等に、次に規定する緊急受入れを乙に対して要請することができる。 

(１) 被災した住宅等の要配慮者の緊急受入れ 

(２) 九度山町地域防災計画で指定する指定避難施設に避難した要配慮者の二次的避難のた

めの緊急受入れ 

２ 乙は、甲から緊急受入れの要請を受けたときは、可能な範囲で受諾するものとし、甲の要請

事項に従い緊急受入れに係る業務を行う。 

 

 （要配慮者の移送） 

第３条 要配慮者の移送は、原則として要配慮者が自身の責任において行うものとする。ただし、

移送にあたり支援が必要であると判断した場合は、甲が要配慮者を移送するものとする。 

２ 乙は、甲から移送に関する協力の要請があった場合は、可能な範囲で移送に協力するものと

する。 

 

 （緊急受入れの期間） 

第４条 甲が乙に緊急受入れを依頼できる期間は、原則として３０日以内とする。ただし、期間

の延長が必要な場合は、甲乙協議の上、延長することができるものとする。 

 

 （費用の負担） 

第５条 甲の要請に基づき乙が要配慮者の緊急受入れを実施した場合に要する費用は、甲が負担

するものとする。 

２ 前項に規定する費用の額は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 
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 （手続き等） 

第６条 甲は、第２条の規定により乙に緊急受入れを要請する場合は、乙にあらかじめ受入れ可

能人数を確認の上、次に掲げる事項を明らかにした書面を乙に提出するものとする。ただし、

緊急を要する場合は、口頭により要請し、後日文書を送付するものとする。 

(１) 受入れを要請する要配慮者の氏名、住所、心身の状況、連絡先等 

 (２) 受入れを要請する要配慮者の身元引受人の氏名、連絡先等 

(３) 受入れ要請期間 

 

 （緊急受入れ可能人数等に係る協議） 

第７条 甲及び乙は、この協定締結後、施設ごとの要配慮者の受入れ可能人数、災害時の要配慮

者への支援者等の確保に係る計画並びに必要物資の備蓄及び調達等について協議を行うもの

とする。 

 

 （協定の有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２６年３月３１日までとする。ただし、

甲又は乙から期間満了１か月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、

この協定を１年間更新するものとし、以後同様とする。 

 

 （その他） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定

めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

  平成２５年１０月 ８ 日 

 

             甲 伊都郡九度山町大字九度山１１９０番地 

               九度山町 

               九度山町長  岡  本   章 

 

             乙 伊都郡九度山町大字河根８０７番地の６４ 

               社会福祉法人 萩原会 

               理 事 長   萩  原   正  史 
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９ 災害時における食料品の提供に関する協定書（株式会社大谷食品） 
 

災害時における食料品の提供に関する協定書 

 

 九度山町（以下「甲」という。）と株式会社大谷食品（以下「乙」という。）は、大規模災

害その他の災害の発生により、食料品の調達が困難となった場合において、乙が甲に対し、食

料品の提供を行うために、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、大規模災害その他の災害が発生した場合に、乙が甲に対して行う食料品

の提供に関し、その手続を定め、甲が行う災害応急対策を円滑に実施するために必要な事項

を定める。 

 

 （協力要請） 

第２条 甲は、災害の発生により、災害応急対策に必要な食料品の調達が困難と予想される場

合には、九度山町教育委員会と調整の上、乙に対して食料品の提供を要請することができる。 

２ 甲は、乙に対して前項の協力要請をする場合には、要請書（別紙様式）により、乙に提出

するものとする。ただし、緊急を要し、かつ、提出するいとまがない場合は、電話等により

要請することができる。この場合、事後速やかに要請書を提出するものとする。 

 

 （協力義務） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けたときは、可能な限り協力するものと

する。 

 

 （提供対象物資） 

第４条 提供対象物資は、乙が保管する食料品のうち、九度山町給食センターに納品し、又は

加工するために保管するものとする。 

 

 （食料品の引渡し場所等） 

第５条 食料品の引渡し場所は、原則として九度山町給食センターとする。ただし、乙におい

て運搬が困難な場合には、甲は、乙の協力を得てその運搬をすることができる。 

 

 （経費の負担） 

第６条 乙がこの協定に基づき提供した食料品の経費は、甲が負担するものとする。 

２ 乙から提供を受ける食料品の価格は、九度山町給食センターに納品する価格を基準とす

る。ただし、これによりがたい場合は、甲乙協議して決定する。 

 

 （協定の有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成２６年３月３１日までとす

る。ただし、有効期間満了日の１か月前までに、甲又は乙から別段の意思表示がないときは、

有効期間満了日の翌日から更に１年間延長され、以後もまた同様とする。 

 

 （協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項又はこの協定に定める

事項に疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。 

 

 この協定を締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙両者の記名押印の上、各自その

１通を保有する。 
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  平成２５年１１月２８日 

 

 

                       甲 九度山町大字九度山１１９０番地 

                         九度山町長 岡 本  章 

 

 

               乙 かつらぎ町大字妙寺４３３ 

                      株式会社大谷食品 

                         代表取締役 大 谷 晴 計  
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別紙様式（第２条関係） 

 

年  月  日 

 

 株式会社大谷食品 様 

 

九度山町長 

 

災害時における食料品提供の要請について 

 

 災害時における食料品の提供に関する協定書（平成２５年１１月２８日）第２条 

の規定に基づき、食料品の供給を下記のとおり要請いたします。 

 

記 

 

 １ 時期 

    年  月  日 

 

 ２ 提供内容 

 

 

３ その他 

 

品  目 数 量 備  考 
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10 災害時の医療救護活動に関する協定書（一般社団法人 伊都医師会） 

 

災害時の医療救護活動に関する協定書 

 

橋本市、かつらぎ町、九度山町及び高野町（以下「甲」という。）と、一般社団法人伊都医師会（以下「乙」

という。）とは、災害時における医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、橋本市地域防災計画、かつらぎ町地域防災計画、九度山町地域防災計画及び高野町地域防

災計画（以下「地域防災計画」という。）に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（医療救護班の派遣） 

第２条 甲は、地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し医療救護班の編成

及び派遣を要請するものとする。 

２ 乙は前項の規定により甲から要請を受けた場合において、自医療施設での活動が困難である場合等は、医療

救護班を編成し、甲が必要に応じて設置する災害時救護所等に派遣し、医療救護活動を実施するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事由により、甲から要請を受けるいとまがないときは、

乙は自らの判断で医療救護班を派遣することができる。この場合において、乙は、速やかにその旨を甲に報告

し、甲の承認を得るものとする。 

（医療救護活動の内容） 

第３条 医療救護活動の内容は、次のとおりとする。 

(１) 被災者に対する選別（トリアージ） 

(２) 傷病者に対する応急処置及び医療行為 

(３) 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

(４) 被災者の死亡の確認及び死体の検案 

(５) その他状況に応じた処置 

（指揮命令等） 

第４条 医療救護班に対する指揮命令及び活動の連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。 

（衣料品の補給等） 

第５条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携帯するもののほか、甲が供給する

ものとする。 

２ 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、医療救護班の輸送、通信の確保等、医療救護活動が円滑に実施されるた

めに必要な措置を講ずるものとする。 

（収容医療機関の選定） 

第６条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を選定しようときは、これに協力するものとする。 

（医療費） 

第７条 救護所における応急的な医療費は、無料とする。 

２ 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 

（医療紛争の処理） 

第８条 医療救護班が医療救護活動の実施にあたり、診療した患者との間に医療紛争が生じた場合は、乙は直ち

に甲に連絡するものとする。 

２ 甲は前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、乙と協議の上解決のため適切な措置を講ずるものとす

る。 

（訓練） 

第９条 乙は、甲から要請のあった場合は、甲が実施する訓練に参加するものとする。 
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（費用弁済等） 

第１０条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担する。 

(１) 医療救護活動の従事者に対する費用 

(２) 医療救護班が携帯した医薬品等を使用した場合の実費 

(３) 救護班の医師などが活動において、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助金 

(４) 前号に定めるもののほか、この協定の実施のために要した経費のうち甲が必要と認めた経費 

２ 前項に定める費用弁済等の額の算定については、災害救助法（昭和22年法律第116号）の規定の例による。 

（報告） 

第１１条 乙は、医療救護活動終了後、速やかに医療救護班ごとに、医療救護活動や医薬品等の使用等について

報告書をとりまとめ、甲に報告するものとする。 

２ 乙は、医療救護活動において、医療救護班の従事者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときには、速や

かに甲に報告するものとする。 

（協定期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、平成２６年２月２５日から平成２６年３月３１日までとする。ただし、この

協定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも意思表示がないときは、有効期間満了の翌日から

更に１年間同一の条件をもって更新するものとし、以降もこれと同様とする。 

（協議） 

第１３条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議し

て定めるものとする。 

２ 甲と乙は、この協定を円滑に実施するため、定期的に協議を行うものとする。 

 

この協定を証するため、本協定書５通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

平成２６年２月２５日 

 

甲 橋本市長     木下善之 

かつらぎ町長   井本泰造 

九度山町長    岡本 章 

高野町長     木瀬武治 

 

乙 一般財団法人 伊都医師会 

会長       前田至規 
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11 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書（西日本電信電話株式会社） 

 

特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 
 

九度山町（以下「甲」という。）と西日本電信電話株式会社（以下「乙」という。）は、大規模災害等が発生

した際に乙の提供する非常用電話（以下「特設公衆電話」という。）の設置及び利用・管理等に関し、次のとお

り覚書を締結する。  

 

（目的） 

第１条 本覚書は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする。 

  

（用語の定義） 

第２条 本契約に規定する「災害の発生」とは、強度の地震等の発生により都道府県が災害救助法を適用する地

域において、広域停電が発生していること、または同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることを

いう。 

２ 本契約に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端

子を施設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者又は帰宅困難者等へ通信の提供を可能とするも

のをいう。 

  

（通信機器の管理） 

第３条 甲は、本契約にもとづき、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう電話機を適切な場所に保管

の上、管理することとする。 

  

（屋内設備の管理及び破損） 

第４条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備（電話機、端子盤、配管、引込柱等）を設置し、乙が設置する

屋内配線（モジュラージャックを含む。以下同じ。）とともに、災害発生時に即座に利用が可能な状態となる

よう維持に努めることとする。 

２ 屋内配線や保安器、引込線等の乙が設置する設備が甲の故意または重過失により破損した場合は、甲は乙に

速やかに書面をもって報告することとする。なお、乙に対する修復に係る費用の支払については、原則、甲が

負担するものとする。 

  

（特設公衆電話の設置） 

第５条 特設公衆電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議の上、乙が決定することとし、設置場

所等の必要な情報は甲乙互いに保管するものとする。 

  なお、保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を別紙１に定める様式をもって相

互に通知することとする。 

 

（特設公衆電話の移転、廃止等） 

第６条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生が明らかになった場合は、速やかにその

旨を乙に書面をもって報告しなければならない。 

    また、新たな設置場所を設ける場合は、甲は乙に対し報告することに努めるものとする。 

  

（定期試験の実施） 
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第７条 甲および乙は、年に１回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよう、別紙

２に定める接続試験を実施することとする。 

 

（故障発見時の扱い） 

第８条 甲および乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速や

かに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。 

  

（特設公衆電話の開設） 

第９条 特設公衆電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに設置し、

被災者もしくは帰宅困難者等の通信確保に努めるものとする。 

    ただし、設置場所の存在する地域において大規模災害が発生し、甲と乙が連絡が取れない場合は、甲の判

断により、利用を開始することができるものとする。 

 

（特設公衆電話の利用） 

第１０条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者の誘

導に努めるものとする。 

  

（特設公衆電話の利用の終了） 

第１１条 特設公衆電話の利用の終了については甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を

速やかに撤去するものとする。 

  ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲は速やかに特設公衆電話を

撤去し、甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。 

 

（目的外利用の禁止） 

第１２条 甲は、第７条に規定する定期試験及び第９条に規定する開設を除き、特設公衆電話の利用を禁止する

ものとする。 

２ 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。 

３ 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置を講じ、そ

の旨を乙に報告するものとし、甲の目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとする。 

４ 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のうえ講ずるものと

する。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等は、甲が

負担するものとする。 

 

 （協議事項） 

第１３条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ定

めるものとする。 

  

  

本覚書を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ，各自がその１通を保有する。 

  

  

平成２６年４月１日 
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     甲  九度山町長 

         岡 本  章 

        

  

  

     乙  西日本電信電話株式会社  

        和歌山支店 ビジネス営業部長 

         戸 水 大 助 
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情報管理責任者（変更）通知書 

 

  年  月  日 

西日本電信電話株式会社 

和歌山支店 ビジネス営業部長 

 ○○ ○○ 殿  

九度山町長 

岡本 章  印 

 

「特設公衆電話の設置・利用に関する覚書」第５条に基づき情報管理責任者（正）及び（副）

を下記のとおり通知致します。 

 

避難所名 情報管理責任者氏名 連絡先電話番号等 

・九度山中学校 

・河根中学校 

・九度山文化 

  スポーツセンター 

・九度山町 

  ふるさとセンター 

・下古沢コミュニティ 

  消防センター 

・道の駅 柿の郷九度山 

（正）地域防災課 

   課長  

    

Tel ： 0736-54-2019         

FAX ： 0736-54-2022 

E-mail  

（副）地域防災課 

   防災担当  

    

Tel ： 0736-54-2019      

FAX ： 0736-54-2022 

E-mail ： 

 

（正） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

（副） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

 

（正） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

（副） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

 

（正） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

（副） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

 

（正） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

（副） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

別紙１ 
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情報管理責任者（変更）通知書 

  年  月  日 

九度山町長 

岡本 章 殿 

西日本電信電話株式会社 

和歌山支店 

 ○○ ○○ 印 

 

「特設公衆電話の設置・利用に関する覚書」第５条に基づき情報管理責任者（正）及び（副）

を下記のとおり通知致します。 

 

避難所名 情報管理責任者氏名 連絡先電話番号等 

・九度山中学校 

・河根中学校 

・九度山文化 

  スポーツセンター 

・九度山町 

  ふるさとセンター 

・下古沢コミュニティ 

  消防センター 

・道の駅 柿の郷九度山 

（正） 

Tel ： 

FAX ： 

E-mail  

（副） 

Tel ：  

FAX ： 

E-mail ： 

 

（正） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

（副） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

 

（正） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

（副） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

 

（正） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

（副） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

 

（正） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

（副） 

Tel ：          -          -                

FAX ：          -          - 

E-mail ： 

別紙１ 
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別紙２ 

 

 

Џ  ὑ ˿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験名 実 施 手 順

Ⅰ．ＮＴＴ西日本による回線試験①ＮＴＴ西日本から特設公衆電話の電気通信回線（モジュラージャックまで）の回線試験を
実施します。

②回線に異常が確認された場合は、ＮＴＴ西日本が修理を実施します。

Ⅱ．自治体様による通話試験 ①各避難所にて、モジュラージャックに電話機を接続し、自治体内の部署等に電話をかけ、
正常に通話が出来る
かの確認を実施します。

②通話が出来ないまたは雑音が入る等、異常が確認された場合は、ＮＴＴ西日本故障受付
部門へ連絡願います。
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12 災害時における応急対策業務の応援に関する協定書（九度山町建設業協会） 

 

災害時における応急対策業務の応援に関する協定書 

 

 九度山町（以下「甲」という。）と九度山町建設業協会（以下「乙」という。）は、地震、風水害その

他大規模災害が発生した場合における甲の応急対策業務に対する乙の応援に関して、次のとおり協定を締

結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他大規模災害（以下「災害」という。）が発生した場合における

甲の応急対策業務に対する乙の支援に関し、必要な事項について定めるものとする。 

 

 （応援要請の窓口） 

第２条 甲及び乙は、あらかじめ応急対策業務に関する連絡担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に

連絡するものとする。 

 

 （応援要請） 

第３条 甲は、災害発生時において、応急対策業務のため、乙の所属会員による応援が必要と認めるとき

は、乙に対して要請することができる。 

２ 甲は、乙に対して前項の応援要請をする場合には、要請書（別紙様式）により、乙に提出するものと

する。ただし、緊急を要し、かつ、提出するいとまがない場合は、口頭により要請することができる。

この場合、事後速やかに要請書を提出するものとする。 

 

 （協力義務） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から応援要請を受けたときは、可能な限り協力するものとする。 

 

 （要請する業務） 

第５条 要請する業務は、次のとおりとする。 

 (１) 被災状況の調査 

 (２) 建築物その他工作物等の崩壊、倒壊及び損壊に伴う道路交通確保のための障害物の除去作業及び

これに関連する業務 

 (３) 道路、橋などの公共施設の被災に伴う応急復旧作業及びこれに関連する業務 

 (４) 応急対策のための資材の提供及び斡旋 

 (５) その他甲が必要と認める応急対策業務 

 

 （経費の負担） 

第６条 甲の要請による業務に要する費用は、適正な基準に基づき甲が負担するものとする。ただし、甲

が提供する資材等については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

 （損害に係る必要経費の負担） 

第７条 甲の要請による業務の実施により生じた損害の負担は、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

 （災害発生時の情報提供） 

第８条 乙及び乙の会員は、被災情報を入手したときは、速やかに甲に情報提供するものとする。 
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 （応急対策に必要な細部事項） 

第９条 この協定に基づく応急対策を実施するために必要な細部事項については、九度山町建設課長と乙

が協議の上、定めることができる。 

 

 （協定の有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成２７年３月３１日までとする。ただし、

有効期間満了日の１か月前までに、甲又は乙から別段の意思表示がないときは、有効期間満了日の翌日

から更に１年間延長され、以後もまた同様とする。 

 

 （協議） 

第１１条 この協定の実施に関し定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その

都度甲乙協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙両者の記名押印の上、各自その１通を保有

する。 

 

  平成２６年４月２４日 

 

 

                    甲 九度山町長 岡 本  章 

 

 

                    乙 九度山町建設業協会 

                      会長 上 土 谷  幸 修 

 

  



協 定 

159 

別紙様式（第３条関係） 

 

 

   年  月  日 

 

 

 九度山町建設業協会会長 様 

 

 

九度山町長  

 

 

災害時における応急対策業務応援要請について 

 

 

 災害時における応急対策業務の応援に関する協定書（平成２６年４月２４日）第３条の規定に基づき、

下記のとおり要請いたします。 

 

記 

 

 １ 災害の状況 

 

 

 

 ２ 要請内容 

 (１)時期 

    自     年  月  日 

        至     年  月  日 

 

 (２)場所 

 

 

 (３)内容 

 

 

 ３ その他必要な事項 
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13 災害時における物資の供給に関する協定書（株式会社プラス） 

 

災害時における物資の供給に関する協定書 
 

 九度山町（以下「甲」という。）と株式会社プラス（以下「乙」という。）は、大規模災害その他の災

害の発生により、食料品その他の物資の調達が困難となった場合において、乙から甲に対する物資の供給

等について、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、大規模災害その他の災害が発生した場合に、乙が甲に対して行う物資の供給に関し、

その手続を定め、甲が行う災害応急対策を円滑に実施するために必要な事項を定める。 

 

 （協力要請） 

第２条 甲は、災害の発生により、災害応急対策に必要な物資の調達が困難と予想される場合には、乙に

対して物資の供給を要請することができる。 

２ 甲は、乙に対して前項の協力要請をする場合には、要請書（別紙様式）により、乙に提出するものと

する。ただし、緊急を要し、かつ、提出するいとまがない場合は、電話等により要請することができる。

この場合、事後速やかに要請書を提出するものとする。 

 

 （協力義務） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けたときは、可能な限り協力するものとする。 

 

 （供給物資の範囲） 

第４条 供給物資の範囲は、次に掲げるもののうち、甲が乙に対して供給を要請する物資とする。 

(１) 食料品 

(２) 飲料水 

(３) 日用品 

(４) その他乙が販売のために保管する物 

 

 （物資の運搬） 

第５条 物資の運搬は、乙の定めるところにより行うものとする。ただし、甲は、乙の協力を得て、その

運搬をすることができる。 

 

 （経費の負担） 

第６条 乙がこの協定に基づき提供した物資の価格等は、災害発生前の店頭価格とする。これによりがた

い場合は、甲乙協議して決定する。 

 

 （協定の有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成２７年３月３１日までとする。ただし、
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有効期間満了日の１か月前までに、甲又は乙から別段の意思表示がないときは、有効期間満了日の翌日

から更に１年間延長され、以後もまた同様とする。 

 

 （協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義

が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙両者の署名押印の上、各自その１通を保有

する。 

 

 

  平成２６年７月２９日 

 

 

       甲 九度山町大字九度山１１９０番地 

 

 

         九度山町長   岡 本   章 

 

 

乙 田辺市宝来町１７番１２号 

 

株式会社 プラス 

 

         代表取締役社長 野 田 正 史 
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別紙様式（第２条関係） 

 

 

    年  月  日 

 

 

 株式会社プラス様 

 

 

九度山町長  

 

 

災害時における物資供給の要請について 

 

 

 災害時における物資の供給に関する協定書（平成２６年７月２９日）第２条の規定に基づき、物資の供

給を下記のとおり要請いたします。 

 

記 

 

 １ 時期 

      年  月  日 

 

 ２ 供給依頼内容 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品  目 数 量 備  考 
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14 九度山町災害ボランティアセンターの設置等に関する協定書（社会福祉法人 九度山町

社会福祉協議会） 

 

九度山町災害ボランティアセンターの設置等に関する協定書 

 

 九度山町（以下「甲」という。）と社会福祉法人九度山町社会福祉協議会（以下「乙」という。）は、

九度山町災害ボランティアセンターの設置等について、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害時における効果的なボランティア活動を推進するため、乙が設置する九度山町

災害ボランティアセンター（以下「センター」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （センターの設置） 

第２条 乙は、甲が災害対策本部を設置し、乙にセンターの設置を要請したときは、センターを設置する

ものとする。 

 

 （センターの設置場所） 

第３条 乙は、センターを九度山町役場庁舎内に設置するものとする。ただし、これによりがたい場合に

は、甲が指定する場所にセンターを設置するものとする。 

 

 （センターの業務） 

第４条 センターが行う業務は、次のとおりとする。 

(１)災害ボランティア（甲と災害ボランティアに係る他の協定等を除く。）の受け入れ及び派遣に関する

こと。 

(２)災害ボランティア活動を支援するために必要な業務に関すること。 

(３)その他前２号の業務のために必要な業務に関すること。 

 

 （センター設置の要請） 

第５条 甲は、乙にセンターの設置を要請するときは、日時、場所その他センターの設置に必要な事項を

記載した文書により行うものとする。ただし、緊急を要し、かつ、提出するいとまがない場合は、電話

等により要請することができる。この場合、事後速やかに文書を提出するものとする。 

２ 乙は、センターを設置したときは、その旨を甲（九度山町災害対策本部救助部）に連絡するものとす

る。 

 

 （関係団体との協力） 

第６条 甲及び乙は、各種ボランティア、地域住民、消防機関などの関係団体と情報交換、災害訓練等を

行い、平常時から連携に努めるものとする。 

 

 （資機材等の確保協力） 

第７条 甲及び乙は、相互に協力してセンターの設置に必要な資機材並びに災害ボランティア活動に必要

な物資及び活動場所等を確保する。 
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 （経費の負担） 

第８条 第４条各号の業務に関する必要な経費は、甲が負担する。ただし、ボランティア活動に係る支援

募金、助成金等の収入があるときは、これらの収入を当該経費に優先的に充当するものとする。 

２ 乙は、前条の経費の内訳について、甲が説明を求めるときは、これに応じるものとする。 

３ 第１項の規定により負担する経費の支払い方法は、甲及び乙が別に協議する。 

 

 （損害賠償等） 

第９条 災害応急活動、復旧活動等において、災害ボランティアが被った損害に対する賠償等は、原則と

して、ボランティア活動保険により対応するものとする。 

２ 前項のボランティア活動保険の加入にかかる費用は、原則としてボランティアを行う者の自己負担と

する。 

３ 乙は、ボランティアの募集等を行う場合には、前項に規定するボランティア活動保険の加入にかかる

費用が自己負担であること、加入方法に関することなどについて説明に努めるものとする。 

 

 （報告） 

第１０条 甲は、センターの運営状況について、乙に説明を求めることができる。 

 

 （協定の有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成２７年３月３１日までとする。ただし、

有効期間満了日の１か月前までに、甲又は乙から別段の意思表示がないときは、有効期間満了日の翌日

から更に１年間延長され、以後もまた同様とする。 

 

 （協議） 

第１２条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑

義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙両者の記名押印の上、各自その１通を保有

する。 

 

 

  平成２６年１０月２２日 

 

 

               甲 九度山町大字九度山１１９０番地 

                 九度山町長 岡 本 章    

 

 

               乙 九度山町大字河根７３２番地の１ 

                 社会福祉法人 九度山町社会福祉協議会 

                 副会長 阪 中 章 剛    
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15 災害時等における要配慮者の緊急受入れに関する協定書（社会福祉法人 九度山町社会

福祉協議会） 

 

災害時等における要配慮者の緊急受入れに関する協定書 

 

 九度山町（以下「甲」という。）と社会福祉法人 九度山町社会福祉協議会（以下「乙」という。）と

は、九度山町内に地震、風水害その他の災害等が発生した場合（以下「災害時等」という。）における介

護が必要な高齢者、障害（児）者及びその家族等（以下「要配慮者」という。）の緊急受入れについて、

次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害時等に甲が乙の運営する町内の知的障害者更生施設、身体障害者更生施設、身

体障害者療護施設、介護老人福祉施設、養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、短期入

所専用施設及びデイサービス施設等において要配慮者の緊急受入れを実施するよう乙に対し協力を要

請するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （緊急受入れの要請及び受諾） 

第２条 甲は、災害時等に、次に規定する緊急受入れを乙に対して要請することができる。 

(１) 被災した住宅等の要配慮者の緊急受入れ 

(２) 九度山町地域防災計画で指定する指定避難施設に避難した要配慮者の二次的避難のための緊急

受入れ 

２ 乙は、甲から緊急受入れの要請を受けたときは、可能な範囲で受諾するものとし、甲の要請事項に従

い緊急受入れに係る業務を行う。 

 

 （要配慮者の移送） 

第３条 要配慮者の移送は、原則として要配慮者が自身の責任において行うものとする。ただし、移送に

あたり支援が必要であると判断した場合は、甲が要配慮者を移送するものとする。 

２ 乙は、甲から移送に関する協力の要請があった場合は、可能な範囲で移送に協力するものとする。 

 

 （緊急受入れの期間） 

第４条 甲が乙に緊急受入れを依頼できる期間は、原則として３０日以内とする。ただし、期間の延長が

必要な場合は、甲乙協議の上、延長することができるものとする。 

 

 （費用の負担） 

第５条 甲の要請に基づき乙が要配慮者の緊急受入れを実施した場合に要する費用は、甲が負担するもの

とする。 

２ 前項に規定する費用の額は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 

 

 （手続き等） 

第６条 甲は、第２条の規定により乙に緊急受入れを要請する場合は、乙にあらかじめ受入れ可能人数を

確認の上、次に掲げる事項を明らかにした書面を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合

は、口頭により要請し、後日文書を送付するものとする。 
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(１) 受入れを要請する要配慮者の氏名、住所、心身の状況、連絡先等 

(２) 受入れを要請する要配慮者の身元引受人の氏名、連絡先等 

(３) 受入れ要請期間 

 

 （緊急受入れ可能人数等に係る協議） 

第７条 甲及び乙は、この協定締結後、施設ごとの要配慮者の受入れ可能人数、災害時の要配慮者への支

援者等の確保に係る計画並びに必要物資の備蓄及び調達等について協議を行うものとする。 

 

 （協定の有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２７年３月３１日までとする。ただし、甲又は乙

から期間満了１か月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、この協定を１年

間更新するものとし、以後同様とする。 

 

 （その他） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるもの

とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙両者の記名押印の上、各自その１通を保有

する。 

 

  平成２６年１０月２２日 

 

               甲 九度山町大字九度山１１９０番地 

 

                 九度山町長 岡 本   章    

 

 

               乙 九度山町大字河根７３２番地の１ 

 

                 社会福祉法人 九度山町社会福祉協議会 

 

                 副会長 阪 中  章 剛    
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16 災害時における放送要請等に関する協定書（ＦМはしもと株式会社） 

 

災害時における放送要請等に関する協定書 

 

 九度山町（以下「甲」という。）とＦМはしもと株式会社（以下「乙」という。）は、災害時における放

送要請等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の地域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本

法（昭和３６年法律第２２３号）第５７条の規定により甲が乙に放送を行うことを求める場合における

手続きを定めること等により、災害に関する情報を町民に円滑に提供し、もって町民の生命、身体及び

財産の保護に資することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この協定における用語の定義は、次のとおりとする。 

(１) 「災害」とは、災害対策基本法第２条第１項に規定する災害をいう。 

(２) 「災害放送」とは、乙が甲の要請に応じ、他の放送に優先して行う災害時の臨時の放送をいう。 

 

（災害放送の要請） 

第３条 甲は、次に掲げる事項について災害放送を行う必要があると認めるときは、要請書（別記様式）

をファクシミリにより送信し乙に要請するものとする。ただし、書面をもって要請する暇がないときは、

口頭で要請し、その後速やかに要請書を提出するものとする。 

(１) 気象警報及び特別警報の発令その他災害への注意を喚起する情報 

(２) 避難勧告、避難指示、警戒区域の設置、避難所の開設その他避難誘導等（避難時の注意事項、混

乱防止の呼び掛け等）に関する情報 

(３) 町民の安否及び被害に関する情報 

(４) ライフラインの被害及び復旧に関する情報 

(５) 食料、飲料、生活必需品等の物資供給に関する情報 

(６) 救護及び医療活動に関する情報 

(７) その他甲が第１条の目的を達するために必要と認める事項 

 

（災害放送の実施） 

第４条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、業務上の支障その他やむを得ない事由がない限り、

予定番組放送等に優先し、災害放送を実施するものとする。ただし、録音放送等で職員不在の場合は、

この限りでない。 

２ 乙は、必要と認めるときは、乙の責任において災害に関する情報を放送することができる。 

３ 前２項の規定による放送をするときは、乙は、当該放送に係る災害に関する情報の発信元に関する情

報を併せて放送するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第５条 この協定に定める事項の実施に関する連絡を正確かつ円滑に行うため、甲乙それぞれ連絡責任者

を定めるものとし、連絡責任者を定めたときは直ちに相手方に通知するものとする。 
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（費用の負担） 

第６条 甲の要請に基づく災害放送に要した費用は、乙は甲に請求しないものとする。ただし、災害放送

が長期に及ぶ場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

２ 災害放送の実施により、予定番組放送等が実施できなかったときは、乙と当該依頼人との交渉により、

その解決を図るものとする。 

 

（協定の期間） 

第７条 この協定の期間は、協定締結の日から当該年度末の３月３１日までとする。ただし、期間満了の

日から起算して１か月前までに、甲乙いずれからも協定解除又は変更の申し出がないときは１年延長す

るものとし、以後この例によるものとする。 

 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決

定するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各１通を保有するもの

とする。 

 

平成２６年１１月２５日 

 

甲 和歌山県伊都郡九度山町大字九度山1190番地 

九度山町長   岡 本   章 

 

乙 和歌山県橋本市東家４丁目１１番４号  

ＦМはしもと株式会社 

代表取締役  向 井 景 子 
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別記様式（第３条関係） 

 

年  月  日 

 

ＦＭはしもと株式会社 様 

九度山町長 

 

 

放 送 要 請 書 

 

 

 「災害時における放送要請等に関する協定書」に基づき、災害情報等の放送について、下記のとおり

要請します。 

 

記 

 

１． 要請の理由 

 

２． 放送希望日時 

           □ 通常番組をただちに遮断して、放送してください。 

○ 緊急割込放送  □ 通常番組に出来る限り早く割り込んで、放送してください。 

         □ 通常番組の構成を変更して、緊急番組で放送してください。 

○    年  月  日から    年  月  日まで 

  午前・午後   時   分の放送 

     

３． 放 送 内 容（ニュース原稿としてのふりがな・段落を付けること） 

 

 

 

 

４． その他必要な事項 

 

連絡先      課      係  担当 

電 話 

ＦＡＸ 

以上 
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別紙（第３条関係） 

 

放送要請基準 

 

 「災害時における放送要請等に関する協定書」第３条の規定による災害放送の種類及びその内容は、

次のとおりとする。 

 

１ 災害放送要請可能事項 

(１) 避難準備情報及び下記に掲げる情報 

ア 気象警報及び特別警報 

イ 救援活動の情報 

ウ 救援物資・配給に関する配備情報 

エ 大規模な停電、突発的な断水等 

オ 災害発生で被災した電気、水道等の復旧及び復旧予定情報 

カ 道路通行止め等の情報 

キ 広域な火災の情報 

ク 行方不明情報 

(２) 避難勧告 

(３) 避難指示 

(４) 警戒区域情報 

(５) 指定河川洪水予報 

(６) 土砂災害警戒情報 

(７) 東海地震予知情報 

(８) 弾道ミサイル情報 

(９) 航空攻撃情報 

(10) ゲリラ・特殊部隊攻撃情報 

(11) 大規模テロ情報 

(12) その他町長が特に必要と認めた事項 

 

２ 要請に基づく放送 

(１) 甲は災害等の状況により放送局を利用することが適切と認めるときは、乙に対して、上記災害に

関する通知、要請、伝達又は警告の放送をＦＡＸにより文書送信し、放送要請する。 

(２) 甲は、次に掲げる事項を明らかにして要請することとする。 

・要請理由 

・放送希望日時 

・放送内容（住民への警報、通知等） 

・その他必要な事項 

(３) 緊急割込放送 

甲は災害が発生し、又は発生する恐れのある場合で、多くの人命、財産を保護するため、第１項の

規定による災害放送要請可能事項を住民に対し緊急に周知する必要のある場合は、乙の勤務時間帯や

生放送に割り込んで緊急割込放送の要請をすることができる。ただし、夜間等録音放送時や職員不在

の場合はこの限りでない。 
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17 災害時における住家の被害認定に関する協定書（公益社団法人日本建築家協会） 

 

災害時における住家の被害認定に関する協定書 

 

 九度山町（以下「甲」という。）と公益社団法人日本建築家協会（以下「乙」という。）とは、大規模

な災害発生時における乙の社会貢献活動の一環として実施する災害時における住家の被害認定調査（以

下「住家被害認定調査」という。）に係る協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、甲の地域において災害が発生した場合に、乙より円滑に支援協力が受けられるよ

う、住家被害認定調査の支援協力に関する手続き等について定めるものとする。 

 （支援協力の実施） 

第２条 乙は、和歌山県と乙とで平成２６年１２月２６日に締結された「災害時における住家の被害認

定に関する包括協定書」に基づき、住家被害認定調査に係る支援協力を実施するものとする。 

 （従事者の災害補償） 

第３条 認定調査に従事した乙の会員が当該調査のために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

は、乙が別途加入する災害補償保険等により対応する。ただし、加入する保険の内容については甲乙

協議の上、決定するものとする。 

 （第三者に及ぼした損害に対する補償） 

第４条 甲の要請により乙が実施する業務に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその賠償に当た

るものとする。ただし、故意に第三者に損害を与えるなど明らかに乙の責めに帰すべき事由がある場

合は、乙が賠償に当たるものとする。 

 （費用の負担） 

第５条 甲は、第２条の規定により派遣された乙の会員の人件費は負担しない。 

２ 乙が活動期間中に別途加入する災害補償保険等に係る保険料は、甲が負担する。 

３ 第２条に基づく要請で派遣された乙の会員の旅費（乙の近畿支部和歌山地域会員の住所地又は近畿

支部和歌山地域会の住所地から甲の地域内までの旅費）は、甲が負担する。ただし、別途交通手段が

確保された場合はこの限りではない。 

４ 甲からの要請に基づく活動従事期間における乙の会員の食糧及び宿泊場所について必要性があれ

ば、原則として甲が確保に努めることとし、その費用は甲が別途直接、宿泊施設等に支払うものとす

る。 

 （費用の請求） 

第６条 乙は、認定調査が完了したときは、速やかに前条第２項及び第３項の費用を甲に請求するもの

とする。 

２ 甲は、前項の規定により請求された内容を確認の上、適当と認めたときは、速やかに乙に支払うも

のとする。 

 （秘密の保持） 

第７条 乙及び乙の会員は、認定調査の実施によって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 （協定の有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２７年３月３１日までとする。ただし、期間の

満了の１か月前までに甲又は乙が各相手方に対し特段の意思表示をしないときは、この協定は、期間

満了の翌日から更に１年間同一の条件をもって更新するものとし、以後もこれと同様とする。 

 （連絡責任者） 
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第９条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙双方の連絡責任者を定めるものとする。 

 （協議事項） 

第１０条 この協定の実施に関し必要な事項及び疑義が生じた場合は、その都度甲乙 協議して定める

ものとする。 

 

  この協定の証として、この証書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

 

    平成２７年１月３０日 

 

                                   甲 九度山町長  岡 本  章 

 

 

                                    乙 東京都渋谷区神宮前二丁目３番１８号 

                                        公益社団法人 日本建築家協会 

                                         代表理事  芦 原 太 郎 
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18 災害時における住家の被害認定に関する協定書（一般社団法人和歌山県建築士会） 

 

災害時における住家の被害認定に関する協定書 
 

 九度山町（以下「甲」という。）と一般社団法人和歌山県建築士会（以下「乙」という。）と

は、大規模な災害発生時における乙の社会貢献活動の一環として実施する災害時における住家の

被害認定調査（以下「住家被害認定調査」という。）に係る協力に関し、次のとおり協定を締結

する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、甲の地域において災害が発生した場合に、乙より円滑に支援協力が受けら

れるよう、住家被害認定調査の支援協力に関する手続き等について定めるものとする。 

 （支援協力の実施） 

第２条 乙は、和歌山県と乙とで平成２６年１２月２６日に締結された「災害時における住家の

被害認定に関する包括協定書」に基づき、住家被害認定調査に係る支援協力を実施するものと

する。 

 （従事者の災害補償） 

第３条 認定調査に従事した乙の会員が当該調査のために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した

場合は、乙が別途加入する災害補償保険等により対応する。ただし、加入する保険の内容につ

いては甲乙協議の上、決定するものとする。 

 （第三者に及ぼした損害に対する補償） 

第４条 甲の要請により乙が実施する業務に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその賠償

に当たるものとする。ただし、故意に第三者に損害を与えるなど明らかに乙の責めに帰すべき

事由がある場合は、乙が賠償に当たるものとする。 

 （費用の負担） 

第５条 甲は、第２条の規定により派遣された乙の会員の人件費は負担しない。 

２ 乙が活動期間中に別途加入する災害補償保険等に係る保険料は、甲が負担する。 

３ 第２条に基づく要請で派遣された乙の会員の旅費（乙の所属する支部の住所地から甲の地域

内までの旅費）は、甲が負担する。ただし、別途交通手段が確保された場合はこの限りではな

い。 

４ 甲からの要請に基づく活動従事期間における乙の会員の食糧及び宿泊場所について必要性が

あれば、原則として甲が確保に努めることとし、その費用は甲が別途直接、宿泊施設等に支払

うものとする。 

 （費用の請求） 

第６条 乙は、認定調査が完了したときは、速やかに前条第２項及び第３項の費用を甲に請求す

るものとする。 

２ 甲は、前項の規定により請求された内容を確認の上、適当と認めたときは、速やかに乙に支

払うものとする。 

 （秘密の保持） 

第７条 乙及び乙の会員は、認定調査の実施によって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 



資料編 

174 

 （協定の有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２７年３月３１日までとする。ただし、

期間の満了の１か月前までに甲又は乙が各相手方に対し特段の意思表示をしないときは、この

協定は、期間満了の翌日から更に１年間同一の条件をもって更新するものとし、以後もこれと

同様とする。 

 （連絡責任者） 

第９条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙双方の連絡責任者を定めるものとする。 

 （協議事項） 

第１０条 この協定の実施に関し必要な事項及び疑義が生じた場合は、その都度甲乙 協議して

定めるものとする。 

 

  この協定の証として、この証書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その一通を

保有する。 

 

    平成２７年１月３０日 

 

                                   甲 九度山町長  岡 本  章 

 

 

                                     乙 和歌山市卜半町３８番地 

                                        一般社団法人 和歌山県建築士会 

                                         会長  池 内  茂 雄 
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19 災害時における住家の被害認定に関する協定書（一般社団法人和歌山県建築士事

務所協会） 

 

災害時における住家の被害認定に関する協定書 

 
 九度山町（以下「甲」という。）と一般社団法人和歌山県建築士事務所協会（以下「乙」とい

う。）とは、大規模な災害発生時における乙の社会貢献活動の一環として実施する災害時におけ

る住家の被害認定調査（以下「住家被害認定調査」という。）に係る協力に関し、次のとおり協

定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、甲の地域において災害が発生した場合に、乙より円滑に支援協力が受けら

れるよう、住家被害認定調査の支援協力に関する手続き等について定めるものとする。 

 （支援協力の実施） 

第２条 乙は、和歌山県と乙とで平成２６年１２月２６日に締結された「災害時における住家の

被害認定に関する包括協定書」に基づき、住家被害認定調査に係る支援協力を実施するものとす

る。 

 （従事者の災害補償） 

第３条 認定調査に従事した乙の会員が当該調査のために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した

場合は、乙が別途加入する災害補償保険等により対応する。ただし、加入する保険の内容につい

ては甲乙協議の上、決定するものとする。 

 （第三者に及ぼした損害に対する補償） 

第４条 甲の要請により乙が実施する業務に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその賠償

に当たるものとする。ただし、故意に第三者に損害を与えるなど明らかに乙の責めに帰すべき事

由がある場合は、乙が賠償に当たるものとする。 

 （費用の負担） 

第５条 甲は、第２条の規定により派遣された乙の会員の人件費は負担しない。 

２ 乙が活動期間中に別途加入する災害補償保険等に係る保険料は、甲が負担する。 

３ 第２条に基づく要請で派遣された乙の会員の旅費（乙又は乙の会員の住所地のうち甲に近い

住所地から甲の地域内までの旅費）は、甲が負担する。ただし、別途交通手段が確保された場

合はこの限りではない。 

４ 甲からの要請に基づく活動従事期間における乙の会員の食糧及び宿泊場所について必要性が

あれば、原則として甲が確保に努めることとし、その費用は甲が別途直接、宿泊施設等に支払

うものとする。 

 （費用の請求） 

第６条 乙は、認定調査が完了したときは、速やかに前条第２項及び第３項の費用を甲に請求す

るものとする。 

２ 甲は、前項の規定により請求された内容を確認の上、適当と認めたときは、速やかに乙に支

払うものとする。 

 （秘密の保持） 
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第７条 乙及び乙の会員は、認定調査の実施によって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 （協定の有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２７年３月３１日までとする。ただし、

期間の満了の１か月前までに甲又は乙が各相手方に対し特段の意思表示をしないときは、この

協定は、期間満了の翌日から更に１年間同一の条件をもって更新するものとし、以後もこれと

同様とする。 

 （連絡責任者） 

第９条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙双方の連絡責任者を定めるものとする。 

 （協議事項） 

第１０条 この協定の実施に関し必要な事項及び疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議して定

めるものとする。 

 

  この協定の証として、この証書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その一通を

保有する。 

 

    平成２７年１月３０日 

 

甲 九度山町長  岡 本  章 

 

 

乙 和歌山市卜半町３８番地 

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会 

会長  小 川  浩 
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20 災害時における物資供給に関する協定書（NPO法人コメリ災害対策センター） 

 

災害時における物資供給に関する協定書 

 
 九度山町（以下「甲」という。）とＮＰＯ法人コメリ災害対策センター（以下「乙」という。）

は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以

下「災害時」という。）において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給する

ために必要な事項を定めるものとする。 

（協定事項の発効） 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に

対して要請を行ったときをもって発動する。 

 （供給等の協力要請） 

第３条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物

資の供給を要請することができる。 

（調達物資の範囲） 

第４条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資

とする。 

(１)別表に掲げる物資 

(２)その他甲が指定する物資 

（要請の方法） 

第５条 第３条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもって行

うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後

速やかに文書を交付するものとする。 

（物資の供給の協力） 

第６条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとす

る。 

２ 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書によ

り甲に報告するものとする。 

（引渡し等） 

第７条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が

行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により

運搬するものとする。 

２ 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮する

ものとする。 

（費用の負担） 
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第８条 第６条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負

担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速

やかに決定する。 

（費用の支払い） 

第９条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとす

る。 

（情報交換） 

第１０条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、

災害時に備えるものとする。 

 （協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定す

るものとする。 

 （有効期間） 

第１２条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定

の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

  平成２７年８月２６日 

 

      甲   和歌山県伊都郡九度山町大字九度山１１９０番地 

          九度山町長  岡 本   章 

 

 

      乙   新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 

          ＮＰＯ法人 コメリ災害対策センター 

          理事長  捧   雄 一 郎 
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別表
災害時における緊急対応可能な物資

　　大分類 主な品種
作業関係 作業シート、標識ロープ、

ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、
長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、
雨具、土のう袋、ガラ袋、
スコップ、ホースリール

日用品等 毛布、タオル、
割箸、使い捨て食器、
ポリ袋、ホイル、ラップ、
ウェットティシュ、マスク、衛生用ポリ手袋（使い捨て）
バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾、
簡易ライター、使い捨てカイロ

水関係 飲料水（ペットボトル）、生活用水用ポリタンク

冷暖房機器等 大型石油ストーブ、木炭､木炭コンロ

電気用品等 投光器、懐中電灯、乾電池、
カセットコンロ、カセットボンベ

トイレ関係等 救急ミニトイレ
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21 災害の発生時における輸送及び荷さばき業務等の協力に関する協定書（公益社団

法人和歌山県トラック協会） 

 

災害の発生時における輸送及び荷さばき業務等の協力に関する協定書 

 

 九度山町（以下「甲」という。）と公益社団法人和歌山県トラック協会（以下「乙」という。）

は、災害が発生し、九度山町災害対策本部が設置された場合、又は市町村相互の応援措置に必要

な場合において、甲が乙に対して要請する輸送、荷下ろし、仕分け、管理及び積込み業務等（以

下「輸送及び荷さばき業務等」という。）の協力に関する協定を次のとおり締結する。 

 

（定義） 

第１条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条

第１号に規定する災害のうち、暴風、竜巻、豪雨、洪水、崖崩れ、土石流、地震、地滑りその

他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 

（要請） 

第２条 甲は、次に掲げる事項について、乙の協力が必要であると認めるとき、乙又は乙の会員

に要請するものとする。 

(１)輸送及び荷さばき業務等 

(２)乙が供給した輸送用車両に甲の職員の同乗 

(３)災害に関する諸情報の収集 

(４)その他乙が応じることができる事項 

 （実施） 

第３条 乙又は乙の会員は、前条の規定による要請を受けたときは、可能な範囲において協力し、

実施するものとする。 

（要請の手続き） 

第４条 甲は、第２条の規定により、要請するときは、要請書（別記様式第１号）を乙に提出す

るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急を要する等やむを得ないときは、甲は、口頭又は電話等によ

り要請を乙又は乙の会員に行うことができるものとする。この場合において、甲は、事後に要

請書を乙に提出するものとする。 

３ 甲は、乙の会員に直接要請したときは、乙に対しその旨を報告するものとする。 

４ 前３項を行うため、甲及び乙は、本協定に関する担当部署を定めるとともに、連絡責任者を

選任するものとし、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。 

 （経費の負担） 

第５条 第２条の規定による要請業務に係る経費のうち、甲の負担する額は、災害が発生する直

前における運賃、料金等を基準として、甲乙協議して定めるものとする。 

 （災害補償） 

第６条 第２条の規定による要請業務に従事した者が、業務に従事したことにより負傷し、若し

くは疾病にかかり、又は死亡した場合においては、甲は次に掲げる場合を除き、法第８４条第

１項の規定による九度山町消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第８３号）による応
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急措置従事者の範囲において、その損害を補償する。 

(１) 業務に従事した者の故意又は重大な過失による場合 

(２) 当該損害につき、乙又は業務に従事する者が締結した損害保険契約により、保険給付を

受けることができる場合 

(３) 当該災害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受けることが

できる場合 

(４) 労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）その他の法令による損害補償の規定

の適用を受けることができる場合 

（協定の有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日までとする。ただし、

有効期間満了の３０日前までに、甲又は乙がこの協定を終了する旨の意思表示を書面をもって

しない限りは、期間満了の翌日から起算して１年間、この協定と同一の条件をもって更新され、

以降同様とする。 

（疑義等の決定） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して

定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印の上、各自１

通を保有するものとする。 

 

 平成２７年１１月２０日 

 

                     甲 伊都郡九度山町九度山１１９０番地 

                       九度山町長  岡 本  章 

                        

 

乙 和歌山市湊１４１４番地 

                       公益社団法人和歌山県トラック協会 

                       会長  龍 田 潤 三 
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様式第１号（第４条関係） 

 

第  号 

年  月  日 

                                  （   年） 

 

公益社団法人和歌山県トラック協会 

会長              様 

 

九度山町長 

 

要 請 書 

 

｢災害の発生時における輸送及び荷さばき業務等の協力に関する協定書｣に基づき、次のとおり 

要請します。 

 

(１)要請事項 

 

(２)要請期間（日時） 

 

(３)積込み場所及び荷下ろし場所 

 

(４)物資の品目及び数量 

 

(５)その他必要な事項 

 



協 定 

183 

22 災害時における住家の被害認定に関する協定書（一般社団法人和歌山県不動産鑑

定士協会） 

 

災害時における住家の被害認定に関する協定書 
 

 九度山町（以下「甲」という。）と一般社団法人和歌山県不動産鑑定士協会（以下「乙」とい

う。）とは、大規模な災害発生時における乙の社会貢献活動の一環として実施する災害時におけ

る住家の被害認定調査（以下「住家被害認定調査」という。）に係る協力に関し、次のとおり協

定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、甲の地域において災害が発生した場合に、乙より円滑に支援協力が受けら

れるよう、住家被害認定調査の支援協力に関する手続き等について定めるものとする。 

 （支援協力の実施） 

第２条 乙は、和歌山県と乙とで平成２７年１２月２２日に締結された「災害時における住家の

被害認定に関する包括協定書」に基づき、住家被害認定調査に係る支援協力を実施するものと

する。 

 （従事者の災害補償） 

第３条 認定調査に従事した乙の会員が当該調査のために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した

場合は、乙が別途加入する災害補償保険等により対応する。ただし、加入する保険の内容につ

いては甲乙協議の上、決定するものとする。 

 （第三者に及ぼした損害に対する補償） 

第４条 甲の要請により乙が実施する業務に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその賠償

に当たるものとする。ただし、故意に第三者に損害を与えるなど明らかに乙の責めに帰すべき

事由がある場合は、乙が賠償に当たるものとする。 

 （費用の負担） 

第５条 甲は、第２条の規定により派遣された乙の会員の人件費は負担しない。 

２ 乙が活動期間中に別途加入する災害補償保険等に係る保険料は、甲が負担する。 

３ 第２条に基づく要請で派遣された乙の会員の旅費（乙又は乙の会員の住所地のうち甲に近い

住所地から甲の地域内までの旅費）は、甲が負担する。ただし、別途交通手段が確保された場

合はこの限りではない。 

４ 甲からの要請に基づく活動従事期間における乙の会員の食糧及び宿泊場所について必要性が

あれば、原則として甲が確保に努めることとし、その費用は甲が別途直接、宿泊施設等に支払

うものとする。 

 （費用の請求） 

第６条 乙は、認定調査が完了したときは、速やかに前条第２項及び第３項の費用を甲に請求す

るものとする。 

２ 甲は、前項の規定により請求された内容を確認の上、適当と認めたときは、速やかに乙に支

払うものとする。 

 （秘密の保持） 
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第７条 乙及び乙の会員は、認定調査の実施によって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 （協定の有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日までとする。ただし、

期間の満了の１か月前までに甲又は乙が各相手方に対し特段の意思表示をしないときは、この

協定は、期間満了の翌日から更に１年間同一の条件をもって更新するものとし、以後もこれと

同様とする。 

 （連絡責任者） 

第９条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙双方の連絡責任者を定めるものとする。 

 （協議事項） 

第１０条 この協定の実施に関し必要な事項及び疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議して定

めるものとする。 

 

  この協定の証として、この証書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その一通を

保有する。 

 

    平成２８年１月２２日 

 

                                 甲 九度山町長  岡 本   章 

 

 

                                 乙 和歌山市七番丁１７ 和歌山朝日ビル５階 

                                    一般社団法人 和歌山県不動産鑑定士協会 

                                     会長  名 手 孝 和 
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別記第１号様式（第２条関係） 

 

                                          福第      号 

                                                        年  月  日 

 

住家被害認定調査要請書 

 

 

 一般社団法人 和歌山県不動産鑑定士協会 様   

 

和歌山県知事 

 

 「災害時における住家の被害認定に関する包括協定書」に基づき、下記のとおり応援を要請し

ます。 

 

記 

 

１ 派遣市町村、要請人数、派遣要請期間 等 

 

派遣市町村 要請人数 派遣要請期間 備 考 

  名     年  月  日 

から  年  月  日 

 

 

  名     年  月  日 

から  年  月  日 

 

 

  名     年  月  日 

から  年  月  日 

 

 

  名     年  月  日 

から  年  月  日 

 

  名     年  月  日 

から  年  月  日 

 

  名     年  月  日 

から  年  月  日 
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別記第２号様式（第２条関係） 

 

年  月  日 

 

住家被害認定調査要請承諾書 

 

 和歌山県知事  様   

 

                  一般社団法人 和歌山県不動産鑑定士協会 

 

 

     年  月  日付け福第   号により要請のありました住家被害認定調査に係る応

援要請について、下記のとおり派遣を承諾いたします。 

 

 

 

 １ 派遣市町村： 

 

 ２ 派遣人数：    名（別紙名簿のとおり） 

 

 ３ 派遣期間：   年  月  日 ～  年  月  日 
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23 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書（株式会社ゼンリン） 

 

災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 
 

九度山町（以下「甲」という。）と株式会社ゼンリン（以下「乙」という。）とは、第１条第１

号に規定する災害時において、乙が、第２条第５号の乙の地図製品等を甲に供給することなどに

ついて、次のとおり協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 

この協定は、次に掲げる事項を目的とする。 

(１) 甲の区域内で災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災害が発

生し、又はそのおそれがある場合において、甲が同法第23条の２の規定により災害対策本

部（以下「災害対策本部」という。）を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等

に関し必要な事項を定めること。 

(２) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災

に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努

めること。 

 

（定 義） 

第２条 

この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 「住宅地図」 九度山町全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。 

(２) 「広域図」 九度山町全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。 

(３) 「ZNET TOWN」 乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するも

のとする。 

(４) 「ID等」 ZNET TOWNを利用するための認証ID及びパスワードを意味するものとする。 

(５) 「地図製品等」 住宅地図、広域図及びZNET TOWNの総称を意味するものとする。 

 

（地図製品等の供給の要請等） 

第３条 

１ 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品

等を供給するものとする。 

２ 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。 

３ 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書（以下「要請書」とい

う。）を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対

して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。 

４ 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとす

る。 

５ この条に基づく地図製品等の供給にかかる対価は、災害発生前の適正な価格を基準に甲乙別
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途協議の上、決定するものとする。 

 

（地図製品等の貸与及び保管） 

第４条 

１ 乙は、前条第１項の規定による地図製品等の供給とは別に、この協定締結後、甲乙別途定め

る時期及び方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及びID等を甲に貸与するもの

とする。この場合において、当該貸与にかかる対価については無償とする。 

２ 甲は、前項の規定により乙が貸与した住宅地図、広域図及びID等を甲の事務所内において、

善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。 

３ 乙は、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、甲が保管している旧版の住宅地図及

び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取り、かつ、更新版と差し替える

ことができるものとする。 

４ 乙は、必要に応じ、甲と日程調整の上、甲による住宅地図の保管・管理状況を確認すること

ができるものとする。 

 

（地図製品等の利用等） 

第５条 

１ 甲は、災害対策本部を設置したときは、災害応急対策及び災害復旧・復興にかかる資料とし

て、前２条の規定により乙から供給又は貸与された地図製品等につき、次に掲げる利用を行

うことができるものとする。 

(１) 災害対策本部設置期間中の閲覧 

(２) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議の上、定める期間及び条件の範囲内での複

製 

２ 甲は、前項の規定により住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別に定める乙の通知先

に連絡するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保

管場所にて保管・管理するものとする。 

３ 甲は、第１項の規定にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、

甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及びZNET TOWNを利用することができ

るものとする。この場合において、甲は、広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得

るものとし、ZNET TOWNを利用する場合は、この協定添付別紙「ZNET TOWN利用約款」に記載

の条件に従うものとする。 

 

（情報交換） 

第６条 

甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、

災害時に備えるものとする。 

 

（有効期間） 

第７条 

この協定の有効期間は、この協定の締結日から１年間とする。ただし、当該有効期間満了日
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の３か月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、こ

の協定は更に１年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。 

 

（協 議） 

第８条 

甲乙間でこの協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をも

って協議し解決に努めるものとする。 

 

以上、この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各１通

を保有する。 

 

 

平成２８年６月１日 

 

甲）和歌山県伊都郡九度山町大字九度山１１９０番地 

九度山町長  岡 本  章 

 

乙）大阪府大阪市西区川口３－３－９ダイケイビル４Ｆ 

株式会社ゼンリン 関西第一エリア統括部 

部長  和 田  滋 
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【添付別紙】 

ＺＮＥＴ ＴＯＷＮ利用約款 

 

第１条（定 義） 

本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。 

(１) 「ＩＤ等」 

本サービスを利用するための認証ＩＤ及びパスワードをいいます。 

(２) 「アクセス権者」 

対象機器を使用する甲の職員であり、かつ、ＩＤ等を使って本システムにアクセスする者

をいいます。 

(３) 「対象機器」 

甲の庁内ＬＡＮに接続された端末機器及び庁内業務での利用に限った端末機器をいいます。 

(４) 「本サービス」 

乙がアクセス権者からの要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送信す

るサービスをいいます。 

(５) 「本システム」 

本サービスを提供するための乙が第三者に管理・運用を委託するＷＷＷサーバ、回線、周

辺機器等の一連のシステムをいいます。 

(６) 「本データ」 

本サービスにおいて乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一

般種アイコン、その他各種データをいいます。 

 

第２条（本約款の適用） 

本約款は、本協定書の内容の一部を構成するものとし、本サービスを甲が利用することに関

する一切に適用されるものとします。 

 

第３条（本サービスの内容） 

乙は、本サービスの内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるものと

します。 

 

第４条（本サービスの中断・中止） 

１ 乙は、本サービスの改善などの理由により、甲に対する事前の通知なく本サービス内容の

変更、追加、削除を行うことができるものとします。 

２ 乙は、乙の事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するものとします。 

３ 乙は、甲が本約款に違反したときは、事前の催告を要することなく、本サービスの提供を

中止することができるものとします。 

 

第５条（本データの使用許諾） 

乙は、甲に対して、本データについて、以下の権利を非独占的に許諾します。 

(１) 対象機器上で閲覧すること。 
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(２) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、対象機器にPDF形式でダウンロード

し、当該ダウンロードした対象機器に保存し、当該保存した本データを甲の防災業務内で

使用すること。 

(３) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定の対象機器が設置された部

署内における防災業務の目的において紙媒体に印刷出力すること（本号に基づき印刷出力

した本データを以下「印刷地図」という。）。 

 

第６条（甲の遵守事項） 

甲は、以下の事項を遵守するものとします。 

(１) アクセス権者に限り、乙に本データの送信を求めさせること。 

(２) ＩＤ等を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用又は

利用させないこと。 

(３) 乙の指定する利用環境を確保・維持すること。 

(４) 本条第(１)号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等につい

て現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。 

(５) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データの一部でも複製、加工、改変、出力、

抽出、転記、送信その他の使用及び利用をしないこと。 

(６) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ（形態の如何を問わず、その全部又

は一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。）の一部でも有償無償を問わず、

又は譲渡・使用許諾、送信その他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。 

(７) 本データを印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。但し、事前に乙の許諾を

得た場合はこの限りではないものとします。 

イ）印刷地図を第５条第(３)号所定の目的以外の目的で使用又は利用しないこと。 

ロ）乙の指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。 

ハ）印刷地図を製本、冊子、ファイリング等のまとめた形態又は印刷地図同士を貼り合わ

せた形態にして使用及び利用しないこと。 

ニ）印刷地図を第三者に配布しないこと。 

ホ）印刷地図のサイズはＡ３判以下とすること。 

(８) 本サービスの利用状況の記録（対象機器の台数、設置場所、アクセス権者の数等）を作

成し、かつ、乙が要請した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。 

 

第７条（不保証及び免責） 

１ 乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証するもの

ではないものとします。 

２ 乙は、甲の本サービスの利用に伴い、甲又は第三者が被った損害について免責されるもの

とします。 

 

第８条（権利の帰属） 

本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属する

ものとします。 
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第９条（その他） 

甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本約款に基づく本サービスの利用権を他に譲渡

し又は担保に供してはならないものとします。 

以 上 
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年  月  日 

㈱ゼンリン 殿 

九度山町長 

 

 

物資供給要請書 

 

 

「災害時における地図製品等の供給等に関する協定書」第３条第３項の規定に基づき、

下記のとおり物資の供給を要請します。 

 

記 

 

品  名 数 量 
納  品 

希望場所 

納  品 

希望日時 
備  考 

     

     

     

     

 

＜連絡担当者＞ 

住所 

部署名 

電話 

ＦＡＸ 
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年  月  日 

九度山町長殿 

 

㈱ゼンリン 

 

 

物資供給報告書 

 

 

「災害時における地図製品等の供給等に関する協定書」第３条第４項の規定に基づき、 

  年  月  日で要請を受けた件について、下記のとおり物資を供給したので報告

します。 

 

記 

 

品  名 数 量 
納 品 

場 所 

納 品 

日 時 
備  考 

     

     

     

     

 

＜物資納入者＞           

＜物資受領者＞           

以上 
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24 災害時におけるＬＰガス等の供給に関する協定書（和歌山県ＬＰガス協会橋本伊

都支部） 

 

災害時におけるＬＰガス等の供給に関する協定書 

 

 九度山町（以下「甲」という。）と和歌山県ＬＰガス協会橋本伊都支部（以下「乙」という。）

は、九度山町内で地震等の大規模災害が発生したとき（以下「災害時」という。）に町民の生命

と財産を守るため、緊急用ＬＰガス（甲が保有する燃焼器等の設備が不足する場合に乙の保有す

る設備を含む。以下「ＬＰガス等」という。）の供給確保に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

 （要請） 

第１条 甲は、災害時において必要があると認めたときは、乙に対してＬＰガス等の供給を要請

することができる。 

２ 前項の要請は、原則として別紙１の文書によるものとする。ただし、文書をもって要請す

るいとまがないときは、口頭で要請し、その後速やかに別紙１を交付するものとする。 

 

 （協力の実施） 

第２条 乙は、前条による要請を受けたときは、やむを得ない理由がない限り、要請事項につい

て速やかに適切な措置を取るものとする。 

 

（安全点検） 

第３条 乙がＬＰガス等を供給するときは、燃焼器具の安全点検をして供給するものとする。 

 

 （供給場所） 

第４条 ＬＰガス等の供給場所は、別表に定める指定避難所その他で甲が指定するものとし、

甲は当該場所へ職員を派遣し、供給を確認するものとする。ただし、甲が供給場所に職員を

派遣できないときは、甲が指定する者が後日確認するものとする。 

２ 乙は、要請に応じて措置を行ったときは、速やかに文書で甲に報告するものとする。 

 

 （費用の負担） 

第５条 乙が甲の要請事項を実施するために要した費用は、甲が負担するものとし、ＬＰガス等

の使用料は、災害が発生する直前における甲の調達価格を基準として、甲乙協議して定める

ものとする。 

 

 （協議） 

第６条 この協定に定めがない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が

協議の上、決定するものとする。 

 

 （連絡窓口） 

第７条 この協定に関する連絡窓口については、別紙２により定めるものとする。また、担当部
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署又は連絡先に変更があったときは、相互に連絡するものとする。 

 

 （協定期間） 

第８条 この協定の期間は、協定締結の日から平成２９年６月３０日までとする。ただし、期間

満了日の１か月前までに甲乙いずれからも協定の解除又は変更の申し出がないときは、期間満

了日の翌日から更に１年間延長するものとし、以降もこの例によるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その１通を

保有する。 

 

    平成２８年１２月２日 

 

                                 甲 伊都郡九度山町九度山１１９０番地 

九度山町長  岡 本   章 

 

 

                                 乙 橋本市高野口町名古曽１５８－３ 

                                      和歌山県ＬＰガス協会橋本伊都支部 

                                       支部長  喜 多 啓 允 
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別紙１ 

  年  月  日 

 

 

和歌山県ＬＰガス協会橋本伊都支部 

 支部長            様 

 

 

九度山町長            

 

 

災害時における物資調達の要請について 

 

「災害時におけるＬＰガス等の供給に関する協定書」に基づき、下記のとおり要請します。 

 

記 

 

要請期間 要請品目 数 量 供給場所 備 考 
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別紙２ 
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別表１ 

 

九度山町指定避難所等におけるＬＰガス協定施設 

 

NO 施設名 所在地 担当販売店名 

1 九度山小学校 九度山町九度山１０７７ 九度山町 大丸エナウィン㈱ 

2 古澤小学校 九度山町中古沢１ 九度山町 大丸エナウィン㈱ 

3 河根小学校 九度山町河根１１８ 九度山町 三林商店 

4 久保小学校 九度山町北又３７９ 橋本市  坂口燃料店 

5 丹生川小学校 九度山町丹生川５８２ 九度山町 大丸エナウィン㈱ 

6 九度山中学校 九度山町九度山６１９ 九度山町 ㈲相奈良商店 

7 河根中学校 九度山町河根７７ 九度山町 三林商店 

8 
入郷コミュニティ 

消防センター 
九度山町入郷２３－１ 九度山町 ㈲相奈良商店 

9 
西島コミュニティ 

消防センター 
九度山町慈尊院３２９－７ 九度山町 三林商店 

10 
下古沢コミュニティ 

消防センター 
九度山町下古沢２４３－２ 九度山町 大丸エナウィン㈱ 

11 九度山町ふるさとセンター 九度山町九度山１１９０－１ 九度山町 ㈲相奈良商店 

12 九度山町給食センター 九度山町九度山８７３－３ 九度山町 ㈲相奈良商店 



資料編 

200 

25 災害時における避難行動要支援者等の福祉避難所として民間社会福祉施設等を

使用することに関する協定書（社会福祉法人ゆたか会） 

 
災害時における避難行動要支援者等の福祉避難所として 

民間社会福祉施設等を使用することに関する協定書 
 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、風水害、地震等の災害等（以下「災害等」という。）により避難行動要支

援者が避難を余儀なくされた場合に、九度山町（以下「甲」という。）が、社会福祉法人ゆた

か会（以下「乙」という。）に対し、福祉避難所等の使用の協力を要請することについて、必要

な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この協定において「避難行動要支援者」とは、九度山町災害発生時における避難行動要

支援者避難支援事業実施要綱（以下「要綱」という。）第２条に定める者とする。 

 （施設の使用の要請及び受諾） 

第３条 甲は、居宅が居住困難となった避難行動要支援者及びあらかじめ指定する避難所（災害

救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２３条第１項第１号の収容施設をいう。）では対応が困難

な避難行動要支援者のために、次条に掲げる施設を使用することについて、乙に協力を要請で

きるものとする。 

２ 乙は、甲からの要請をできる限り受諾するよう努めるものとする。 

 （福祉避難所の指定） 

第４条 次に掲げる施設を福祉避難所として指定する。 

 (１) 障害者支援施設リハビリ橋本 

 （福祉避難所の利用対象者） 

第５条 福祉避難所の利用対象者は、要綱第５条に掲げる者とする。 

 （手続等） 

第６条 甲は、第３条の規定により施設の使用について乙に協力を要請する場合は、あらかじめ

電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。ただし、緊急を

要する場合は、この限りでない。 

(１) 避難行動要支援者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等 

(２) 身元引受人の氏名、連絡先等 

(３)  使用する期間 

 （避難者の移送） 

第７条 要綱第８条に基づき乙は、甲の依頼により、避難が必要な避難行動要支援者の自施設へ

の移送を行うよう努めるものとする。 

（物資の調達及び介護支援者の確保） 

第８条 甲は、避難行動要支援者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等（以下「生活用物資

等」という。）の必要な物資の調達に努めるものとする。 

２ 甲は、乙が避難行動要支援者を適切に介護できるよう看護師、介護員及びボランティア等の

介護支援員の確保に努めるものとする。 
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 （経費の負担） 

第９条 甲の要請により、乙が提供した生活用物資等の費用及び移送に要した費用は、甲が負担

するものとする。 

２ 料金等の算出方法については、災害発生時直前における通常の実費を基準として、甲乙協議

して定めるものとする。 

  （受入れ可能人員等） 

第１０条 甲及び乙は、本協定書の締結後、受入れ可能人員、介護支援者数、介護支援者数、必

要生活用物資等について、あらかじめ協議するものとする。 

  （守秘義務） 

第１１条 乙は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を、甲以外の者に漏ら

してはならない。 

  （有効期限） 

第１２条 この協定書の有効期限は、協定書締結の日から令和２年３月３１日までとする。ただ

し、甲乙双方に異議がない場合は、翌年度においても自動的に更新されるものとする。 

（補則） 

第１３条 この協定書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとす

る。 

 

  この協定書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その１通を保有

するものとする。 

 

   令和元年１０月８日 

 

                                      甲 和歌山県伊都郡九度山町大字九度山１１９０番地 

                                          九度山町長  岡本  章 

 

                                      乙 和歌山県橋本市柱本２２番地 

                                          社会福祉法人 ゆたか会 

                                          理 事 長  田倉 妙子 
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＜補足資料＞ 

災害時における避難行動要支援者等の福祉避難所として民間社会福祉施設等を使用することに関

する協定書についての解釈基準 

 

 

 

 

条  項 基  準 

第１条 

（避難を余儀なくされた場合） 

・住居喪失、倒壊等により居住できなくなった場合 

・介護者が死亡、負傷等により自宅で介護できない場合 

・その他これに準ずると認められる場合 

第３条第２項 第７条 

（できる限り受託） 

・入所基準該当者について、定員を超えて受け入れること。 

・短期入所介護利用該当者について、可能であれば定員を超え

て受け入れること。 

第７条 

（自施設への移送） 

・原則として避難者の家族等で移送するが、困難な場合は施設

ヘ依頼する場合がある。 

第８条第２項 

（介護支援者の確保） 

・看護師、介護員等、災害発生直後においては、ボランティアの

中からできる限り資格のある者を募り配置する。 

第９条 

（経費の負担） 

甲が負担すべき経費については、次のとおりとする。 

・避難場所の設置、維持及び管理のための賃金職員等の雇用費

用 

・移送に要した費用 

・食事に要した費用 

・その他オムツ代等の乙が直接支払を行ったものに要した費

用 

※上記以外、福祉避難所開設にあたり甲が認めた経費 

第１０条 

（受入れ可能人員、介護支援者

数、必要物資） 

・受入れ可能人員（定員を超えて受け入れることができる人

員） 

・施設で確保できる支援者数（各法人の現状のボランティア数

からの推定数） 

・必要物資等（施設で予備として保有している物資等の数量） 

第１３条 

（定めのない事項についての

協議） 

・協議事項は、文書により決定するものとする。 
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26 災害発生時における法律相談業務等に関する協定書（和歌山弁護士会） 

 

災害発生時における法律相談業務等に関する協定書 

 
九度山町（以下「甲」という。）と和歌山弁護士会（以下「乙」という。）は、災害時におけ

る被災者等を対象とした法律相談業務等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、九度山町内で災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に

規定する災害（以下「災害」という。）が発生した場合において、被災者等に対する法律相談

その他の支援活動を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（法律相談会の実施） 

第２条 甲は、災害発生時において、必要があると判断したときは、被災者等に対する法律相談

会（以下「相談会」という。）を開催する。 

２ 乙から甲に対して相談会開催の要請があり、甲がその必要性を認めたときも、前項の例によ

る。 

３ 前２項いずれの場合も、相談会の開催日時、場所等については、災害の規模、相談需要その

他被災者等の状況を勘案し、甲乙協議の上決定する。 

 

（相談会の場所の確保及び広報） 

第３条 甲は、相談会を開催する場合、相談会の開催場所の確保及び相談会を開催する旨の広報

を行う。ただし、乙は、甲の行う広報とは別に広報を行うことができる。 

 

（従事者の派遣） 

第４条 甲は、相談会を開催する場合、乙に対し、法律相談業務に従事する弁護士（以下「従事

者」という。）の派遣を要請することができる。 

２ 乙は、前項の要請を受けた場合、速やかに従事者を選定し、相談会に派遣するものとする。 

 

（経費負担） 

第５条 甲は、乙に対し、この協定に基づく相談会開催にあたり乙の会員の活動に要する経費そ

の他の費用は、災害発生後相当期間は支弁しないものとする。ただし、その後については、甲

乙協議の上決定する。 

 

（相談会の結果報告） 

第６条 乙は、相談会における相談件数及び相談内容その他必要な事項について、書面により甲

に報告するものとする。ただし、その具体的範囲は、弁護士が法令上遵守すべき守秘義務に違

反しないものとする。 

 

（災害ＡＤＲの実施） 
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第７条 乙は、被災者を当事者とする災害に起因した民事紛争に関する裁判外紛争解決手続の利

用の促進に関する法律に基づく民事紛争解決手続（以下「災害ＡＤＲ」という。）を行う場合

において、開催場所の確保等の必要があるときは、甲に対し、協力を要請することができる。 

 

（災害ＡＤＲの開催場所の確保及び広報への協力） 

第８条 甲は、前条の要請を受けた場合、災害ＡＤＲの開催場所の確保等に協力するものとする。 

２ 甲は、乙が行う災害ＡＤＲの広報（災害ＡＤＲのポスターの掲示、リーフレット・チラシの

配布等）に協力するものとする。 

 

（県との連絡調整） 

第９条 災害ＡＤＲの開催にあたり、県との連絡調整が必要な場合、甲は乙に協力するものとす

る。 

 

（平時における連携） 

第１０条 甲及び乙は、本協定が想定する事態に備えるため、担当窓口の連絡先の交換等を行い、

平時から相互に連携強化に努めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１１条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年とする。ただし、期間満了の１か月前まで

に、甲又は乙から相手方に対して文書による申出がない限り、さらに１年間更新されるものと

し、以後も同様とする。 

 

（協議解決） 

第１２条 本協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲乙

協議の上解決するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ署名押印の上、各自その１通

を保有するものとする。 

 

令和２年９月８日 

 

甲 和歌山県伊都郡九度山町九度山１１９０番地 

九度山町長  岡 本   章    

 

乙 和歌山県和歌山市四番丁５番地 

和歌山弁護士会 

会長     山 崎 和 成   
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27 大規模災害時における一般廃棄物応急対策業務に関する協定書（一般社団法人和

歌山県清掃連合会） 

 

大規模災害時における一般廃棄物応急対策業務に関する協定書 
 

九度山町（以下「甲」という。）と一般社団法人和歌山県清掃連合会（橋本支部）（以下「乙」と

いう。）及び一般社団法人和歌山県清掃連合会（以下「丙」という。）は、地震、風水害その他の

大規模な災害が発生した場合（以下「大規模災害時」という。）における、乙の甲に対する災害応

急対策業務の支援に関し、次の通り協定を締結する。 

 

 

（応援の要請） 

第１条 甲は、大規模災害時において、災害応急対策業務（以下「業務」という。）のため、乙の

所有するバキューム車等及び労働力の応援が必要と認めるときは、乙に対して、次に掲げる事

項を記載した要請書（様式１）により要請するものとする。ただし、文書をもって要請するこ

とが困難な場合は、口頭で要請し、その後速やかに要請書を提出するものとする。 

(１) 災害の状況及び業務内容 

(２) 応援を必要とするバキューム車等の車種、台数、人員等 

(３) 応援を必要とする日時、場所及び期間 

(４) 連絡責任者 

(５) その他必要な事項 

２ 前項の規定による甲の乙への要請は、丙に対してされたものとみなす。 

 

（要請する業務） 

第２条 この協定により、甲が乙に要請する業務は、次の業務とする。 

(１) し尿及びごみ収集運搬作業 

(２) その他甲が必要と認める緊急応急作業 

 

（協力の実施） 

第３条 乙及び丙は、甲から第１条の規定による要請があったときは、直ちに業務の実施体制等

を組織し、次に掲げる事項を記載した受諾書（様式２）により甲に回答するものとする。ただ

し、文書をもって回答することが困難な場合は、口頭で回答し、その後、速やかに受諾書を提

出するものとする。 

(１) 業者名 

(２) バキューム車等の車種、台数、人員数等 

(３) 日時、場所及び期間 

(４) その他必要な事項 

２ 乙及び丙は、速やかに連絡責任者と協議の上、業務を実施するものとする。 

３ 乙及び丙は、甲から第１条の規定によりバキューム車等の応援要請があったときは、特別な

理由がない限り、応援するものとする。 
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４ 乙及び丙は、周辺の生活環境を損なわないよう十分配慮すること。 

５ 乙及び丙は、甲又は第三者に損害を及ぼすことのないように特段注意を払うこと。 

 

（業務の報告） 

第４条 乙及び丙は、前条の規定に基づく業務が完了したときは、速やかに、次に掲げる事項を

記載した報告書（様式３）を連絡責任者に提出するものとする。ただし、文書をもって提出す

ることが困難な場合は、口頭で報告し、その後、速やかに報告書を提出するものとする。 

(１) 応援に従事したバキューム車等の車種、台数、人員等 

(２) 業務内容及び場所 

(３) 応援に従事した期間 

(４) その他の必要な事項 

 

（経費の負担） 

第５条 甲の要請による業務のため乙及び丙が使用したバキューム車等に要する費用及び人件費

は、甲が負担する。ただし、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６８条第１項又

は第７４条第１項の規定により、他の地方公共団体の長等の応援の要求に応じて、応援を行っ

た場合の費用の負担は、同法第９２条の定めるところによる。 

２ 連絡責任者等は、速やかに乙及び丙の業務の内容を精査するものとする。 

 

（損害による必要経費の負担） 

第６条 甲の要請による業務の実施により、生じた損害の負担は、甲、乙及び丙が協議して定め

るものとする。 

 

（事故の報告） 

第７条 乙及び丙は、協定業務に従事した者が死亡、負傷、疾病又は障害の状態となった場合は、

速やかに甲に対して事故発生報告するものとする。 

 

（災害補償） 

第８条 前条の規定により、協定業務に従事した者が、そのため死亡、負傷、疾病、又は障がい

の状態になったときのその者又は、その者の遺族に対する災害補償については、乙及び丙の加

入する労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の補償給付によるものとする。 

 

（災害発生時の情報の提供） 

第９条 乙及び丙は、諸活動中に入手した各種被害情報を積極かつ速やかに甲に提供するととも

に、必要に応じて技術的助言に協力するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第１０条 連絡責任者は、甲においては、九度山町住民課長、乙及び丙においては、乙及び丙の

代表とする。 
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（協定の適用） 

第１１条 この協定は、令和３年１月２０日から適用するものとし、甲、乙又は丙が文書により

協定の終了を通知しない限り継続するものとする。 

 

（疑義等の決定） 

第１２条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じた時は、甲、乙及び丙が協議して定

めるものとする。 

 

この協定を証するため、本書３通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

令和３年１月２０日 

 

（甲） 九度山町長  岡本 章 

 

（乙） 住所 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東１２１－７ 

 

氏名 一般社団法人和歌山県清掃連合会 

橋本支部長 上嶋 豊治 

 

（丙） 住所 和歌山県和歌山市南大工町２６番地 

 

氏名 一般社団法人和歌山県清掃連合会 

会長    宮原 靖明 
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様式１（第１条関係） 
 

 
バキューム車等応援要請書 

 
 １．災害の状況及び業務内容（緊急輸送路の確保・その他） 
 
 
 ２．応援を必要とするバキューム車等の車種、台数、人員等 

車 種 
規 格 
職 種 

数 量 
台 数 
人 員 

備 考 

  

 

  ※数量、台数及び人員欄は、総計（延べ）を記入し、備考欄に内訳を記載。 
 

３．応援を必要とする日時、場所及び期間 
 

(１)希望日時 
 

(２)希望場所 
 
 
 
 

(３)期間 
 

４．連絡責任者 
 

５．その他必要な事項 
 

令和  年  月  日 
 
住所、氏名 
 
                    
 
                  様 
 

                       九度山町長 

         所 属  九度山町住民課          

町担当者  氏 名                   
電話番号                  
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様式２（第３条関係） 
 

 
バキューム車等応援受諾書 

 
 １．実施業者 

(１)業者名 
 

(２)住所 
 

(３)責任者名 
 
 ２．応援を必要とするバキューム車等の車種、台数、人員等 

車 種 
規 格 
職 種 

数 量 
台 数 
人 員 

備 考 

  

 

  ※数量、台数及び人員欄は、総計（延べ）を記入し、備考欄に内訳を記載。 
 

３．応援をする日時、場所及び期間 
 

(１)希望日時 
 

(２)希望場所 
 

(３)期間 
 

４．その他必要な事項 
 
 
 
 

令和  年  月  日 
 
九度山町長         様 
 

氏名 一般社団法人和歌山県清掃連合会 
橋本支部長 
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様式３（第４条関係） 
 
 

バキューム車等使用報告書 
 
１．応援に従事したバキューム車等の車種、台数、人員等 
 

車 種 
規 格 
職 種 

数 量 
台 数 
人 員 

備 考 

  

 

 
 ※数量、台数及び人員欄は、総計（延べ）を記入。詳細については別紙のとおり 
 
２．業務内容及び場所 
 
 
 
３．応援に従事した期間 
 
 
 
４．その他必要な事項 
 
 
 
 

令和  年  月  日 
 
九度山町長         様 
 

氏名 一般社団法人和歌山県清掃連合会 
橋本支部長           
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28 災害時における物資供給に関する協定（株式会社ナフコ） 

 

災害時における物資供給に関する協定 
 

九度山町（以下「甲」という。）と株式会社ナフコ（以下「乙」という。）とは、災害対策基本

法（昭和３６年法律第２２３号）に規定する地震、津波、風水害、その他の災害により甚大な被

害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）に必要な物資（以下「物

資」という。）の供給等について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時における救援物資の調達などに関する甲の計画に対する乙の協力に

ついて必要な事項を定める。 

 

（要請） 

第２条 甲は、次の各号に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙

に対し、その保有する物資の供給を要請することができる。 

（１） 九度山町内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

（２） 九度山町以外の災害の救助のため、国又は関係都道府県から物資の調達の斡旋を要請

され、又は特に必要を認めて斡旋を行うとき。 

 

（協力） 

第３条 乙は、甲から前条の規定による要請があったときは、当該要請に対し可能な範囲におい

て協力する。 

 

（調達物資の範囲） 

第４条 甲が乙に供給を要請する物資は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 「供給要請対象物資一覧」（別紙①）に掲げる物資 

（２） その他甲が指定する物資 

 

（要請の方法） 

第５条 第２条の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急の場合で、文書をもって

要請することができない場合は口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

２ 前項ただし書の場合にあっては、乙は、甲の意思を確認のうえ、第６条の措置を執るものと

する。 

（要請に基づく乙の措置） 

第６条 乙は、第２条の要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置を執るととも

に、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 

（価格） 

第７条 物資の取引価格は、災害発生直前時における適正な価格（引渡しまでの運賃を含む。災
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害発生前の取引については、取引時の適正な価格）を基準として、甲および乙が協議して定め

るものとする。 

 

（運搬および引渡し） 

第８条 乙は、物資の運搬および引渡しについては、甲の指示に従うものとする。 

２ 物資の搬送は、原則として乙が行うものとし、甲は、甲の指定する場所に職員を派遣し、物

資を確認のうえ、引渡しを受けるものとする。ただし、乙が搬送できない場合は、甲の指定す

る運送業者が、乙の指定する場所において物資を確認のうえ、引渡しを受けるものとする。 

３ 甲は、前項の職員の派遣を九度山町長その他甲の指定する者に代行させることができる。こ

の場合、甲は文書をもって委任するものとするが、緊急の場合で、文書をもって行うことがで

きないときは、口頭で行い、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 

（車両の通行） 

第９条 甲は乙が物資を運搬および供給する際は、乙および乙の業務委託先の車両を緊急又は優

先車両として通行できるように可能な範囲で支援する。 

 

（代金の支払い） 

第１０条 乙は、第８条第２項の引渡し後に物資の代金（引渡し場所までの運賃を含む。以下同

じ。）を甲に請求するものとし、甲は速やかに物資の代金を支払うものとする。 

 

（連絡責任者） 

第１１条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては九度山町地域防災課とし、乙において

は株式会社ナフコ総務部とする。 

 

（担当者名簿の作成） 

第１２条 甲および乙は、この協定の成立の日および毎年４月１日現在の事務担当者名簿（別紙

②）を作成し、相互に交換するものとする。 

３ 前項の規定は、年度途中において異動等があった場合に準用する。 

 

（情報の交換） 

第１３条 甲および乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交

換を行うものとする。 

 

（協議） 

第１４条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項で必要があ

る場合は、甲および乙が協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１５条 この協定は、締結日から、その効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定

の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 
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以上のとおり、協定を締結したことを証するため、本書２通を作成し、甲と乙が記名・押印を

して、各自その1通を所持する。 

 

    令和３年５月６日 

 

                 甲 和歌山県伊都郡九度山町九度山１１９０ 

                        九度山町長 岡本 章 

 

 

                 乙 福岡県北九州市小倉北区魚町２丁目６番１０号 

                        株式会社ナフコ 

                        代表取締役 石田 卓巳 
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別紙① 

 

供給要請対象物資一覧 
 

分 類 主な品種 

作業関係 作業シート、土嚢袋、標識ロープ、ヘルメット、防塵マスク、長靴、 

軍手、ゴム手袋、皮手袋、雨具、ガラ袋など 

工具類 スコップ、つるはし、バール、ハンマー、のこぎり、鍬、 

チェーンソー、バケツ、電動ハンマードリル、発電機、 

燃料携行缶、延長コード、ホースリールなど 

食料、飲料水 飲料水（ペットボトル）、水、即席めん、缶詰など 

生活必需品 毛布、タオル、下着、紙オムツ（大人用・子供用）、ちり紙、 

ウェットティッシュ、ボディタオル、鍋、やかん、食器類、 

割り箸、ポリ袋、マッチ、ライター、ローソク、雑巾、 

使い捨てカイロ、携帯トイレ、水缶など 

調理・電気用品 カセットコンロ、カセットボンベ、投光器、懐中電灯、乾電池など 

暖房機器 石油ストーブ、湯たんぽ、木炭、木炭コンロなど 
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別紙② 

事務担当者名簿 
 

災害対策に関する事務担当者名簿 

 

関係事項 災害対策用物資の調達斡旋に関すること 

関係機関等名称 株式会社ナフコ 

関係機関等所在地 福岡県北九州市小倉北区魚町2丁目6番10号 

代表者氏名 代表取締役 石田卓巳 

 

担当者職・氏名・連絡先電話番号（勤務時間内・勤務時間外別に記入する。） 

 

 第１順位者 （省略）                 

                             自宅・携帯 

  ＴＥＬ（勤務時間内） （省略）    ＴＥＬ（勤務時間外）（省略）     

 

 

第２順位者 （省略）                 

                             自宅・携帯 

  ＴＥＬ（勤務時間内） （省略）    ＴＥＬ（勤務時間外）（省略）     

 

 

第３順位者 （省略）                 

                             自宅・携帯 

  ＴＥＬ（勤務時間内） （省略）    ＴＥＬ（勤務時間外）（省略）     

 

 

九度山町の担当部署名 

 

地域防災課 

 

電話番号 

 

 0736-54-2019 

担当者職・氏名 

 

 第１順位者 係長 （省略）                 

自宅・携帯 

ＴＥＬ（勤務時間外） （省略）           

 

 

 第２順位者 課長 （省略）                 

自宅・携帯 

ＴＥＬ（勤務時間外） （省略）           

 

 

 第２順位者 係長 （省略）                 

自宅・携帯 

ＴＥＬ（勤務時間外） （省略）           
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29 災害に係る情報発信等に関する協定（ヤフー株式会社） 

 

災害に係る情報発信等に関する協定 
 

九度山町およびヤフー株式会社（以下「ヤフー」という）は、災害に係る情報発信等に関し、

次のとおり協定（以下「本協定」という）を締結する。 

 

第１条（本協定の目的） 

本協定は、九度山町内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、九度山

町が九度山町民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ九度山町の行政機能の低下を軽減

させるため、九度山町とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。 

 

第２条（本協定における取組み） 

１．本協定における取組みの内容は次の中から、九度山町およびヤフーの両者の協議により具体

的な内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。 

(１) ヤフーが、九度山町の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的とし

て、九度山町の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、

一般の閲覧に供すること。 

(２) 九度山町が、九度山町内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの

情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(３ )九度山町が、九度山町内の避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これら

の情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(４) 九度山町が、災害発生時の九度山町内の被害状況、ライフラインに関する情報および避

難所におけるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤ

フーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(５) 九度山町が、九度山町内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供

し、ヤフーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、

一般に広く周知すること。 

２．九度山町およびヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡

先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相

手方に連絡するものとする。 

３．第1項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、九度山町およびヤフーは、

両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。 

 

第３条（費用） 

前条に基づく九度山町およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、

それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 

 

第４条（情報の周知） 

ヤフーは、九度山町から提供を受ける情報について、九度山町が特段の留保を付さない限り、
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本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフーサー

ビス以外のサービス上での掲載等を含む）により、一般に広く周知することができる。ただ

し、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。 

 

第５条（本協定の公表） 

本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、九度山町およびヤフーは、その時期、

方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。 

 

第６条（本協定の期間） 

本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から

他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、

本協定はさらに１年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 

 

第７条（協議） 

本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、九度山町およ

びヤフーは、誠実に協議して解決を図る。 

 

以上、本協定締結の証として本書２通を作成し、九度山町とヤフー両者記名押印のうえ各１通

を保有する。 

 

令和４年２月２８日 

 

九度山町：和歌山県伊都郡九度山町九度山１１９０ 

   九度山町長 岡 本  章 

 

 

ヤフー：東京都千代田区紀尾井町１番３号 

ヤフー株式会社 

代表取締役 川邊 健太郎 
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30 大規模災害時における一般廃棄物応急対策業務に関する協定書（株式会社イヌイ

エコシステム） 

 

大規模災害時における一般廃棄物応急対策業務に関する協定書 

 

九度山町（以下「甲」という。）と株式会社イヌイエコシステム（以下「乙」という。）は、地

震、風水害その他の大規模な災害が発生した場合（以下「大規模災害時」という。）における、乙

の甲に対する災害応急対策業務の支援に関し、次の通り協定を締結する。 

 

 

（応援の要請） 

第１条 甲は、大規模災害時において、災害応急対策業務（以下「業務」という。）のため、乙の

所有するパッカー車等及び労働力の応援が必要と認めるときは、乙に対して、次に掲げる事項

を記載した要請書（様式１）により要請するものとする。ただし、文書をもって要請すること

が困難な場合は、口頭で要請し、その後速やかに要請書を提出するものとする。  

（１）災害の状況及び業務内容 

（２）応援を必要とするパッカー車等の車種、台数、人員等 

（３）応援を必要とする日時、場所及び期間 

（４）連絡責任者 

（５）その他必要な事項 

 

（要請する業務） 

第２条 この協定により、甲が乙に要請する業務は、次の業務とする。 

（１）ごみ収集運搬作業 

（２）その他甲が必要と認める緊急応急作業 

 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲から第１条の規定による要請があったときは、直ちに業務の実施体制等を組織

し、次に掲げる事項を記載した受諾書（様式２）により甲に回答するものとする。ただし、文

書をもって回答することが困難な場合は、口頭で回答し、その後、速やかに受諾書を提出する

ものとする。 

（１）業者名 

（２）パッカー車等の車種、台数、人員数等 

（３）日時、場所及び期間 

（４）その他必要な事項 

２ 乙は、速やかに連絡責任者と協議の上、業務を実施するものとする。 

３ 乙は、甲から第１条の規定によりパッカー車等の応援要請があったときは、特別な理由がな

い限り、応援するものとする。 

４ 乙は、周辺の生活環境を損なわないよう十分配慮すること。 

５ 乙は、甲又は第三者に損害を及ぼすことのないように特段注意を払うこと。  
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（業務の報告） 

第４条 乙は、前条の規定に基づく業務が完了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載し

た報告書（様式３）を連絡責任者に提出するものとする。ただし、文書をもって提出すること

が困難な場合は、口頭で報告し、その後、速やかに報告書を提出するものとする。  

（１）応援に従事したパッカー車等の車種、台数、人員等 

（２）業務内容及び場所 

（３）応援に従事した期間 

（４）その他の必要な事項 

 

（経費の負担） 

第５条 甲の要請による業務のため乙が使用したパッカー車等に要する費用及び人件費は、甲が

負担する。ただし、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６８条第１項又は第７４

条第１項の規定により、他の地方公共団体の長等の応援の要求に応じて、応援を行った場合の

費用の負担は、同法第９２条の定めるところによる。 

２ 連絡責任者等は、速やかに乙の業務の内容を精査するものとする。 

 

（損害による必要経費の負担） 

第６条 甲の要請による業務の実施により、生じた損害の負担は、甲、乙が協議して定めるもの

とする。 

 

（事故の報告） 

第７条 乙は、協定業務に従事した者が死亡、負傷、疾病又は障害の状態となった場合は、速や

かに甲に対して事故発生報告するものとする。 

 

（災害補償） 

第８条 前条の規定により、協定業務に従事した者が、そのため死亡、負傷、疾病、又は障がい

の状態になったときのその者又は、その者の遺族に対する災害補償については、乙の加入する

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の補償給付によるものとする。  

 

（災害発生時の情報の提供） 

第９条 乙は、諸活動中に入手した各種被害情報を積極かつ速やかに甲に提供するとともに、必

要に応じて技術的助言に協力するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第１０条 連絡責任者は、甲においては、九度山町住民課長、乙においては、乙の代表とする。  

 

（協定の適用） 

第１１条 この協定は、令和 ４年 ７月 ５日から適用するものとし、甲、乙が文書により協

定の終了を通知しない限り継続するものとする。 



資料編 

220 

 

（疑義等の決定） 

第１２条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じた時は、甲、乙が協議して定めるも

のとする。 

 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保管する。  

 

 

令和４年７月５日 

 

（甲） 九度山町長  岡 本  章 

 

（乙） 住所 和歌山県橋本市神野々４０番地の３ 

 

氏名 株式会社 イヌイエコシステム 

代表取締役  乾  嘉 晃 
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様式１（第１条関係） 

パッカー車等応援要請書 

 

 １．災害の状況及び業務内容（緊急輸送路の確保・その他） 

 

 

 ２．応援を必要とするパッカー車等の車種、台数、人員等 

車 種 

規 格 

職 種 

数 量 

台 数 

人 員 

備 考 

  

 

  ※数量、台数及び人員欄は、総計（延べ）を記入し、備考欄に内訳を記載。 

 

３．応援を必要とする日時、場所及び期間 

 

（１）希望日時 

 

（２）希望場所 

 

（３）期間 

 

４．連絡責任者 

 

５．その他必要な事項 

 

 

令和  年  月  日 

 

住所、氏名 

 

                    

 

                  様 

 

                       九度山町長 

         所 属  九度山町住民課          

町担当者  氏 名                   

電話番号                  
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様式２（第３条関係） 

パッカー車等応援受諾書 

 

 １．実施業者 

（１）業者名 

 

（２）住所 

 

（３）責任者名 

 

 ２．応援を必要とするパッカー車等の車種、台数、人員等 

車 種 

規 格 

職 種 

数 量 

台 数 

人 員 

備 考 

  

 

  ※数量、台数及び人員欄は、総計（延べ）を記入し、備考欄に内訳を記載。 

 

３．応援をする日時、場所及び期間 

 

（１）希望日時 

 

（２）希望場所 

 

（３）期間 

 

４．その他必要な事項 

 

 

令和  年  月  日 

 

九度山町長         様 

 

氏名 株式会社 イヌイエコシステム 

代表取締役       
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様式３（第４条関係） 

 

 

パッカー車等使用報告書 

 

 １．応援に従事したパッカー車等の車種、台数、人員等 

 

車 種 

規 格 

職 種 

数 量 

台 数 

人 員 

備 考 

  

※使用した総数

を記載 

 

詳細は別紙によ

り提出 

  

  ※数量、台数及び人員欄は、総計（延べ）を記入。詳細については別紙のとおり 

 

２．業務内容及び場所 

 

 

 

 ３．応援に従事した期間 

 

 

 

４．その他必要な事項 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

九度山町長         様 

 

氏名 株式会社 イヌイエコシステム 

代表取締役 
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31 災害時における医療材料等の供給に関する協定書（株式会社スズケン紀北支店） 

 

災害時における医療材料等の供給に関する協定書 
 

九度山町（以下「甲」という。）と株式会社スズケン紀北支店（以下「乙」という。）は、災害

時において乙が医療材料等の供給体制を維持することで甲の医療救護活動を支援するため、次の

とおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲の地域及び近隣地域において地震、風水害その他の災害（以下「災害」と

いう。）が発生した場合、甲が実施する医療救護活動を乙が支援するために必要な事項を定め

るものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害における医療材料等の確保の必要があると認めた場合は、次に掲げる事項を

明らかにした文書（別紙様式）により乙に要請するものとする。ただし、緊急時には電話又は

その他の方法をもって乙に要請することができる。 

①災害の状況及び支援を要請する理由 

②支援を必要とする医療材料等の種類及び数量 

③その他必要な事項 

（要請に対する協力） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けた場合は、要請事項について速やかに適切な措置を取る

ものとする。 

２ 供給する医療材料等は、乙が災害の発生時に在庫している医療材料等又は調達供給可能な医

療材料等とする。 

３ 乙は、平時より災害に備えて供給体制を整えておくこととする。 

（価格） 

第４条 甲が乙に納品する医療材料等の価格は、平常時における乙の市販標準価格を基準とし、

甲乙協議のうえ決定するものとする。 

２ 災害発生時に新規採用された医療材料等については、災害発生時における適正な価格とする。 

（納品・引取） 

第５条 医療材料等の供給のための輸送は、関係法規に則り、原則乙の責任において甲へ搬入し

供給することとする。 

２ 甲は、乙より医療材料等の供給があったときは、直ちに品名、規格及び容量を確認のうえ、

引き取るものとする。 

 

（免責） 

第６条 乙の責めに帰すことができない事由により本協定の履行が妨げられた場合、乙は、本協
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定の義務を免除されるものとする。ただし、乙は、当該事由においても本協定の履行に最善を

尽くすものとする。 

（有効期間・更新） 

第７条 本協定の有効期間は、本協定締結日より翌年の３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了３か月前までに、甲又は乙のいずれからも契約の変更又は解約の申入れのな

い場合は、本協定は、更に１年自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とする。 

（協議） 

第８条 本協定に定めのない事項及び本協定の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、解

決するものとする。 

 

 本協定の締結を証するため、本契約２通を作成し、各自記名捺印のうえ、各１通を保有するも

のとする。 

 

 

令和４年９月２日 

 

（甲）和歌山県伊都郡九度山町九度山１１９０番地 

九度山町長  岡本 章 

 

（乙）和歌山県和歌山市加納２９５－１５ 

株式会社スズケン紀北支店 

支店長   三宅 毅 
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（別紙様式） 

 

 

要 請 書 
 

 

株式会社スズケン紀北支店 様 

 

九度山町長  

 

災害時における医療材料等の供給に関する協定に基づく協力要請書 
 

 

 災害時における医療材料等の供給に関する協定書第２条の規定に基づき、下記のとおり協力を

要請します。 

 

災害の状況 

 

 

 

支援を要請する理由 

 

 

 

支援を必要とする 

医療材料等の種類 

及び数量 

 

その他必要な事項 

 

 

 

要請担当者 
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32 災害時における被災者相談業務の実施に関する協定書（和歌山県司法書士会） 

 

災害時における被災者相談業務の実施に関する協定書 
 

 和歌山県九度山町（以下「甲」という。）と和歌山県司法書士会（以下「乙」という。）とは、

災害時における被災者支援のための相談業務に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害

及びこれに類する大規模な被害が発生した場合（以下「災害時」という。）において、甲の要請

に基づき、乙が実施する司法書士による被災者支援のための相談業務（以下「被災者相談業務」

という。）について必要な事項を定めることにより、被災者相談業務を円滑かつ適切な実施に資

すること、また災害時における住民の不安解消と生活の復興を図ることを目的とする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、災害時において被災者相談の必要が生じたときは、乙に対して、相談業務支援等

要請書（第１号様式）により協力を要請することができる。ただし、書面交付が困難な場合に

は、口頭、電話、電子メール等により要請し、追って書面を交付するものとする。 

２ 前項のほか、乙が災害時において特に必要と認めるときは、乙は甲に対して被災者相談業務

の実施を求めることができる。この場合において、甲が必要と認めるときは、乙に対して協力

を要請する。 

３ 乙は、前２項の要請を受けた場合には、速やかに乙又は乙の関係団体の構成員の中から相談

員を選出し、甲に対して支援要請等対応確認書（第２号様式）により必要な事項を報告すると

ともに、甲が指定する相談窓口に相談員を派遣するものとする。 

 

（報告） 

第３条 乙は、前条に規定する業務を実施した場合は、支援相談業務報告書（第３号様式）により、

甲の定める期限までに報告を行うものとする。 

 

（被災者相談業務の範囲） 

第４条 この協定により、乙が実施する被災者相談業務は、第１条の目的に鑑み、広く住民生活の復

興に資する法制度等の情報の提供及び司法書士が取り扱うことができる業務に関する相談への対

応とする。 

 

（被災者相談業務の実施） 

第５条 甲は、被災者相談業務の実施にあたり、以下の業務を行うものとする。 

(1) 相談会の広報 

 (2) 相談会場の確保 

 (3) 関係機関、派遣先相談窓口、他の専門機関等との連絡調整 

２ 乙は、被災者相談の実施にあたり、以下の事項についての業務を行うものとする。 
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 (1) 相談員の派遣 

 (2) 相談の実施 

 

（体制整備） 

第６条 乙は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、必要と認められると

きは、甲の要請に直ちに対応できる体制を確保するよう努めるものとする。 

２ 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を置き、当該連絡責任者を変更したときは、速やかに

相手方に通知するものとする。 

３ 甲及び乙は、平常時において、被災者相談業務を円滑かつ適切に実施するための情報交換を行

うものとする。 

 

（費用負担） 

第７条 被災者相談業務における会場費及び広報費について、甲の負担とする。 

２ 被災者相談業務に従事する相談員の人件費その他の費用は、乙の負担とする。 

 

（相談料） 

第８条 この協定により実施する被災者相談業務における相談料は無償とし、相談者に負担を求め

ないものとする。 

 

（損害の補償） 

第９条 この協定に基づく被災者相談業務の実施において、乙及び乙が派遣した者に損害が生じた

場合であって、甲の責めに帰すべき事由によらないものについての損害補償は、乙の責任におい

て行う。ただし、甲が定める条例等の適用によって損害補償がなされる場合はこの限りではない。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和６年３月３１日までとする。但し有効期

間満了の日の３０日前までに、甲又は乙の一方から相手方に対し、文書による異議の申出がない

ときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第１１条 この協定に定めない事項又はこの協定の解釈について疑義を生じたときは、その都度、

甲乙双方が協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 令和５年１１月２０日 

       甲   和歌山県伊都郡九度山町九度山１１９０番地 

           九度山町長  岡 本  章 

 

       乙   和歌山県和歌山市岡山丁２４番地 

            和歌山県司法書士会 会長 伊 澤  徹  
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第１号様式 

 

相 談 業 務 支 援 等 要 請 書 
 

年  月  日 

 

和歌山県司法書士会 

会長       様 

 

九度山町長        

 

（事務担当） 

部署 

担当 

FAX 

eﾒｰﾙ 

 

災害時における被災者相談業務の実施に関する協定書第２条第１項の規定に基づき、下記のと

おり要請いたします。 

 

記 

 

要 請 業 務 

1 業務期間 年  月  日～   年  月  日 

2 期間内業務時間 

午前          午前 

     時  分 ～         時  分 

午後          午後 

3 業務場所  

4 
相談業務従事者 

必要人数 
 

5 業務内容  

6 その他連絡事項  

 

  



資料編 

230 

第２号様式 

 

支 援 要 請 等 対 応 確 認 書 
 

年  月  日 

 

九度山町長       様 

 

和歌山県司法書士会 

会長 

 

（事務担当） 

部署 

担当 

FAX 

eﾒｰﾙ 

 

災害時における被災者相談業務の実施に関する協定書第２条第２項の規定に基づき、下記のと

おり報告いたします。 

 

記 

 

確 認 内 容 

要請への回答 
相談業務支援等要請書のとおり実施します。 

下欄の     項目について修正し協議を要請します。 

1 業務期間 年  月  日～   年  月  日 

2 期間内業務時間 
午前          午前 

     時  分 ～         時  分 

午後          午後 

3 業務場所  

4 
相談業務従事者 

必要人数 
 

5 業務内容  

6 その他連絡事項  
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第３号様式 

 

支 援 相 談 業 務 報 告 書 
 

年  月  日 

 

九度山町長       様 

 

和歌山県司法書士会 

会長 

 

（事務担当） 

部署 

担当 

FAX 

eﾒｰﾙ 

 

災害時における被災者相談業務の実施に関する協定書第２条第２項の規定に基づき、下記のと

おり報告いたします。 

 

記 

 

業 務 実 施 状 況 

1 業務期間 年  月  日～   年  月  日 

2 期間内業務時間 
午前          午前 

     時  分 ～         時  分 

午後          午後 

3 業務場所  

4 相談業務従事者数  

5 相談件数及び内容  

6 
相談業務実施に係る

課題等 
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33 災害時における応急生活物資の調達に関する協定書（九度山町商工会） 

 

災害時における応急生活物資の調達に関する協定書 

 

九度山町長（以下「甲」という。）と九度山町商工会（以下「乙」という。）とは、次のとおり

協定を締結する。 

 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１項に規定する災

害が発生した際、応急生活物資（以下「物資」という。）の確保を行い、必要に応じて被災者に

供給することにより、災害時における被災者を含めた町民生活の安定を図ることを目的とする。 

 

（要請） 

第２条 甲は物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し物資の供給を要請する。  

 

（調達物資の範囲） 

第３条 甲が乙に供給を要請できる物資は、要請時点で商工会員において乙が調達可能な物資と

する。 

 

（要請の方法） 

第４条 第２条に規定する要請は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急の場合は、口頭

で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第５条 乙は、第２条に規定する要請を受けたときは、速やかに当該物資を調達するとともに、

その調達の状況を甲に連絡するものとする。 

 

（引渡し） 

第６条 物資の引渡し場所は、甲が指定し、甲が指名したものに受領させるものとする。  

 

（費用負担） 

第７条 甲の要請を受け、乙が調達した物資の費用（引渡しまでの運賃を含む。）は甲が負担する。  

 

（代金の請求） 

第８条 乙は、第６条に規定する甲の受領後、甲から要請され供給した物資の代金を甲に請求す

る。この場合において、物資の価格は災害発生直前の価格を基準とする。 

 

（代金の支払い） 

第９条 甲は、乙から物資の代金の請求があった場合、請求日から３０日以内に、その代金を支
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払うものとする。 

 

（協定有効期間） 

第１０条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、協定の終了については、甲乙

当事者間で協議し、両者了解の上、文書をもって行うものとする。 

 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項または疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、定め

るものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。  

 

 

令和６年１２月２日 

 

甲 伊都郡九度山町九度山１１９０ 

九度山町長  岡 本  章 

 

乙 伊都郡九度山町九度山１１８６ 

九度山町商工会  

会長     曽 和 雅 之 
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34 災害時等における要配慮者の緊急受入れに関する協定書（伊都郡町村及び橋本市

老人福祉施設事務組合） 

 

災害時等における要配慮者の緊急受入れに関する協定書 

 

 九度山町（以下「甲」という。）と伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合（以下「乙」と

いう。）とは、九度山町内に地震、風水害、その他の災害等が発生した場合（以下「災害時等」と

いう。）における介護が必要な高齢者、障害（児）者及びその家族等（以下「要配慮者」という。）

の緊急受入れについて、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時等に甲が乙の運営する町内の介護老人福祉施設、養護老人ホームに

おいて要配慮者の緊急受入れを実施するよう乙に対し協力を要請するにあたり、必要な事項を

定めるものとする。 

 

 （緊急受入れの要請及び受諾） 

第２条 甲は、災害時等に、次に規定する緊急受入れを乙に対して要請することができる。  

⑴ 被災した住宅等の要配慮者の緊急受入れ 

⑵ 九度山町地域防災計画で指定する指定避難施設に避難した要配慮者の二次的避難のための

緊急受入れ 

２ 乙は、甲から緊急受入れの要請を受けたときは、可能な範囲で受諾するものとし、甲の要請

事項に従い緊急受入れに係る業務を行う。 

 

 （要配慮者の移送） 

第３条 要配慮者の移送は、原則として要配慮者が自身の責任において行うものとする。ただし、

移送にあたり支援が必要であると判断した場合は、甲が要配慮者を移送するものとする。  

２ 乙は甲から移送に関する協力の要請があった場合は、可能な範囲で移送に協力するものとす

る。 

 

 （緊急受入れの期間） 

第４条 甲が乙に緊急受入れを依頼できる期間は、原則として３０日以内とする。ただし、期間

の延長が必要な場合は、甲乙協議の上、延長することができるものとする。  

 

 （費用の負担） 

第５条 甲の要請に基づき乙が要配慮者の緊急受入れを実施した場合に要する費用は、甲が負担

するものとする。 

２ 前項に規定する費用の額は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 

 

 （手続き等） 

第６条 甲は、第２条の規定により乙に緊急受入れを要請する場合は、乙にあらかじめ受入れ可
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能人数を確認の上、次に掲げる事項を明らかにした書面を乙に提出するものとする。ただし、

緊急を要する場合は、口頭により要請し、後日文書を送付するものとする。  

⑴ 受入れを要請する要配慮者の氏名、住所、心身の状況、連絡先等 

 ⑵ 受入れを要請する要配慮者の身元引受人の氏名、連絡先等 

⑶ 受入れ要請期間 

 

 （緊急受入れ可能人数等に係る協議） 

第７条 甲及び乙は、本協定締結後、施設ごとの要配慮者の受入れ可能人数、災害時の要配慮者

への支援者等の確保に係る計画並びに必要物資の備蓄及び調達等について協議を行うものとす

る。 

 

 （協定の有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和８年３月３１日までとする。ただし、甲

又は乙から期間満了１箇月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、

本協定を１年間更新するものとし、以後同様とする。 

 

 （その他） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定

めるものとする。 

 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

   令和 ７年 ４月 １日 

 

             甲 伊都郡九度山町大字九度山１１９０番地 

               九度山町 

                

九度山町長  岡  本   章 

 

 

             乙 伊都郡九度山町大字九度山１２６５番地１ 

               伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合 

                

筆頭副管理者 平 野  嘉 也 
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35 災害時等における民間救急車両等の利用に関する協定書（バイカル株式会社バイ

カル民間救急） 

 

災害時等における民間救急車両等の利用に関する協定書 

 

 九度山町（以下「甲」という。）とバイカル株式会社バイカル民間救急（以下「乙」という。）

は、災害時等における乙所有の民間救急車両等（以下「救急車等」という。）の利用に関し、協定

を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の町域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害

時等」という。）において、避難行動要支援者を避難所等に安全かつ迅速に避難させることとし

て救急車等を利用することにより、被害の軽減を図り、町民の安全を確保することを目的とす

る。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、「災害」とは、地震、豪雨、暴風、洪水その他の異常な自然現象及び

大規模な火災、爆発、武力攻撃等の緊急対処事態により生ずる被害をいう。  

 

（配車の要請等）  

第３条 甲は、災害時等において、避難行動要支援者を避難所等に避難させることとして救急車

等を利用することが必要であると判断したときは、乙に対して甲が指定する場所への配車を要

請するものとし、乙は、甲からの要請があったときは、乙の業務に支障のない範囲でこれに協

力するものとする。 

 

（要請の方法）  

第４条 配車の要請は、原則として救急車等配車要請書（別記様式）により行うものとする。た

だし、緊急を要する場合は、口頭、電話、ファックス等により要請できるものとし、その後速

やかに救急車等配車要請書を提出するものとする。  

２ 甲及び乙は、連絡体制、連絡方法等について相互に確認するとともに、災害時等に支障を来

さないように努めるものとする。 

 

（連絡責任者の選任等） 

第５条 甲及び乙は、災害時等における救急車等の利用を円滑に実施するため、それぞれ連絡者

を選任し、書面により相手方に連絡するものとする。 

 

（職員等の同乗） 

第６条 甲は、必要があると認めたときは、乙の救急車等に甲の職員等を同乗させることができ

る。 
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（経費の負担） 

第７条 甲の協力要請により発生した乙の経費は、甲の負担とする。 

２ 前項の経費の算定は、災害時等直前における運賃等を基礎として、甲及び乙が協議の上決定

するものとする。 

 

（経費の請求） 

第８条 乙は、災害が収束した時点で、甲に対し経費の支払を請求するものとする。  

 

（有効期間） 

第９条 この協定の期間は、締結の日から令和８年３月３１日までとする。   

ただし、期間満了の日の１カ月前までに、甲、乙いずれかからの申し出がない限り自動的に継

続するものとし、次年度以降も同様とする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し疑義が生じたときは、甲乙協議

の上決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有す

る。 

  

 令和７年５月２日 

 

        甲   和歌山県伊都郡九度山町九度山１１９０番地 

            九度山町長   岡 本  章 

 

        乙   和歌山県橋本市神野々１１０９番地２ 

             バイカル株式会社 バイカル民間救急 

              代表取締役  下名迫 幹子 
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第            号 

令和  年  月  日 

 

○○○○○○ 

○○○○○○○○ 様  

 

九度山町長 岡本 章 

(公印省略) 

 

救急車等配車要請書 

 

災害時等における民間救急車両等の利用に関する協定書（令和 年 月 日締結）第４条の規

定に基づき、下記の内容で民間救急車両等の配車を要請します。 

 

記 

 

１．配車日時  令和  年  月  日   時  分 

 

２．配車場所  九度山町 

施設等名称等 

案内図  別添のとおり 

現地連絡者名及び電話番号 

 

３．搬送場所  九度山町 

              避難所名等 

 

４．配車台数   台 

 

５．その他資料 

 

 

 

連絡先：0736-54-2019 

担当者名：○○ ○○ 
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36 災害時における支援物資の受入及び配送等に関する協定書（佐川急便株式会社京

都支店） 

 

災害時における支援物資の受入及び配送等に関する協定書 

 

 九度山町(以下「甲」という。)と佐川急便株式会社京都支店(以下「乙」という。)とは、災害

時における支援物資の受入及び配送等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

(趣旨) 

第１条 本協定は、九度山町域内に大規模な災害が発生した場合において、被災者に対して食料

及び生活必需品等の物資の安定供給を行うことにより、被災者の生活の安定を図ることを目的

として、甲が乙に対して行う物資の受入及び配送等の要請手続等必要な事項を定めるものとす

る。 

 

(用語の定義) 

第２条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところに

よる。 

(１) 「調達物資」とは、被災者のために甲が必要に応じて調達する物資をいう。 

(２) 「義援物資」とは、被災者のために甲に対して提供される調達物資以外の物資をいう。 

(３) 「支援物資」とは、調達物資と義援物資をあわせた物資をいう。 

(４) 「避難所等」とは、支援物資の配送先となる九度山町内の避難所又は甲が指定する物資

の供給場所等をいう。 

(５) 「物資集積拠点」とは、大規模な災害等により避難所等への支援物資の配送が円滑に行

えないなど、甲が必要と判断したときに支援物資の荷卸し、仕分け、登録、分配及び積込

み(以下「荷役作業」という。)若しくは、配送等の拠点として設置する施設をいう。 

 

(物資集積拠点の設置等) 

第３条 物資集積拠点の設置場所は、災害時に物資集積拠点として甲が指定する施設のほか、甲

の要請に基づき、乙又は乙の関係団体が提供する施設とする。 

２ 甲は、九度山町内における支援物資の供給体制が整うなど、荷役作業及び配送等の必要性が

低下した場合は状況を勘案しながら、物資集積拠点を閉鎖するものとする。 

 

(物資の受入及び配送並びに派遣の要請) 

第４条 甲は、第３条の規定による物資集積拠点を設置する場合には、乙に対して次の各号に掲

げる業務を文書により要請することができる。ただし、文書により要請するいとまがない場合

には、口頭によるものとし、その後速やかに文書を交付するものとする。 

(１) 避難所等への支援物資の配送計画の策定及び配送の実施 

(２) 配送時における被災者の物資ニーズの収集 

(３) 甲から指示のあった物資集積拠点における荷役作業の実施 

(４) 荷役作業に必要な人員及び機材の提供 
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２ 甲は、支援物資の受入及び配送等を実施する上で、必要と認めるときは文書により、乙に対

し支援物資の受入及び配送等に関する助言等を行う要員の派遣を要請することができる。 

 

(物資の受入及び配送並びに派遣の実施) 

第５条  乙は、前条の規定により甲の要請があった場合は、可能な限り協力するものとする。

ただし、乙が被災等により支援が困難と判断した場合は、この限りではない。 

 

(報告) 

第６条 乙は、第４条第１項の規定による要請により物資の受入及び配送業務を行った場合は、

文書により甲に報告するものとする。ただし、文書をもって報告するいとまがない場合には、

口頭によるものとし、その後速やかに文書により報告するものとする。 

２ 乙は、第４条第２項の規定により派遣を行った場合は、文書により甲に報告するものとす

る。ただし、文書をもって報告するいとまがない場合には、口頭によるものとし、その後速

やかに文書により報告するものとする。 

３ 甲及び乙は、第４条及び第６条前２項の規定により、要請又は報告した内容に変更が生じ

た場合は、その都度変更内容を相互に文書により通知するものとする。 

 

(経費の負担及び請求等) 

第７条 業務に要した経費は、甲が負担するものとする。 

２ 甲が負担する経費の価格は、法令その他で定めがあるものを除き、甲乙協議の上、決定す

るものとする。 

３ 甲は、乙から前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、乙に対し速やかに支

払いを行うものとする。 

 

(事故等) 

第８条 乙は、業務の実施に際し、事故等が発生したときは、甲に対して文書により報告し、甲

乙協議の上、適切な措置を講じるものとする。ただし、文書をもって報告するいとまがない場

合には、口頭によるものとし、その後速やかに文書により報告するものとする。 

 

(損害の負担) 

第９条 物資の受入及び配送等により生じた損害の負担は、甲乙協議して定める。ただし、乙の

責に帰するべき事由により生じた損害の負担は、乙が負うものとする。 

 

(補償) 

第１０条 本協定に基づき乙が実施する業務に従事した者が、負傷し、疾病にかかり、又は死亡

した場合の災害補償は、乙の責任において行うものとする。ただし、甲の責に帰するべき事由

による場合は、この限りでない。 

 

(機密の保持及び情報提供) 

第１１条 甲及び乙は、本協定に基づく業務上知り得た秘密を他人に漏らし、又は利用してはな
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らない。業務終了後又は解除された後についても同様とする。 

また、甲及び乙はそれぞれが知り得た災害に関する情報を互いに提供するよう努めるものと

する。 

 

(連絡責任者) 

第１２条 甲及び乙は、本協定に基づく担当部署を定めるとともに、連絡責任者を選定するもの

とする。 

２ 甲及び乙は、前項の規定により担当部署及び連絡責任者を定めた場合は相互に通知するも

のとする。 

 

(協議) 

第１３条 本協定に定めのない事項及び本協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定する

ものとする。 

 

(適用) 

第１４条 本協定は、締結の日から適用し、甲又は乙が文書により本協定の終了を通知しない限

り、その効力は継続するものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙署名又は押印の上、それぞれ１通を

保有する。 

 

 

令和７年１2月８日 

 

 

甲  和歌山県伊都郡九度山町九度山１１９０番地 

 九度山町長   岡 本  章 

 

 

乙  京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 

 佐川急便株式会社 京都支店 

  支店長    山 元  敏 
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37 和歌山県下消防広域相互応援協定 

 

和歌山県下消防広域相互応援協定 

 

（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第39条の規定に基づき、和歌山県域

内（以下「県下」という。）において大規模又は特殊な災害が発生した場合における消防相互

応援について必要な事項を定めることを目的とする。 

（協定市町村等） 

第２条 この協定は、県下の市町村及び消防の一部事務組合（以下「市町村等」という。）相互

間において締結するものとする。 

（対象とする災害） 

第３条 この協定の対象とする災害は、次に掲げる災害とする。 

(１) 大規模な地震、風水害等の自然災害 

(２) 大規模な火災、林野火災並びに高層建築物火災及び危険物施設火災等の特殊火災 

(３) 航空機事故、列車事故等の大規模又は特殊な事故 

(４) 上記以外の災害で、応援を必要とする災害 

（応援要請） 

第４条 この協定に基づく応援要請は、前条各号に規定する災害が発生した地域を直轄する市町

村等（以下「要請側被災地市町村等」という。）の長（一部事務組合の管理者を含む。以下同

じ。）又は消防長（消防本部を置かない町村の場合は、町村長。以下同じ。）が要請側被災地市

町村等の消防力のみでは十分に対応できないと認める場合において、本協定を締結している他

の市町村等（以下「応援側市町村等」という。）の消防長に対して行うものとする。 

２ 前項に規定する応援要請は、電話等により次の事項を明確にして行うものとし、事後速やか

に文書を提出するものとする。 

(１) 災害の発生日時、場所、種別及び状況 

(２) 被害状況 

(３) 必要とする人員、車両及び資機材等 

(４) 集結場所及び連絡責任者 

(５) その他必要事項 

（応援隊の派遣） 

第５条 要請側被災地市町村等の長又は消防長は、前条の規定により応援要請を受けたときは、

業務に重大な支障がない限り応援を行うものとする。 

２ 応援側市町村等の長又は消防長は、前条の応援要請に応ずることができない場合は、その旨

を速やかに要請側被災地市町村等の長又は消防長に通報するものとする。 

３ 応援側市町村等の長又は消防長は、当該災害の規模、状況等により応援の必要があり、か

つ、要請側被災地市町村等の長又は消防長が応援要請を行うことが困難であると認められると

きは、前条の応援要請を待つことなく応援隊を派遣することができるものとする。この場合に

おいて、当該応援隊の派遣は、同条の応援要請により行ったものとみなす。 

（応援隊の指揮） 
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第６条 要請側被災地市町村等における応援隊の指揮は、原則として要請側被災地市町村等の長

又は消防長が、応援隊の長に対して行うものとする。 

（応援隊等の登録） 

第７条 各市町村等は、応援要請に備え、応援出動が可能な部隊及び資機材を予め登録しておく

ものとする。 

（経費の負担） 

第８条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の区分によるものとする。 

(１) 応援側市町村等が負担する経費 

ア 出動隊員の人件費、災害補償費 

イ 出動車両及び機械器具の燃料費（現地で調達したものを除く。） 

ウ 応援により特に要した車両及び機械器具の小修理に要する経費 

エ 応援出勤中、応援隊が起こした交通事故による損害の賠償に要する経費 

オ 被服の損料費 

(２) 要請側被災地市町村等が負担する経費 

ア 車両及び機械器具の燃料費で、現地で調達したもの 

イ 応援により特に要した車両及び機械器具の大修理に要する経費 

ウ 応援に際し特に調達した化学消火薬剤費等 

エ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償費等（応援隊が起こした交通事故による賠償

に要する経費を除く。） 

オ 応援隊員の死傷に伴う賞じゅつ金 

カ その他、応援活動中に要した諸経費 

２ 経費負担に疑義が生じた事項については、その都度双方協議のうえ決定するものとする。 

（情報提供等） 

第９条 協定市町村等は、この協定の効率的な運用を図るために必要な各種消防関係情報等を相

互に提供するものとする。 

（実施細目） 

第10条 この協定の実施について必要な事項は、協定市町村等の消防長（消防本部を置かない町

村及び消防組合を構成する町村にあっては、消防事務担当課長）が協議して定めるものとす

る。 

（疑義） 

第11条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度協定市町村等が

協議のうえ決定するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、協定書58通を作成し、市町村等において各１通を保有するもの

とする。 

平成８年３月１日（当初協定） 

 

この協定の成立を証として、この協定書34通を作成し、市町村等において記名押印の上、各

自その１通を保有するものとする。 

平成２５年９月２日（変更協定） 
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この協定の証として、この協定書34通を作成し、市町村等において記名押印の上、各自その

１通を保有する。 

令和６年１２月２３日（変更協定） 
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38 和歌山県と企業等との災害時物資調達防災協定の締結状況 

 

協定相手 協定書名 協定日時 

株式会社オークワ、株式会社

松源 

災害救助物資の調達に関す

る協定書 
平成１４年１月４日 

わかやま市民生活協同組合・

和歌山県生活協同組合連合会 
〃 平成１４年１月４日 

コカ・コーラボトラーズジャ

パン株式会社（旧・三笠コカ・

コーラボトリング株式会社） 

〃 平成１８年８月７日 

ＮＰＯ法人コメリ災害対策セ

ンター 
〃 

平成１８年８月１０

日 

コーナン商事株式会社 〃 
平成１８年８月３０

日 

サントリーフーズ株式会社 〃 平成１９年７月１日 

イオンリテール株式会社近畿

カンパニー（旧・イオンリテー

ル株式会社近畿・北陸カンパ

ニー） 

〃 
平成２６年３月１６

日 

エバグリーン廣甚株式会社

（旧・株式会社廣甚） 
〃 平成２６年８月１日 

株式会社ローソン 
防災関係の協働事業に関す

る協定 

平成１６年２月２０

日 

株式会社セブン-イレブン･ジ

ャパン 
〃 

平成１７年３月２６

日 

株式会社ファミリマート 〃 
平成２２年６月２４

日 

大塚製薬株式会社 

和歌山県と大塚製薬株式会

社との災害時における支援

等に関する協定 

平成２９年７月１９

日 

株式会社ジュンテンドー 
災害救助物資の調達に関す

る協定書 
平成３１年４月１日 
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協定内容 団 体 名 
締結年 

月日 
担当課 協定名称 

県 

負担 
備考 

防災広報・共同訓

練・物資調達・帰宅

困難者支援 

㈱ローソン H16.2.20 防災企画課 
防災関係の協働事業に関

する協定 
○ 

包括協定 

同日 

㈱セブン-イレブン・ジャ

パン 
H17.3.26 防災企画課 

防災関係の協働事業に関

する協定 
○ 

包括協定 

同日 

㈱ファミリーマート H22.6.25 防災企画課 
防災関係の協働事業に関

する協定 
○ 

包括協定 

H22.10.26 

ＪＡグループ和歌山・和

歌山県農業協同組合中央

会 

H19.1.23 経営支援課 
防災関係の協働事業に関

する協定 
○  

災害時の情報発信 

ヤフー㈱ H24.4.2 防災企画課 
災害発生時等における情

報発信等に関する協定 
-  

Google Ireland Limited H25.7.1 防災企画課 
防災への取り組みに関す

る協定書 
-  

帰宅困難者支援・優

先給油 
和歌山県石油商業組合 H21.2.16 防災企画課 

大規模災害等発生時にお

ける支援等に関する協定 
○  

燃料供給に関する

情報共有 
石油連盟 R2.2.3 

危機管理消防

課 

災害時の重要施設に係る

情報共有に関する覚書 
-  

燃料の供給 
(一社)和歌山県LPガス協

会 
H25.5.31 

危機管理消防

課 

災害時におけるLPガス供

給に関する協定 
○  

災害救援物資調達 

㈱オークワ H14.1.4 社会福祉課 
災害救助物資の調達に関

する協定 
○  

㈱松源 H14.1.4 社会福祉課 
災害救助物資の調達に関

する協定 
○  

わかやま市民生活協同組

合 

和歌山県生活協同組合連

合会 

H14.1.4 社会福祉課 
災害救助物資の調達に関

する協定 
○  

コカ・コーラウェスト㈱ H18.8.7 社会福祉課 
災害救助物資の調達に関

する協定 
- 

引渡費用 

：○ 

ＮＰＯ法人コメリ災害対

策センター 
H18.8.10 社会福祉課 

災害救助物資の調達に関

する協定 
○  

コーナン商事㈱ H18.8.30 社会福祉課 
災害救助物資の調達に関

する協定 
○  

サントリーフーズ㈱ H19.7.1 社会福祉課 
災害救助物資の調達に関

する協定 
○  

和歌山県製薬協会 H20.3.17 薬務課 
災害救助物資の調達に関

する協定 
○  

トーヨーライス㈱（現東

洋ライス㈱） 
H23.11.15 果樹園芸課 

災害救助用精米の供給等

の協力に関する協定 
○  

和歌山米穀㈱ H23.11.15 果樹園芸課 
災害救助用精米の供給等

の協力に関する協定 
○  

和歌山県農業協同組合連

合会 
H23.12.1 果樹園芸課 

災害救助用精米の供給等

の協力に関する協定 
○  

和歌山県医薬品卸組合 H20.3.25 薬務課 
災害時医薬品等の供給に

関する協定 
○  

(一社)日本産業・医療ガ

ス協会 

近畿地域本部和歌山県支

部 

H21.12.24 薬務課 
災害時医薬品等の供給に

関する協定 
○  

(一社)大阪医療機器協会 H28.6.6 薬務課 
災害時医療機器等の供給

に関する協定 
○  

和歌山県医薬品卸組合 H21.4.1 薬務課 

大規模災害時に対応する

医薬品の流通備蓄に関す

る協定 

-  

近畿臨床検査薬卸連合会 H25.5.13 薬務課 

大規模災害時における臨

床検査薬等の供給に関す

る協定書 

○  

㈱ココカラファイン ヘ

ルスケア 
H26.1.27 薬務課 

災害救助物資の調達に関

する協定書 
○  

近畿歯科用品商協同組合

和歌山県支部 
R3.7.13 薬務課 

大規模災害時における歯

科に係る医薬品等の供給

に関する協定書 

○  

ライオンケミカル㈱ R4.12.7 薬務課 
災害救助物資の調達に関

する協定書 
○  

イオンリテール㈱近畿カ

ンパニー 
H26.3.16 社会福祉課 

災害救助物資の調達に関

する協定書 
○  
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協定内容 団 体 名 
締結年 

月日 
担当課 協定名称 

県 

負担 
備考 

（株）廣甚 H26.8.1 社会福祉課 
災害救助物資の調達に関

する協定書 
○  

西日本段ボール工業組合 H29.2.9 社会福祉課 
災害時における段ボール

製品の調達に関する協定 
○ 市町村：○ 

㈱ジュンテンドー H31.4.1 社会福祉課 
災害救助物資の調達に関

する協定書 
○  

資機材の調達 

㈱アクティオ H25.2.18 社会福祉課 
災害時におけるレンタル

機材の供給に関する協定 
○  

㈱キナン H26.12.12 社会福祉課 
災害時におけるレンタル

機材の供給に関する協定 
○  

和歌山県レンタカー協会 H28.3.16 災害対策課 
災害時における車両の供

給に関する協定 
○  

(一社)日本建設業連合会

関西支部（その他国府県

市） 

H29.2.20 技術調査課 

災害時における災害応急

対策業務及び建設資材調

達に関する包括的協定書 

○  

(一社)和歌山県建設業協

会 
H31.3.5 

県警本部警備

課 

災害発生時における建設

資機材等の提供に関する

協定 

○  

滋賀県、京都府、大阪府、

兵庫県、奈良県、和歌山

県、鳥取県、徳島県、京都

市、大阪市、堺市、神戸市、

関西広域連合、トヨタL＆

F近畿㈱、トヨタL＆F兵庫

㈱、トヨタL＆F奈良㈱、ト

ヨタL＆F和歌山㈱、トヨ

タL＆F岡山㈱、トヨタL＆

F徳島㈱ 

R2.3.19 社会福祉課 

大規模広域災害時におけ

るフォークリフトの提供

に関する協定 

○  

在庫備蓄（ところて

ん式） 

(社)和歌山県福祉事業団 H24.10.18 社会福祉課 
社会福祉施設等を活用し

た在庫備蓄に関する協定 
○ 

初期投資

のみ負担。

ランニン

グコスト

は団体負

担 

(社)和歌山つくし会 H24.11.14 社会福祉課 
社会福祉施設等を活用し

た在庫備蓄に関する協定 
○ 

(社)しんせい会 H24.12.5 社会福祉課 
社会福祉施設等を活用し

た在庫備蓄に関する協定 
○ 

(社)こじかの会 H24.12.5 社会福祉課 
社会福祉施設等を活用し

た在庫備蓄に関する協定 
○ 

食材供給及び調理

協力 

(一社 )和歌山県調理師

会、和歌山県中小企業団

体中央会、（公社）日本調

理師会 

R3.3.24 防災企画課 

大規模災害時における食

材等の供給及び避難所に

おける調理協力に関する

協定書 

○  

調理場所の提供 
和歌山県町村会、すさみ

町 
R3.9.3 防災企画課 

災害時における災害復興

トレーラー利用等に関す

る協定 

－  

駐車場・施設等のス

ペース利用 

県遊技業(パチンコ)組合 H17.4.27 防災企画課 
災害支援等の協力に関す

る協定 
-  

西日本電信電話㈱和歌山

支店(NTT西日本㈱和歌山

支店) 

H20.6.30 防災企画課 
大規模災害発生時等にお

ける協力に関する協定 
-  

㈱NTTドコモ関西支社 R2.7.3 
デジタル社会

推進課 

大規模災害発生時におけ

る後方支援活動拠点の使

用に関する覚書 

-  

ソフトバンク㈱ R2.9.14 
デジタル社会

推進課 

大規模災害発生時におけ

る後方支援活動拠点の使

用に関する覚書 

-  

災害時し尿処理 

和歌山県清掃連合会 H24.12.5 下水道課 
災害時におけるし尿等の

収集運搬に関する協定 
-  

(一社)和歌山県一般廃棄

物協会 
H25.11.22 下水道課 

災害時におけるし尿等の

収集運搬に関する協定 
- 市町村：○ 

救援物資・人員等の

輸送 

(社)和歌山県トラック協

会 
H24.4.1 社会福祉課 

緊急・救援輸送に関する協

定 
○  

(一社)AZ－COM丸和・支援

ネットワーク 
R5.11.20 社会福祉課 

緊急・救援輸送及び荷さば

き業務に関する協定書 
○  

南海フェリー㈱ H16.9.27 
総合交通政策

課 

船舶による災害時の輸送

等に関する基本協定 
○  
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協定内容 団 体 名 
締結年 

月日 
担当課 協定名称 

県 

負担 
備考 

(公社)和歌山県バス協会 H23.11.28 
総合交通政策

課 

緊急・救援輸送に関する協

定 
○  

(一社)和歌山県タクシー

協会 
H30.6.18 

総合交通政策

課 

緊急・救援輸送に関する協

定 
○  

(一社)和歌山県ハイヤー 

・タクシー協会 
H30.6.18 

総合交通政策

課 

緊急・救援輸送に関する協

定 
○  

和歌山県個人タクシー協

同組合 
H30.6.18 

総合交通政策

課 

緊急・救援輸送に関する協

定 
○  

和歌山県漁業協同組合連

合会 
H17.12.16 資源管理課 

漁船による大規模災害時

の緊急輸送活動の協力に

関する協定 

○  

和歌山県水難救済会 

海上保安部(和歌山・田

辺) 

H27.2.20 資源管理課 
船舶による輸送等災害応

急対策に関する協定 
○  

交通誘導・警備 

(社)和歌山県警備業協会 H11.11.4 
県警本部警備

課 

災害時における緊急輸送

路及び地域安全確保等の

業務に関する協定 

○ 

137の協定

にかかる

細目協定 

(社)和歌山県警備業協会 H11.11.2 
県警本部生活

安全企画課 

災害時における緊急輸送

路及び地域安全確保等の

業務に関する協定 

○  

救援物資の保管 

和歌山県倉庫協会 H22.3.25 社会福祉課 
災害時における救援物資

の保管等に関する協定 
○  

和歌山県医薬品卸組合 H29.1.31 薬務課 

大規模災害時における医

薬品等の保管等に関する

協定 

○  

応急仮設住宅建設 

(一社)プレハブ建築協会 H8.11.1 建築住宅課 
災害時における応急仮設

住宅の建設に関する協定 
○  

和歌山県応急木造仮設住

宅建設協議会 
H30.5.9 建築住宅課 

災害時における木造の応

急仮設住宅の建設に関す

る協定 

○  

障害物除去・公共施

設応急復旧 

(社)和歌山県建設業協会 H24.3.19 技術調査課 
大規模災害時における応

急対策業務に関する協定 
○  

(一社)関西地質調査業協

会 
H27.3.19 技術調査課 

大規模災害時における応

急対策業務に関する協定 
○  

(社)和歌山県測量設計業

協会 
H17.4.25 技術調査課 

大規模災害時における被

害状況調査等の応援協力

に関する協定 

-  

(社)和歌山県空調衛生工

業協会 
H19.12.25 公共建築課 

大規模災害時における応

急対策業務に関する協定 
○  

(社)和歌山電業協会 H19.12.25 公共建築課 
大規模災害時における応

急対策業務に関する協定 
○  

(社)和歌山県営繕協会 H20.12.25 公共建築課 
大規模災害時における応

急対策業務に関する協定 
○  

(社)和歌山県建築士事務

所協会 
H24.2.20 公共建築課 

大規模災害時における応

急対策業務に関する協定 
○  

(社)和歌山県自動車整備

振興会 
H22.1.13 道路保全課 

大規模災害発生時におけ

る災害応急対策業務に関

する協定 

-  

(社)日本橋梁建設協会 H24.7.18 道路保全課 
大規模災害時における応

急対策業務に関する協定 
△ 

協会会員

との契約

時に要協

議 

(社)ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ建

設業協会関西支部 
H24.8.7 道路保全課 

大規模災害時における応

急対策業務に関する協定 
△ 

和歌山県塗装工業協同組

合 
H26.8.1 管財課 

大規模災害時における応

急対策業務に関する協定 
- 汚泥対策 

障害物除去 

社団法人日本自動車連盟

関西本部和歌山支部支部

長 

H17.6.30 
県警本部警備

課 

災害発生時における車両

等の排除に関する覚書 
〇  

災害時放送要請 

マスコミ関係 10社（新

聞、通信各社） 
H9.3.5 広報課 

災害時等における報道要

請に関する協定 
-  

マスコミ関係 3社（放送

事業者） 

S55.11.27

等 
広報課 

災害対策基本法に基づく

放送要請に関する協定書 
-  

マスコミ関係 8社（放送

事業者） 
H9.4.1等 広報課 

災害時における放送要請

に関する協定書 
-  

コミュニティFM 5社 H25.11.18 広報課 
災害時における放送要請

に関する協定書 
-  
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協定内容 団 体 名 
締結年 

月日 
担当課 協定名称 

県 

負担 
備考 

災害時捜索活動 

NPO法人日本レスキュー

協会 
R3.3.31 防災企画課 

大規模災害等発生時にお

ける災害救助犬に関する

協定 

〇  

NPO法人和歌山災害救助

犬協会 
H21.1.15 防災企画課 

大規模災害等発生時にお

ける災害救助犬に関する

協定 

〇 
R3.3.31に

変更協定 

災害時医療救護 

日本赤十字社県支部 S59.4.1 社会福祉課 
災害救助に関する業務委

託契約 
○  

(社)和歌山県医師会 H23.3.18 医務課 
災害時の医療救護につい

ての協定 
○  

県内災害拠点病院、支援

病院 計23病院 
H23.3.18等 医務課 

災害時の医療救護につい

ての協定 
○  

(一社)和歌山県薬剤師会 H29.3.14 薬務課 
災害時の医療救護活動等

に関する協定 
○  

和歌山DMAT指定病院 計

11病院 
H22.2.26等 医務課 

和歌山 DMATの派遣に関す

る協定 
○  

ローカル DMAT指定病院 

計3病院 
R5.2.24 医務課 

和歌山県ローカルＤＭＡ

Ｔの派遣に関する協定書 
○  

公益社団法人和歌山県看

護協会 
H24.4.1 医務課 

災害時の医療救護班の派

遣に関する協定 
○  

県内災害拠点病院 計8

病院 
H24.4.1 薬務課 

災害対策用医薬品の備蓄

（保管管理）に関する協定 
-  

(公)和歌山県柔道整復師

会 
H26.12.24 医務課 

災害時の医療救護につい

ての協定 
○  

県内災害拠点病院2病院、

支援病院13病院 
H26.4.1 薬務課 

災害対策用医薬品の備蓄

（保管管理）に関する協定 
-  

(一社)和歌山県歯科医師

会 
H31.2.21 医務課 

災害時の歯科口腔保健に

係る医療救護班の派遣に

ついての協定書 

〇  

和歌山県国民健康保険団

体連合会、和歌山県在宅

保健師の会「てまりの会」 

R6.4.16 医務課 
災害時の保健師活動に関

する協定 
-  

和歌山JRAT R6.4.19 医務課 

災害時のリハビリテーシ

ョン支援活動に関する協

定 

○  

災害支援ナース所属施設 

計19病院 
R6.5.22 医務課 

災害支援ナースの派遣に

関する協定 
〇  

災害時における栄

養・食生活支援活動 
(公社)和歌山県栄養士会 R6.3.7 健康推進課 

災害時における栄養・食生

活支援活動に関する協定 
○  

災害時の福祉支援 

(社福)和歌山県社会福祉

協議会 
R5.10.12 社会福祉課 

和歌山県災害派遣福祉チ

ームの派遣に関する基本

協定書 

○  

和歌山県社会福祉法人経

営者協議会 
R5.10.12 社会福祉課 

和歌山県災害派遣福祉チ

ームの派遣に関する基本

協定書 

○  

和歌山県児童福祉施設連

絡協議会 
R5.10.12 社会福祉課 

和歌山県災害派遣福祉チ

ームの派遣に関する基本

協定書 

○  

(一社)和歌山県老人福祉

施設協議会 
R5.10.12 社会福祉課 

和歌山県災害派遣福祉チ

ームの派遣に関する基本

協定書 

○  

和歌山県訪問介護事業所

協議会 
R5.10.12 社会福祉課 

和歌山県災害派遣福祉チ

ームの派遣に関する基本

協定書 

○  

和歌山県知的障害者福祉

協会 
R5.10.12 社会福祉課 

和歌山県災害派遣福祉チ

ームの派遣に関する基本

協定書 

○  

和歌山県療護施設連絡協

議会 
R5.10.12 社会福祉課 

和歌山県災害派遣福祉チ

ームの派遣に関する基本

協定書 

○  

和歌山県保育連合会 R5.11.22 社会福祉課 

和歌山県災害派遣福祉チ

ームの派遣に関する基本

協定書 

○  
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協定内容 団 体 名 
締結年 

月日 
担当課 協定名称 

県 

負担 
備考 

動物保護管理活動 (公社)和歌山県獣医師会 R3.12.2 生活衛生課 

大規模災害時における動

物保護管理活動に関する

協定 

○  

避難所におけるは

り又はきゅうの施

術 

避難所における健

康指導 

(一社)和歌山県鍼灸師会 R3.12.14 医務課 

災害時におけるはり師及

びきゅう師の業務提供に

関する協定 

-  

被災者住宅確保支

援 

(公社)和歌山県宅地建物

取引業協会 
H17.11.18 建築住宅課 

災害時における賃貸住宅

の媒介に関する協定 
-  

(公社)全日本不動産協会

和歌山県本部 
H18.3.27 建築住宅課 

災害時における賃貸住宅

の媒介に関する協定 
-  

災害時の住家被害

認定 

(一社)和歌山県建築士会 H26.12.26 社会福祉課 
災害時における住家の被

害認定調査に関する協定 
－ 市町村：○ 

(一社)和歌山県建築士事

務所協会 
H26.12.26 社会福祉課 

災害時における住家の被

害認定調査に関する協定 
－ 市町村：○ 

(公社)日本建築家協会 H26.12.26 社会福祉課 
災害時における住家の被

害認定調査に関する協定 
－ 市町村：○ 

(一社)和歌山県不動産鑑

定士協会 
H27.12.22 社会福祉課 

災害時における住家の被

害認定調査に関する協定 
－ 市町村：○ 

災害廃棄物の処理 

(一社)和歌山県産業資源

循環協会  
H18.7.26 

循環型社会推

進課 

大規模災害時における災

害廃棄物の処理等に関す

る協定 

- 市町村：○ 

県内産業廃棄物収集運搬

許可業者のうち41社 
H28.12.13 

循環型社会推

進課 

大規模災害時における災

害廃棄物の処理等に関す

る協定 

-  

(一社)和歌山県清掃連合

会 
H29.4.1 

循環型社会推

進課 

大規模災害時における災

害廃棄物の処理等に関す

る協定 

-  

(一社)和歌山県一般廃棄

物協会 
H29.4.1 

循環型社会推

進課 

大規模災害時における災

害廃棄物の処理等に関す

る協定 

-  

災害時地域の安心

確保 

（要援護者受入） 

(一社)和歌山県老人福祉

施設協議会 
H28.11.17 

介護サービス

指導課 

災害時等における地域の

安心の確保等に関する協

定 

-  

和歌山県知的障害者施設

協会 
H24.12.21 障害福祉課 

災害時等における地域の

安心の確保等に関する協

定 

-  

和歌山県療護施設連絡協

議会 
H24.12.21 障害福祉課 

災害時等における地域の

安心の確保等に関する協

定 

-  

和歌山県児童福祉施設連

絡協議会 
H24.12.21 こども支援課 

災害時等における地域の

安心の確保等に関する協

定 

-  

帰宅困難者支援・避

難所衛生確保 

和歌山県生活衛生団体協

議会 

(公財)和歌山県生活衛生

営業指導センター 

H26.9.1 生活衛生課 

大規模災害時における生

活衛生団体による包括支

援に関する協定書 

－  

災害時等における

相互協力 

西日本高速道路㈱ 関西

支社 
H23.7.5 道路保全課 

災害時等における相互協

力に関する協定 
○  

(公社)土木学会関西支部 H27.5.13 
県土整備政策

課 

災害時における調査等の

相互協力に関する協定書 
○  

近畿地方整備局、近畿2府

2県2政令市、港湾関係団

体 

H28.2.19 
港湾空港振興

課 

大規模災害発生時におけ

る港湾の災害応急対策業

務に関する広域支援体制

の強化に係る協定 

○  

大塚製薬㈱ H29.7.19 社会福祉課 

和歌山県と大塚製薬株式

会社との災害時における

支援等に関する協定 

-  

災害時等の住民等

相談 

和歌山県専門士業団体連

絡協議会 
H24.3.28 県民生活課 

大規模災害等発生時にお

ける相談業務の支援に関

する協定 

-  

和歌山県弁護士会 H30.12.26 県民生活課 

災害発生時における法律

相談業務等に関する協定

書 

-  
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協定内容 団 体 名 
締結年 

月日 
担当課 協定名称 

県 

負担 
備考 

災害時の水道施設

復旧支援 

和歌山県管工事協同組合

連合会 
H24.8.1 生活衛生課 

災害時における水道施設

復旧作業の応急対策への

協力に関する協定 

- 市町村：○ 

日本下水道事業団 H28.10.1 下水道課 
和歌山県・日本下水道事業

団災害支援協定 
〇  

(公社)日本下水道管路管

理業協会 
R2.11.5 下水道課 

災害時における下水道管

路施設の復旧支援協力に

関する協定 

〇 市町村：〇 

災害時の停電復旧

作業 
関西電力㈱ H31.4.4 

災害対策課 災害時における停電復旧

作業の連携等に関する協

定 

-  

道路保全課 

災害時の通信障害

復旧作業 

西日本電信電話㈱(NTT西

日本㈱) 
H31.4.4 

デジタル社会

推進課 
災害時における通信障害

復旧作業の連携等に関す

る協定 

-  

道路保全課 

被災者住宅復興等

支援 
(独)住宅金融支援機構 H27.2.16 建築住宅課 

災害時における被災住宅

の早期復興支援に関する

協定 

○  

災害時の電力供給 

㈱三菱自動車、㈱和歌山

三菱 
R1.11.19 災害対策課 

災害時における電動車両

等に関する協定 
- 市町村：○ 

日産自動車㈱、日産プリ

ンス和歌山販売㈱、和歌

山日産自動車㈱ 

R2.2.14 災害対策課 

災害時における電気自動

車からの電力供給の協力

に関する協定 

- 市町村：○ 

和歌山トヨタ自動車㈱、

和歌山トヨペット㈱、ト

ヨタカローラ和歌山㈱、

ネッツトヨタ和歌山㈱、

トヨタモビリティパーツ

㈱和歌山支社 

R3.2.3 災害対策課 

災害時の避難所等におけ

る外部給電可能な車両か

らの電力供給の協力に関

する協定書 

○  

損害保険ジャパン㈱ R3.6.14 災害対策課 
災害時における電動車両

等の貸与に関する覚書 
○  

災害時の施設使用 

近畿大学生物理工学部 R5.2.1 災害対策課 

和歌山県広域受援計画に

おける広域防災拠点に係

る覚書 

○  

和歌山大学 R5.2.1 災害対策課 

和歌山県広域受援計画に

おける広域防災拠点に係

る覚書 

○  

洪水被害の低減 

関西電力㈱ H24.5.29 河川課 

緊急時におけるダム利水

容量の有効活用に関する

協定（県営ダム） 

○  

関西電力㈱ H24.5.29 河川課 
緊急時における殿山ダム

の有効活用に関する協定 
○  

国土交通省近畿地方整備

局和歌山河川国道事務所

長、国土交通省近畿地方

整備局紀の川ダム統合管

理事務所長、農林水産省

近畿農政局南近畿土地改

良調査管理事務所長、奈

良県水道局長、奈良県吉

野土木事務所長、奈良県

五條土木事務所長、和歌

山市公営企業管理者、橋

本市長、五條市水道事業

管理者五條市長、大淀町

長、吉野町長、電源開発㈱

水力発電部西日本支店

長、関西電力㈱水力事業

本部水力部長（近畿）、五

條吉野基幹水利施設管理

R2.5.29 河川課 紀の川水系治水協定 -   
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協定内容 団 体 名 
締結年 

月日 
担当課 協定名称 

県 

負担 
備考 

協議会会長、山田ダム土

地改良区理事長 

国土交通省近畿地方整備

局紀南河川国道事務所

長、国土交通省近畿地方

整備局紀の川ダム統合管

理事務所長、奈良県吉野

土木事務所長、奈良県五

條土木事務所長、三重県

県土整備部長、関西電力

㈱水力事業本部水力部長

(近畿)、電源開発㈱水力

発電部西日本支店長 

R2.5.29 河川課 新宮川水系治水協定 -   

農林水産省近畿農政局南

近畿土地改良調査管理事

務所長、南紀用水土地改

良区理事長 

R3.4.28 河川課 

緊急時における島ノ瀬ダ

ムの有効活用に関する協

定書 

○   

遺体の取扱い（避難

者支援） 

全日本葬祭業協同組合連

合会／きのくに葬祭事業

協同組合 

H25.1.22 生活衛生課 

大規模災害時等における

葬祭用品の供給及び遺体

の処理等に関する協定 

○   

(社)全日本冠婚葬祭互助

協会 
H25.1.22 生活衛生課 

大規模災害時等における

協力に関する協定書 
○   

(一社)全国霊柩自動車協

会 
H25.1.22 生活衛生課 

広域火葬時における霊柩

自動車輸送の協力に関す

る協定 

○   

避難者支援 
和歌山県旅館ホテル生活

衛生同業組合 
H27.6.15 観光振興課 

災害時における避難者の

受入れに関する協定 
△ 

別途覚書

を締結 

防災教育・啓発活動 
日本ボーイスカウト和歌

山連盟 
H26.5.24 こども未来課 

地域防災力を高めるため

の取組に関する協定 
-   

防災意識の向上・災

害時の防犯意識向

上・交通安全・防犯

対策 

綜合警備保障㈱ R4.6.17 防災企画課 

和歌山県と綜合警備保障

株式会社との包括的連携

に関する協定書 

- 包括協定 

災害時多言語支援

センターの開設 

(公財)和歌山県国際交流

協会 
R4.4.1 国際課 

和歌山県国際交流センタ

ー指定管理業務基本協定

書 

○   
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39 橋本市伊都郡消防相互応援協定書 

 

橋本市伊都郡消防相互応援協定書 
平成18年３月１日 

（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第21条の規定に基づき、橋本市、か

つらぎ町、九度山町、高野町及び伊都消防組合（以下「協定市町等」という。）の消防相互応

援について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（応援の種別） 

第２条 相互に応援すべき事項は、次のとおりとする。 

(１) 火災、水害、その他災害防ぎょのための消防隊の派遣 

(２) 救急、救助業務のための救急隊、救助隊の派遣 

(３) 資機材の貸与 

（応援の要請） 

第３条 協定区域内において水火災等が発生し、又は救急業務等の必要が生じ（以下「災害発

生」という。）前条の応援を必要と認める時は、受援側の長（市町長又は管理者という。）が

応援側の長（市町長又は管理者という。）に対して応援の要請を行うものとする。 

（応援の方法） 

第４条 前条による災害発生又は境界を接する災害発生の防ぎょのための応援要請があったとき

は、業務に重大な支障のない限りその要請地域に対し相互に応援するものとする。 

（応援出動の通報） 

第５条 前条の応援をする場合は、次の事項を要請者あて通報するものとする。 

(１) 出動車両及び人員 

(２) 出動隊責任者の職、氏名 

(３) 資機材の種別、数量及び輸送方法 

(４) 出動時刻 

(５) その他の必要事項 

（現場到着の報告） 

第６条 応援隊の長は、現場到着後直ちに現場最高指揮者に対し必要事項を報告し、その指示を

受けるものとする。 

（応援隊の指揮） 

第７条 応援隊の指揮は、受援側の長が応援隊の長に対して行うものとする。 

（経費の負担） 

第８条 応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。 

(１) 応援側において負担する経費 

ア 応援隊員の災害補償費 

イ 応援隊員の応援出動から帰着までの間における交通事故によって、応援隊員又は第三

者に与えた死傷及び物損に伴う諸経費 

ウ 人件費、被服費及び雑費 

エ 車両の燃料費 
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オ 消防機械器具の小破損の修繕費 

(２) 受援側において負担する経費 

ア 消火に要した薬剤等の実費 

イ 前号オに定める破損の程度を超える消防機械器具の修繕費。ただし、破損の原因が応

援隊の重大な過失によるものを除く。 

ウ 建築物、工作物又は土地等に対する補償費 

エ 応援活動が長時間にわたる場合の燃料及び食料費 

オ 賞じゅつ金（応援側の例による） 

カ 弔慰金（受援側において定める） 

２ 前各号以外の経費の負担区分については、その都度協定市町等が協議のうえ決定するものと

する。 

（改廃） 

第９条 この協定の改廃は、協定市町長及び管理者が協議のうえ行うものとする。 

（委任） 

第10条 この協定の実施要領その他必要な細目については、協定市町等の消防長及び消防団長に

おいて別に覚書を作成する。 

（その他） 

第11条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、協定市町長及び管理者が

協議のうえ定める。 

 

附 則 

１ この協定は平成18年３月１日から施行する。 

２ この協定の締結を証するため、本書５通を作成し、協定市町長及び管理者が記名押印のうえ

各自１通を保管する。 

３ 平成４年12月１日から締結の橋本市伊都郡消防相互応援協定については、廃止する。 

 

橋本市長職務執行者 辻本仁至  

かつらぎ町長 山本惠章  

九度山町長 奥野恒太郎  

高野町長 後藤太栄  

伊都消防組合管理者 山本惠章  
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橋本市伊都郡消防相互応援協定に基づく覚書 
平成18年３月１日 

（目的） 

第１条 この覚書は、橋本市伊都郡消防相互応援協定書（以下「協定」という。）第10条の規定

に基づき、消防相互応援について必要な事項を定めるものとする。 

（境界付近の災害発生） 

第２条 境界付近の災害発生を認知したときは、当該地域間の慣習に基づく応援をするものとす

る。 

（応援要請、受理の手続き等） 

第３条 応援を求めようとするときは、次に掲げる事項について行うものとする。また、受理に

ついても同様とする。 

(１) 応援を要する災害の種別 

(２) 応援を要する場所 

(３) 応援を要する人員、機械又は資器材等 

(４) その他必要事項 

２ 前項の応援要請及びこれに基づく受理については、事後速やかに別記様式第１号（橋本市伊

都郡消防相互応援出動要請（受理）書）により行うものとする。 

３ 応援出動結果は、別記様式第２号（橋本市伊都郡消防相互応援出動結果通知書）並びに別記

様式第３号（現場活動見取り図）により応援側から受援側に、通知するものとする。 

（人員、機材の異状報告） 

第４条 応援活動により人員及び機材に異常があった場合は、その状況を別記様式第４号（人

員・機材の異状報告書）により、応援側の長から受援側の長に報告するものとする。 

（応援の制限） 

第５条 協定第４条中「業務に重大な支障」とは、次に掲げる場合で応援隊の派遣が著しく困難

と認める場合をいう。 

(１) 応援側において災害が発生し、又はそのおそれのある場合 

(２) 他の応援協定等により応援出動している場合 

(３) その他やむを得ない事情がある場合 

 

（小破損の修繕費） 

第６条 協定第８条第１項第１号オの「小破損の修繕費」とは、その修繕費が100,000円以内の

修繕をいう。 

（賞じゅつ金、弔慰金） 

第７条 協定第８条第１項第２号オの「賞じゅつ金」、カの「弔慰金」は、協定第３条の応援要

請に基づくものとし、かつ、受援側の指揮下（応援隊の長が受援側の消防長、消防署長又は現

場最高指揮者に現場到着の報告を行ったときから、現場引き上げの報告を行ったときまでをい

う。）における活動中に発生した場合に適用する。 

（疑義の協議） 
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第８条 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度協定各市町等の消防長及

び消防団長が協議して定めるものとする。 

 

附 則 

１ この覚書は平成18年３月１日から実施する。 

２ 平成４年12月１日実施の橋本市伊都郡消防相互応援協定に基づく覚書は廃止する。 

３ 本覚書の成立を証するために本書７通を作成し、協定市町等の消防長及び消防団長が記名押

印の上各自１通を保管する。 

 

 

橋本市消防本部消防長 梶川英男  

橋本市消防団長 板橋幸治  

かつらぎ町消防団長 長谷場英夫  

九度山町消防団長 梅下友楠  

高野町消防本部消防長 白濱一章  

高野町消防団長 西敬雄  

伊都消防組合消防本部消防長 薄井茂裕  
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40 和歌山県防災ヘリコプター応援協定 

 

和歌山県防災ヘリコプター応援協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、和歌山県内の市町村及び消防事務に関する一部事務組合（以下「町村等」

という。）が災害による被害を最小限に防止するため、和歌山県が所有する防災ヘリコプター

（以下「防災ヘリ」という。）の応援を求めることに関し、必要な事項を定めるものとする｡ 

（協定区域） 

第２条 本協定に基づき市町村等が防災ヘリの応援を求めることができる地域は、当該市町村等

の行政区域とする｡ 

（災害の範囲） 

策３条 この協定において「災害」とは、消防組織法(昭和２２年抜律第２２６号)第１条に規定

する水火災又は地震等の災害をいう。 

（応援要請） 

第４条 この協定に基づく応援要請は、市町村等の行政区域内で災害が発生した場合に当該市町

村等（以下「発災市町村等」という。）の長が次のいずれかに該当するため、防災ヘリによる

活動が必要と判断するとき、和歌山県知事（以下「知事」という。）に対して行うものとする｡ 

(１) 災害が隣接する市町村等の行政区域に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

(２) 発災市町村等の消防力によっては、災害の防御が著しく困難と認められる場合 

(３) その他救急搬送等、緊急性があり、かつ、防災ヘリ以外に適切な手段がなく、防災ヘリ

による活動が最も有効な場合 

（応援要請の方法） 

第５条 応援要請は、和歌山県防災航空センターに電話等により、次の事項を明らかにして行う

ものとする｡ 

(１) 災害の種別 

(２) 災害発生の日時、場所及び被害の状況 

(３) 災害発生現場の気象状況 

(４) 災害現場の最高指揮者の職名、氏名及び連絡方法 

(５) 場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

(６) 応援に要する資機付の品目及び数量 

(７) その他の必要事項. 

（防災航空隊の派遣） 

第６条 知事は、第４条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状態を確認

のうえ、和歌山県防災航空（以下「防東航空隊」という。)を派遣するものとする｡ 

２ 第４条の規定による応援要請に応じることができない場合は、知事は、その旨を速やかに発

災市町村等の長に通報するものとする｡ 

（防災航空隊の隊員の指揮） 

第７条 前条第１項の規定により応援する場合において災害現場における防災航空隊の隊員（以

下「隊員」という。）の指揮は、発災市町村等の消防長（消防本部を置かない町村にあって
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は、当該町村長）が行うものとする。ただし、緊急の場合は、災害現場の最高指揮者が行うこ

とができるものとする｡ 

（消防活動に従事する場合の特例） 

第８条 第４条の規定による応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、発災市町村

等の長から隊員を派遣している市町村等の長に対して、和歌山県下消防広域相互応援協定（以

下「相互応援協定」という。）第４条の規定に基づく応援要請があったものとみなす｡ 

（経費負担） 

第９条 この協定に基づく応援に要する運航経費は、和歌山県が負担するものとする｡ 

２ 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する運航経費は、相互応援協定第

８条の規定にかかわらず、和歌山県が負担するものとする｡ 

（その他） 

第１０条 この協定に定めのない事項は、和歌山県及び市町村等が協議して定めるものとする｡ 

（適用） 

第１１条 この協定は、平成８年３月１日から適用する｡ 

 

この協定の締結を証するため、本書５９通を作成し、知事及び市町村等の長が記名押印のう

え、各自それぞれ１通を所持する｡ 
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１ 九度山町防災会議条例 

昭和41年９月12日条例第87号 

改正 

平成12年３月29日条例第１号 

令和４年７月１日条例第９号 

九度山町防災会議条例 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき、九

度山町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 九度山町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 九度山町地域にかかる災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。 

(３) 前各号に掲げるものの外法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げるものをもって充てる。 

(１) 和歌山県の知事の部内の職員のうちから町長が任命するもの 

(２) 和歌山県警察の警察官のうちから町長が任命するもの 

(３) 町長が、その部内の職員のうちから指名するもの 

(４) 教育長 

(５) 伊都消防組合消防本部消防長及び消防団長 

(６) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者 

６ 前項委員の定数は20人以内とする。 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるために専門委員を置くことができる。 



 

 

２ 専門委員は、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。 

（議事等） 

第５条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は

会長が防災会議にはかって定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年３月29日条例第１号） 

この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年７月１日条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行する。



条例・規則 

267 

２ 九度山町防災会議運営規則 

 

昭和41年９月20日規則第25号 

改正 

平成６年12月１日規則第１号 

九度山町防災会議運営規則 

（目的） 

第１条 この規則は、九度山町防災会議条例（昭和41年九度山町条例第87号）第５条の規定に基

づき九度山町防災会議（以下「会議」という。）の運営に関し必要な事項を定める。 

（会議） 

第２条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。 

第３条 前条の規定にかかわらず、次の場合は会長は適宜の方法により関係のある委員と協議し

て決定することができる。 

(１) 緊急を要する事態が発生し、会議を開くいとまがないとき。 

(２) 決定を要する事項が一部の特定の機関にのみ関係のある事項で早急に措置を要するとき。 

(３) 軽易な事項で早急に措置を要するとき。 

２ 会長は、前項による決定をしたときは次の会議にその旨を報告するものとする。 

（雑則） 

第４条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は会長が会議にはかって決定する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年12月１日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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３ 九度山町災害対策本部条例 

 

昭和41年９月12日条例第88号 

改正 

平成６年６月23日条例第３号 

九度山町災害対策本部条例 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条第６項の規定に基づき、九

度山町災害対策本部（以下「本部」という。）について必要な事項を定めることを目的とする。 

（組織） 

第２条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、本部の事務を総括し、本部の職員を指

揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 本部に次の部を置く。 

総務部 

救助部 

調査部 

建設部 

教育部 

資材部 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、本部について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年６月23日条例第３号抄） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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４ 九度山町災害対策本部規則 

 

昭和41年９月20日規則第26号 

改正 

昭和47年７月19日規則第３号 

平成18年６月29日規則第８号 

平成21年７月２日規則第９号 

平成24年４月１日規則第４号 

令和４年５月31日規則第９号 

令和７年３月31日規則第14号 

九度山町災害対策本部規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、九度山町災害対策本部条例（昭和41年九度山町条例第88号）第４条の規定

に基づき、九度山町災害対策本部（以下「本部」という。）の組織及び運営について定めるも

のとする。 

（災害対策副本部長等） 

第２条 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、副町長、総括参事及び教育長をも

って充てる。 

２ 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は第４条に定める各部の長をもって充てる。 

３ 本部長は、本部を総括する。 

４ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは本部長の職務を代理する。 

（本部会議） 

第３条 災害に関する応急対策の総合的な基本方針を決定するため本部に本部会議を置き、本部

長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

（本部の組織） 

第４条 本部に次の部及び班を置く。 

総務部―総務班 記録情報班 出納班 

救助部―救助班 物資班 衛生班 

調査部―第１班 第２班 第３班 第４班 第５班 

建設部―土木復旧班 

教育部―教育班 

資材部―食糧班 輸送班 

２ 部に部長、班に班長を置く。 

３ 部長は部に関する事項を掌理する。 

４ 班長は、部長の命を受けて班の事務を掌理する。 

（事務分掌） 

第５条 総務部各班の分掌事務は次のとおりとする。 

１ 総務班 

(１) 各部の連絡調整に関すること。 

(２) 県本部及び県支部その他関係機関との連絡に関すること。 
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(３) 職員の動員に関すること。 

(４) 各種陳情の応接、被災地の慰問に関すること。 

(５) 自衛隊の派遣要請に関すること。 

(６) 公用自動車及車輛の借上げ並びに配車に関すること。 

(７) 広報に関すること。 

(８) 特命事項に関すること。 

(９) 消防（水防）に関すること。 

(10) その他、必要なこと。 

２ 記録情報班 

(１) 気象情報の受理、伝達に関すること。 

(２) 被害状況の収集、整理に関すること。 

(３) 被害状況の報告に関すること。 

(４) 被害の統計記録に関すること。 

(５) その他、必要なこと。 

３ 出納班 

(１) 応急対策物品購入に関すること。 

(２) 経理の全般に関すること。 

(３) その他、必要なこと。 

第６条 救助部各班の分掌事務は、次のとおりとする。 

１ 救助班 

(１) 負傷者の応急手当及び収容に関すること。 

(２) 罹災者の収容に関すること。 

(３) 避難収容に関すること。 

(４) 医療品の備蓄供給に関すること。 

(５) 消防団、水防団との連絡に関すること。 

(６) 日赤和歌山支部及び保健所との連絡に関すること。 

(７) その他、必要なこと。 

２ 物資班 

(１) 災害物資、生活必需品及び義捐金品の集荷配分並びに出納保管に関すること。 

(２) 災害地の給水に関すること。 

(３) その他、必要なこと。 

３ 衛生班 

(１) 感染症予防に関すること。 

(２) 汚物処理に関すること。 

(３) 清掃に関すること。 

(４) 防疫用薬品の調達に関すること。 

(５) その他、必要なこと。 

第７条 調査部各班の分掌事務は次のとおりとする。 

(１) 第１班 

九度山、入郷、慈尊院地区災害全般についての被害状況調査に関すること。 
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(２) 第２班 

椎出、下古沢地区災害全般についての被害状況調査に関すること。 

(３) 第３班 

中、上古沢、笠木地区災害全般についての被害状況調査に関すること。 

(４) 第４班 

河根、丹生川地区災害全般についての被害状況調査に関すること。 

(５) 第５班 

北又、東郷地区災害全般についての被害状況調査に関すること。 

第８条 建設部土木復旧班の分掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 応急修理及び工事施行全般に関すること。 

(２) 災害復旧対策全般に関すること。 

(３) 流木処理に関すること。 

(４) その他、必要なこと。 

第９条 教育部教育班の分掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 学用品及び教科書の調達に関すること。 

(２) 臨時の授業及び学校の運営に関すること。 

(３) 文化財の保護管理に関すること。 

(４) 社会教育団体の奉仕団要請に関すること。 

(５) 学校給食に関すること。 

(６) その他、必要なこと。 

第10条 資材部各班の分掌事務は次のとおりとする。 

１ 食糧班 

(１) 罹災者及び救助隊員の炊出しに関すること。 

(２) 備蓄米に関すること。 

(３) 応急米、主要食糧の需給対策に関すること。 

(４) その他、必要なこと。 

２ 輸送班 

(１) 負傷者、罹災者の輸送運搬に関すること。 

(２) 救助物資、土木資材の輸送、運搬に関すること。 

(３) 運送、車両等の確保及び運行全般に関すること。 

(４) その他、必要なこと。 

（その他） 

第11条 この規則に定めるほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、九度山町地域防災計

画の定めるところによる。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和47年７月19日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年６月29日規則第８号） 

この規則は、平成18年７月１日から施行する。 
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附 則（平成21年７月２日規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年４月１日規則第４号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年５月31日規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年３月31日規則第14号） 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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